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事業報告 

2022 年４月１日から 

2023 年３月 31日まで 

 

１１  当当行行のの現現況況にに関関すするる事事項項  

当期におきましては、当行は、株式会社国際協力銀行法（以下「JBIC 法」という。）第 11 条に定め

られた業務を行いました。 

 

（１）事業の経過及びその成果 

世界経済は、新型コロナウイルス感染症の蔓延が長期化したことに加え、ロシアによるウクライナ

侵略などの地政学的リスクが顕在化したことにより、不透明感が一層増しております。深刻化するウ

クライナ情勢は、エネルギー市場の混乱、食糧供給体制の寸断により、コモディティ価格の高騰とイ

ンフレ加速を誘発したのみならず、国際経済社会の相互依存関係とグローバルサプライチェーンに

深刻な影響を及ぼしております。また、脱炭素社会の実現、SDGs の目標達成に向けて、持続可能な

開発目標の共有、経済・社会・環境のバランスの取れた開発・成長が重視され、気候変動対策とエネ

ルギー変革への取り組みが求められています。 

こうした中、日本経済が持続的な成長を実現していくためには、人口減少・少子高齢化といった構

造的課題への対処とともに、経済安全保障の確保に向けたサプライチェーン強靱化、気候変動問題と

いった地球規模課題への意欲的かつ現実的な対応、加速するデジタル変革への挑戦といったグロー

バルアジェンダへの対応が不可欠です。また、こうした日本経済が直面する課題に付加価値を創造

し、経済の持続的成長と社会課題の解決を同時に追求するための取り組みが必要です。 

これらの課題に対し、日本政府は、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画～人・技術・

スタートアップへの投資の実現～」（2022 年６月７日閣議決定）において、「成長と分配の好循環」

と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした新しい資本主義の実現に向けて、「デジタル」

「気候変動」「経済安全保障」「科学技術・イノベーション」などの社会課題の解決を図るとともに、

当該分野に官民の投資をあつめ、成長のエンジンへと転換していくこと等を掲げております。また、

「インフラシステム海外展開戦略 2025」の追補（2022 年６月３日経協インフラ戦略会議決定）では

国際情勢の複雑化等に伴う経済安全保障の要請も念頭に置きつつ、①ポストコロナを見据えたより

良い回復の着実な実現、②脱炭素社会に向けたトランジションの加速、③「自由で開かれたインド太

平洋」を踏まえたパートナーシップの推進を最優先課題として掲げており、その中で公的金融機関に

よる積極的なリスクテイク等を通じた支援が必要とされております。 

我が国企業は、これらに対応すべくデジタル化や人的資本形成、イノベーションに対する投資を行

いながら、海外市場の成長を積極的に取り込む動きを継続・深化させております。 

 

このように、グローバルな環境変化が起こる中、当行は、JBIC 法に基づき、一般の金融機関が行

う金融を補完することを旨としつつ、（１）日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得の

促進、（２）日本の産業の国際競争力の維持及び向上、（３）地球温暖化の防止等の地球環境の保全を

目的とする海外における事業の促進、（４）国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処、の４

つの分野の業務を行い、日本及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的とし、かかる分野

における出融資保証案件への積極的な対応を行っております。 

（注）本報告書の計数について

（１）単位未満の計数

   件数及び金額の単位未満は切り捨てた。したがって、合計欄の計数は、

   内訳を集計した計数と一致しないものがある。

 （２）表示方法

   単位に満たない場合は「０」と、該当数字のない場合は「－」と表示した。
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これらの業務を遂行するに当たり、当行は企業理念として、「国際ビジネスの最前線で、日本そし

て世界の未来を展（ひら）きます。」を掲げています。これは、当行にとってのコア・バリューであ

る、「現場主義」「顧客本位」「未来志向」の３つを表すものです。当行にとって、「現場主義」とは、

海外プロジェクトの現場に密着し、早い段階から能動的な関与を行うことで、先駆的な付加価値を創

造することであり、「顧客本位」とは、お客様の立場になって考え、その声を政策形成につなげ、独

自のソリューションを提供すること、そして、「未来志向」とは、安心で豊かな未来を見据え、高い

専門性を発揮し、日本と世界の持続的な発展に貢献することです。 

こうした理念を踏まえつつ、当行は今後 10 年先を見据えたあるべき姿として、「海図なき世界情

勢の中で、日本の力で未来を築く『羅針盤』でありたい。」という中長期ビジョンを掲げるとともに、

第４期中期経営計画（2021～2023 年度）を策定し、SDGs・脱炭素社会の実現に向けたイノベーショ

ンや、不可逆的に進展するエネルギー変革・デジタル変革を見据え、「変革の時代の羅針盤」をテー

マに、第４期中期経営計画で定めたそれぞれの目標の達成に取り組んでおります。 

2022 年６月 28日に閣議決定された「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」に基

づき、先進国向けの輸出金融及び先進国事業に対する投資金融の対象分野を拡充したほか、2022 年

７月に創設した「グローバル投資強化ファシリティ」を活用し、我が国企業による脱炭素化をはじめ

とする地球環境保全への貢献やサプライチェーンの強靱化、質の高いインフラの海外展開や新たな

市場創出の支援に取り組んでいます。また、2022 年６月及び７月に、サステナビリティの実現に向

けた取り組みを一層推進していく部署として「サステナビリティ統括部」を当行の企画部門に設置す

るとともに、水素やアンモニア等次世代エネルギーへの対応を一元的に行う部署として「次世代エネ

ルギー戦略室」を新設しております。加えて、サステナビリティ関係のガバナンスを強化すべく、

2022 年６月に、取締役会の諮問機関として「サステナビリティ・アドバイザリー委員会」を、経営

会議の委任を受けた審議機関として「サステナビリティ委員会」を新設しました。かかる体制の下、

サステナビリティ関連では、「サステナビリティ統括部」を中心に、2022 年 10 月に当行としてはじ

めての気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言に基づく気候関連情報開示を行うととも

に、2023 年 4月には人権方針を公表しました。 

 

当行の具体的な出融資保証業務内容は以下の通りです。日本にとって重要な資源の海外における

開発及び取得を促進する取り組みとして、本邦エネルギー会社による液化天然ガス（LNG）の安定調

達に必要な資金やカナダにおけるリサイクル資源である電気・電子廃棄物の権益取得に対する融資

を行いました。 

日本の産業の国際競争力の維持及び向上に向けた取り組みとして、「グローバル投資強化ファシリ

ティ」等を活用した支援を行いました。インフラ分野では、カナダにおける地下鉄建設・運行プロジ

ェクトに対する融資等を行いました。海外 M&A の分野では、半導体製造で用いられるフォトレジス

トの設計・開発・製造事業を行う米国法人の買収案件やアニメ配信事業を運営する米国法人の買収案

件に対する融資を行うなど、海外における事業拡大や新たな事業展開を支援しました。また、スター

トアップ企業に対する支援として、フィンテック・スタートアップ企業による米国の決済処理サービ

ス事業会社の株式取得を出資により支援しました。中堅・中小企業の海外事業展開については、ASEAN

諸国等の各国において、現地通貨建て融資も活用しつつ積極的な支援を行いました。 

地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進する取り組みとして、「グローバル投資強化

3 
 

ファシリティ」のサステナビリティ推進ウインドウを活用し、エジプト・アラブ共和国における陸上

風力発電事業等に対する融資を行いました。 

こうした取り組みの結果、当期の当行の出融資保証承諾額は２兆 3,152 億円となりました。 

 

－2－
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るとともに、水素やアンモニア等次世代エネルギーへの対応を一元的に行う部署として「次世代エネ

ルギー戦略室」を新設しております。加えて、サステナビリティ関係のガバナンスを強化すべく、

2022 年６月に、取締役会の諮問機関として「サステナビリティ・アドバイザリー委員会」を、経営

会議の委任を受けた審議機関として「サステナビリティ委員会」を新設しました。かかる体制の下、

サステナビリティ関連では、「サステナビリティ統括部」を中心に、2022 年 10 月に当行としてはじ

めての気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言に基づく気候関連情報開示を行うととも

に、2023 年 4月には人権方針を公表しました。 

 

当行の具体的な出融資保証業務内容は以下の通りです。日本にとって重要な資源の海外における

開発及び取得を促進する取り組みとして、本邦エネルギー会社による液化天然ガス（LNG）の安定調

達に必要な資金やカナダにおけるリサイクル資源である電気・電子廃棄物の権益取得に対する融資

を行いました。 

日本の産業の国際競争力の維持及び向上に向けた取り組みとして、「グローバル投資強化ファシリ

ティ」等を活用した支援を行いました。インフラ分野では、カナダにおける地下鉄建設・運行プロジ

ェクトに対する融資等を行いました。海外 M&A の分野では、半導体製造で用いられるフォトレジス

トの設計・開発・製造事業を行う米国法人の買収案件やアニメ配信事業を運営する米国法人の買収案

件に対する融資を行うなど、海外における事業拡大や新たな事業展開を支援しました。また、スター

トアップ企業に対する支援として、フィンテック・スタートアップ企業による米国の決済処理サービ

ス事業会社の株式取得を出資により支援しました。中堅・中小企業の海外事業展開については、ASEAN

諸国等の各国において、現地通貨建て融資も活用しつつ積極的な支援を行いました。 

地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進する取り組みとして、「グローバル投資強化

3 
 

ファシリティ」のサステナビリティ推進ウインドウを活用し、エジプト・アラブ共和国における陸上

風力発電事業等に対する融資を行いました。 

こうした取り組みの結果、当期の当行の出融資保証承諾額は２兆 3,152 億円となりました。 
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（２）財産及び損益の状況 

（単位：百万円） 
  第８期 

（2019 年４月１日 

～2020 年３月 31 日） 

第９期 

（2020 年４月１日 

～2021 年３月 31 日） 

第 10 期 

（2021 年４月１日 

～2022 年３月 31 日） 

第 11 期（当期） 

（2022 年４月１日 

～2023 年３月 31 日） 

株 式 会 社 

国際協力銀行 

経 常 収 益 481,996 283,665 309,943 657,216 

経 常 利 益 116,748 44,215 14,771 159,877 

当期純利益 116,765 44,225 14,774 159,890 

純 資 産 額 3,107,200 3,042,480 2,897,414 2,937,797 

総 資 産 17,330,523 16,874,791 18,423,753 20,146,000 

一 般 業 務 

経 常 収 益 481,706 282,755 309,480 655,075 

経 常 利 益 116,894 43,727 14,625 158,912 

当期純利益 116,911 43,737 14,629 158,926 

純 資 産 額 2,815,981 2,740,376 2,583,630 2,612,316 

総 資 産 17,037,639 16,566,058 18,103,746 19,814,638 

特 別 業 務 

経 常 収 益 579 1,373 1,896 2,234 

経 常 利 益 △145 487 145 964 

当期純利益 △145 487 145 964 

純 資 産 額 291,218 302,104 313,783 325,481 

総 資 産 292,904 308,754 320,046 331,398 

  

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 
２ 

 

2016 年 10 月１日に特別業務勘定が設置され、一般業務勘定と特別業務勘定を区分して

表示しています。 
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（３）資金調達及び主要な借入先、設備投資 

 

イ 資金調達の状況及び主要な借入先等 

当期に行った資金調達及び当期末における主要な借入先及び借入額は、次のとおりです。 

 

（イ）主要な資金調達の状況 

（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 主要な資金調達方法 当期調達額 

株式会社国際協力銀行 

借 入 36,942 

 財 政 融 資 資 金 9,092 

 外 国 為 替 資 金 25,238 

    そ の 他 2,611 

社 債 10,718 

出 資 金 850 

（ 計 ） 48,510 

一 般 業 務 

借 入 36,942 

 財 政 融 資 資 金 9,092 

 外 国 為 替 資 金 25,238 

    そ の 他 2,611 

社 債 10,718 

出 資 金 750 

（ 小 計 ） 48,410 

特 別 業 務 

借 入 - 

 財 政 融 資 資 金 - 

 外 国 為 替 資 金 - 

    そ の 他 - 

社 債 - 

出 資 金 100 

（ 小 計 ） 100 

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 
２ 
 

外国為替資金及び社債に関して、当期調達額は原則調達実行時の前月末為替レ

ートで換算した金額を計上しています。 

 ３ 社債に関して、当期調達額は当期発行額を計上しています。 

－4－

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   4国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   4 2023/09/22   14:18:122023/09/22   14:18:12



4 
 

（２）財産及び損益の状況 

（単位：百万円） 
  第８期 

（2019 年４月１日 

～2020 年３月 31 日） 

第９期 

（2020 年４月１日 

～2021 年３月 31 日） 

第 10 期 

（2021 年４月１日 

～2022 年３月 31 日） 

第 11 期（当期） 

（2022 年４月１日 

～2023 年３月 31 日） 

株 式 会 社 

国際協力銀行 

経 常 収 益 481,996 283,665 309,943 657,216 

経 常 利 益 116,748 44,215 14,771 159,877 

当期純利益 116,765 44,225 14,774 159,890 

純 資 産 額 3,107,200 3,042,480 2,897,414 2,937,797 

総 資 産 17,330,523 16,874,791 18,423,753 20,146,000 

一 般 業 務 

経 常 収 益 481,706 282,755 309,480 655,075 

経 常 利 益 116,894 43,727 14,625 158,912 

当期純利益 116,911 43,737 14,629 158,926 

純 資 産 額 2,815,981 2,740,376 2,583,630 2,612,316 

総 資 産 17,037,639 16,566,058 18,103,746 19,814,638 

特 別 業 務 

経 常 収 益 579 1,373 1,896 2,234 

経 常 利 益 △145 487 145 964 

当期純利益 △145 487 145 964 

純 資 産 額 291,218 302,104 313,783 325,481 

総 資 産 292,904 308,754 320,046 331,398 

  

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 
２ 

 

2016 年 10 月１日に特別業務勘定が設置され、一般業務勘定と特別業務勘定を区分して

表示しています。 

5 
 

（３）資金調達及び主要な借入先、設備投資 

 

イ 資金調達の状況及び主要な借入先等 

当期に行った資金調達及び当期末における主要な借入先及び借入額は、次のとおりです。 

 

（イ）主要な資金調達の状況 

（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 主要な資金調達方法 当期調達額 

株式会社国際協力銀行 

借 入 36,942 

 財 政 融 資 資 金 9,092 

 外 国 為 替 資 金 25,238 

    そ の 他 2,611 

社 債 10,718 

出 資 金 850 

（ 計 ） 48,510 

一 般 業 務 

借 入 36,942 

 財 政 融 資 資 金 9,092 

 外 国 為 替 資 金 25,238 

    そ の 他 2,611 

社 債 10,718 

出 資 金 750 

（ 小 計 ） 48,410 

特 別 業 務 

借 入 - 

 財 政 融 資 資 金 - 

 外 国 為 替 資 金 - 

    そ の 他 - 

社 債 - 

出 資 金 100 

（ 小 計 ） 100 

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 
２ 
 

外国為替資金及び社債に関して、当期調達額は原則調達実行時の前月末為替レ

ートで換算した金額を計上しています。 

 ３ 社債に関して、当期調達額は当期発行額を計上しています。 
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（ロ）主要な借入先等 

（ａ） 借入金 

（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ） 社債 

                            （単位：億円） 

 当 期 発 行 額 

上段：政府保証債 

下段：財投機関債 

当 期 末 残 高 

上段：政府保証債 

下段：財投機関債 

株式会社国際協力銀行 
10,718 61,717 

- 200 

一 般 業 務 
10,718 61,717 

- 200 

特 別 業 務 
- - 

- - 

 借入先 当期借入額 当期末残高 

株式会社国際協力銀行 

財政融資資金 9,092 24,749 

外国為替資金 25,238 60,387 

そ の 他 2,611 - 

（ 計 ） 36,942 85,136 

一 般 業 務 

財政融資資金 9,092 24,707 

外国為替資金 25,238 60,387 

そ の 他 2,611 - 

（ 小 計 ） 36,942 85,094 

特 別 業 務 

財政融資資金 - 42 

外国為替資金 - - 

そ の 他 - - 

（ 小 計 ） - 42 

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

２ 

 

 

外国為替資金に関して、当期借入額は原則借入実行時の前月末為替レートで換

算した金額を、当期末残高は 2023 年３月末為替レートで換算した金額をそれ

ぞれ計上しています。 

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 ２ 政府保証債（外貨建て）の当期発行額については、原則発行時の前月末為替レ

ートで換算した金額を、当期末残高は 2023 年３月末為替レートで換算した金

額をそれぞれ計上しています。 
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（ｃ） 出資金 

                          （単位：億円） 

 出資金の名称等 当 期 受 入 額 

株式会社国際協力銀行 

一般会計出資金 - 

産業投資出資金 850 

（ 計 ） 850 

一 般 業 務 

一般会計出資金 - 

産業投資出資金 750 

（ 小 計 ） 750 

特 別 業 務 

一般会計出資金 - 

産業投資出資金 100 

（ 小 計 ） 100 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

ロ 設備投資 

   当期に行った設備投資等は、次のとおりです。 

 

（イ）設備投資の総額 

      （単位：百万円） 

設 備 投 資 の 総 額 

4,277 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

（ロ）重要な設備の新設等 

                  （単位：百万円） 

内     容 金  額 

情報システム関連設備投資 317 

海外駐在員事務所関連 108 

本店改修工事 179 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 
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（ロ）主要な借入先等 

（ａ） 借入金 

（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ） 社債 

                            （単位：億円） 

 当 期 発 行 額 

上段：政府保証債 

下段：財投機関債 

当 期 末 残 高 

上段：政府保証債 

下段：財投機関債 

株式会社国際協力銀行 
10,718 61,717 

- 200 

一 般 業 務 
10,718 61,717 

- 200 

特 別 業 務 
- - 

- - 

 借入先 当期借入額 当期末残高 

株式会社国際協力銀行 

財政融資資金 9,092 24,749 

外国為替資金 25,238 60,387 

そ の 他 2,611 - 

（ 計 ） 36,942 85,136 

一 般 業 務 

財政融資資金 9,092 24,707 

外国為替資金 25,238 60,387 

そ の 他 2,611 - 

（ 小 計 ） 36,942 85,094 

特 別 業 務 

財政融資資金 - 42 

外国為替資金 - - 

そ の 他 - - 

（ 小 計 ） - 42 

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

２ 

 

 

外国為替資金に関して、当期借入額は原則借入実行時の前月末為替レートで換

算した金額を、当期末残高は 2023 年３月末為替レートで換算した金額をそれ

ぞれ計上しています。 

（注） １ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 ２ 政府保証債（外貨建て）の当期発行額については、原則発行時の前月末為替レ

ートで換算した金額を、当期末残高は 2023 年３月末為替レートで換算した金

額をそれぞれ計上しています。 

7 
 

（ｃ） 出資金 

                          （単位：億円） 

 出資金の名称等 当 期 受 入 額 

株式会社国際協力銀行 

一般会計出資金 - 

産業投資出資金 850 

（ 計 ） 850 

一 般 業 務 

一般会計出資金 - 

産業投資出資金 750 

（ 小 計 ） 750 

特 別 業 務 

一般会計出資金 - 

産業投資出資金 100 

（ 小 計 ） 100 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

ロ 設備投資 

   当期に行った設備投資等は、次のとおりです。 

 

（イ）設備投資の総額 

      （単位：百万円） 

設 備 投 資 の 総 額 

4,277 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

（ロ）重要な設備の新設等 

                  （単位：百万円） 

内     容 金  額 

情報システム関連設備投資 317 

海外駐在員事務所関連 108 

本店改修工事 179 

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 
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（４）現況に関する重要な事項 

当行は、JBIC 法に基づき、株式会社日本政策金融公庫から分離され、2012 年４月１日に設立され

ました。 

なお、当期における主な法令等の改正及び認可等を受けた事項等は、次のとおりです。 

 

イ 重要な法令等の改正 

  株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令（令和四年六月二九日政令第二四一号）の

公布・施行（先進国向けの輸出金融及び先進国事業に対する投資金融の対象分野を拡充するもの）。 

  株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律（令和五年四月一四日法律第一一号）の公布・一

部施行（日本の国際競争力の維持・向上に資する日本のサプライチェーンの強靱化やスタートアッ

プ等の日本企業のリスクテイク推進、ウクライナの復興を支援するもの）。 

 

ロ 認可等を受けた事項  

（イ）役員の選任 

   2022 年６月 22 日の株主総会において決議、同日認可 

（ロ）政府からの借入及び社債 

2022 年度の社債発行及び外国通貨長期借入金の借入れの基本方針を策定、2022 年３月 29 日

認可 

2022 年度の社債発行及び外国通貨長期借入金の借入れの基本方針の変更を策定、2022 年 12

月９日認可 

    

（５）当行の概要 

イ 沿革 

2011 年５月２日  「株式会社国際協力銀行法」公布・施行 

2012 年４月１日  株式会社国際協力銀行設立 

2012 年９月 30日  駐留軍再編促進金融業務を終了 

2012 年 11 月 30 日  駐留軍再編促進金融勘定を廃止 

2016 年５月 18日  「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」公布・一部施行 

2016 年 10 月１日  特別業務を開始 

2017 年６月 30日  株式会社 JBIC IG Partners 設立 

2023 年４月 14日  「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」公布 

     

ロ 主要な事業の内容 

当行は、日本政府が全株式を保有する政策金融機関であり、一般の金融機関が行う金融を補完す

ることを旨としつつ、日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、日本の産業

の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする

海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又は

その被害への対処に必要な金融を行い、もって日本及び国際経済社会の健全な発展に寄与するこ

とを目的としています。 

かかる目的のもと、当行は、当期末現在、JBIC 法第 11 条に規定する業務を行っています。 
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ハ 主要な営業所の状況（本店、大阪支店、海外駐在員事務所） 

  当期末における当行の主要な営業所は、本店１、大阪支店１、海外駐在員事務所 18です。 

本店      ： 東京都千代田区大手町一丁目４番１号 

大阪支店    ： 大阪市北区梅田二丁目２番 22 号 ハービス ENT オフィスタワー23階 

海外駐在員事務所： 北京、バンコク、ハノイ、ジャカルタ、マニラ、シンガポール、ニュー

デリー、シドニー、モスクワ、ロンドン、パリ、イスタンブール、ドバ

イ、ニューヨーク、ワシントン、ブエノスアイレス、メキシコシティー、

リオデジャネイロ 

 

ニ 主要な使用人の状況 

         区      分 人      数 

当行 職      員 677 名 

（注）職員数は、2022 年度政府関係機関予算定員を記載しており、臨時職員等を含んで

おりません。 

 

ホ 重要な親会社及び子会社の状況 

会社名 資本金等 議決権所有割

合 

主な事業内容 特記事項 

株式会社 JBIC IG 

Partners 

500 百万円 

（資本金 250 百万円、 

資本準備金 250 百万

円） 

51％ 海外向け投資ファ

ンドに対する投資

助言業務等 

2017 年６

月 30 日設

立 

英領ケイマン諸島

法人 Russia-Japan 

Investment Fund, 

L.P. 

－ － ロシア連邦等に投

資を行うファンド 

2017 年９

月 ７ 日 設

立 

 

（６）対処すべき課題 

   当行における具体的な対処すべき課題は、以下のとおりです。 

＜第４期中期経営計画（2021～2023 年度）の推進＞  

日本を含む多くの国、地域では、引き続きコロナ禍が経済に大きな影響を及ぼしている状況であり、

同時に、ポストコロナを見据えた世界的な復興のためには、産業・社会の構造的な変革の必要性が明

確になっております。国際社会では、気候変動問題に対処するための円滑なエネルギー移行の実現や、

包摂的で持続可能な開発・成長の達成に向けた意欲的な取り組みが急務とされています。また、産業

界では、新常態における消費ニーズや地政学リスクの高まりを視野に入れ、グローバル・サプライチ

ェーンの見直し・最適化への動きが続くと同時に急速なデジタル化・イノベーションの進展に適応す

るための国際的な連携が模索されています。 

当行は、こうした課題に対処するため、2021 年６月、第４期中期経営計画(2021～2023 年度)を策

定しました。本中期経営計画の中では、「国際ビジネスの最前線で、日本そして世界の未来を展きま
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す。」という企業理念の下、今後 10 年先を見据えたあるべき姿として、「海図なき世界情勢の中で、

日本の力で未来を築く『羅針盤』でありたい。」という中長期ビジョンを掲げています。こうしたビ

ジョンの下、SDGs・脱炭素社会の実現に向けたイノベーションや、不可逆的に進展するエネルギー変

革・デジタル変革を見据え、「変革の時代の羅針盤」をテーマに、6 つの重点取組課題を設定し、その

下に 17 の取組目標を置いて、それぞれの目標の達成に取り組んでいます。 

 

  ＜第４期中期経営計画（2021～2023 年度）の概要＞ 

重点 

取組課題 
取組目標 

(１)国際経済社会の持続可能な発展に向けた地球規模課題への対処 

 ① 脱炭素社会の実現に向けたエネルギー変革への対応 

② 社会的課題の解決に資する事業に対する支援 

(２)産業・社会構造の変革下における我が国企業の国際競争力強化支援 

 ① 国際的なサプライチェーンの強靱化・再構築への対処 

② デジタル変革等に向けた我が国企業の M&A・技術獲得への支援 

(３)質の高いインフラ海外展開に向けた戦略的取組の推進 

 ① 我が国企業の強みを生かした海外インフラ事業への参画に対する支援 

② 多国間連携・国際金融機関等との連携の推進 

(４)経済情勢の変化に即応した政策金融機能の発揮 

 ① コロナ禍の影響を受けた海外事業に対する機動的対応 

② 政策的重要性の高い国・地域に対する戦略的取組 

③ 中堅・中小企業支援を含む政策金融機関としての業務の着実な実施 

④ 政策金融機関としてのリスクテイク機能の強化 

⑤ 民間資金動員の更なる推進 

(５)外部環境の変化に対応する業務体制の整備 

 ① ビジネス環境・顧客ニーズの変化に即した業務体制の整備 

② 金利指標改革への適切な対応 

③ ウィズコロナ/ポストコロナ下における適切かつ効率的な審査・与信管理 

(６)新常態に対応する効率的な組織運営 

 ① 新常態に対応するデジタル環境の整備 

② 多様な職員の能力と活力を引き出す人材育成と働き方改革の推進 

③ コンプライアンス態勢の実効性強化 

 

 ＜サステナビリティに関する事項＞ 

 当行はサステナビリティ実現に向けた強いコミットメントを示すため、株式会社国際協力銀行 ESG

ポリシーを策定し、とりわけ国際経済社会にとって対応が急務となっている気候変動問題への対応

方針を公表しております。 

 かかるポリシーに基づき、パリ協定の国際的な実施に向け、2030 年までの自らの温室効果ガス（GHG）

排出量ネットゼロの達成、2050 年までの投融資ポートフォリオの GHG 排出量ネットゼロの達成を追

11 
 

求するとともに、これまで培ってきた各国政府・政府機関などとの関係をもとに、エンゲージメント

を行い、新興国・途上国におけるエネルギートランジションを加速させ、世界全体でのカーボンニュ

ートラル実現に貢献してまいります。 

当行は、企業理念、中長期ビジョン及び第４期中期経営計画を念頭に、変革の時代における羅針盤

としての役割を果たすべく、サステナビリティに関する取り組みを一層強化し、ステークホルダーの

皆様と対話を重ねながら、国際経済社会の持続可能な発展と地球規模課題の解決に向け取り組んで

います。 

 

＜株式会社国際協力銀行 ESG ポリシーの概要＞ 

(１)サステナビリティの実現に向けた取組方針 

Environment ① 出融資等を通じた脱炭素社会の実現に向けたエネルギー変革への対応 

② 環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインに沿った自然環境等への

配慮確認 

③ グリーンボンドの発行 

Social ① 出融資等を通じた社会的課題解決に資する事業に対する支援 

② 環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインに沿った地域社会等への

配慮確認 

③ 多様な職員の能力と活力を引き出す人材育成と働き方改革の推進 

Governance ① サステナビリティ推進体制の強化 

② コンプライアンス態勢の実効性強化 

③ 外部イニシアチブへの参加 

(２)気候変動問題への対応方針 

① パリ協定の国際的な実施に向けた貢献 

 2030 年までの自らの GHG 排出量ネットゼロの達成の追求 

 2050 年までの投融資ポートフォリオの GHG 排出量ネットゼロの達成の追求 

② 気候変動関連ファイナンスの強化 

③ 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に基づく気候関連情報開示の推進 

④ 環境社会に配慮した出融資等の取組 

 

＜ウクライナ侵攻に伴う対ロシア制裁について＞ 

当行は、我が国企業による海外事業展開や資源確保等を支援する観点からロシア向けに出融資保

証業務を実施してまいりました。こうした中、2022 年２月以降のロシアによるウクライナ侵攻を受

けて、日本政府を含む各国政府は対ロシア制裁を実施しており、これを受けてロシア政府からは大統

領令等の対抗措置が実施されております。また、これによって、市場環境等の変化も生じておりま

す。このような状況を踏まえ、当行としても、各国政府等による制裁やこれを受けたロシア政府の対

抗措置の動向を注視しつつ対応を進めております。 
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排出量ネットゼロの達成、2050 年までの投融資ポートフォリオの GHG 排出量ネットゼロの達成を追
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求するとともに、これまで培ってきた各国政府・政府機関などとの関係をもとに、エンゲージメント

を行い、新興国・途上国におけるエネルギートランジションを加速させ、世界全体でのカーボンニュ

ートラル実現に貢献してまいります。 

当行は、企業理念、中長期ビジョン及び第４期中期経営計画を念頭に、変革の時代における羅針盤

としての役割を果たすべく、サステナビリティに関する取り組みを一層強化し、ステークホルダーの

皆様と対話を重ねながら、国際経済社会の持続可能な発展と地球規模課題の解決に向け取り組んで

います。 

 

＜株式会社国際協力銀行 ESG ポリシーの概要＞ 

(１)サステナビリティの実現に向けた取組方針 

Environment ① 出融資等を通じた脱炭素社会の実現に向けたエネルギー変革への対応 

② 環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインに沿った自然環境等への

配慮確認 

③ グリーンボンドの発行 

Social ① 出融資等を通じた社会的課題解決に資する事業に対する支援 

② 環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインに沿った地域社会等への

配慮確認 

③ 多様な職員の能力と活力を引き出す人材育成と働き方改革の推進 

Governance ① サステナビリティ推進体制の強化 

② コンプライアンス態勢の実効性強化 

③ 外部イニシアチブへの参加 

(２)気候変動問題への対応方針 

① パリ協定の国際的な実施に向けた貢献 

 2030 年までの自らの GHG 排出量ネットゼロの達成の追求 

 2050 年までの投融資ポートフォリオの GHG 排出量ネットゼロの達成の追求 

② 気候変動関連ファイナンスの強化 

③ 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に基づく気候関連情報開示の推進 

④ 環境社会に配慮した出融資等の取組 

 

＜ウクライナ侵攻に伴う対ロシア制裁について＞ 

当行は、我が国企業による海外事業展開や資源確保等を支援する観点からロシア向けに出融資保

証業務を実施してまいりました。こうした中、2022 年２月以降のロシアによるウクライナ侵攻を受

けて、日本政府を含む各国政府は対ロシア制裁を実施しており、これを受けてロシア政府からは大統

領令等の対抗措置が実施されております。また、これによって、市場環境等の変化も生じておりま

す。このような状況を踏まえ、当行としても、各国政府等による制裁やこれを受けたロシア政府の対

抗措置の動向を注視しつつ対応を進めております。 
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２２  株株式式にに関関すするる事事項項 

（１）株式数 

発行可能株式総数   5 兆 1,640 億株 

発行済株式の総数     1 兆 9,588 億株 

 

（２）当期末株主数 

１名 

 

（３）大株主  

株主の氏名又は名称 
当 行 へ の 出 資 状 況 

持 株 数 等 持 株 比 率 

財  務  大  臣 1 兆 9,588 億株 100％ 

 

３３  新新株株予予約約権権等等にに関関すするる事事項項  

該当事項はありません。  
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４４  役役員員にに関関すするる事事項項  

（１）取締役及び監査役に関する事項  

2023 年３月 31日現在 

氏  名 地位及び担当 重要な兼職 

林   信 光 代表取締役総裁（監査部） - 

天 川 和 彦 

代表取締役副総裁（資源ファイナンス

部門及びエクイティファイナンス部

門） 

- 

橋 山 重 人 
代表取締役専務取締役（企画部門及び

産業ファイナンス部門） 
- 

大 石 一 郎 

常務取締役（審査・リスク管理部門、米

州地域に係る国別業務方針に関する事

項、国際機関連携、日米豪連携） 

- 

田 中 一 彦 

常務取締役（財務・システム部門、アジ

ア大洋州地域に係る国別業務方針に関

する事項） 

- 

谷 本 正 行 

常務取締役（インフラ・環境ファイナン

ス部門、欧阿中東地域に係る国別業務

方針に関する事項） 

- 

前 田 匡 史 取締役会長 

内閣官房参与（海外ビジネス投資支援） 

株式会社経営共創基盤顧問 

株式会社 SDG インパクトジャパン社外

取締役（非常勤） 

小 泉 愼 一 取締役（社外取締役） 
株式会社ディー・エヌ・エー常勤監査役 

株式会社 Preferred Networks 取締役 

川 村 嘉 則 取締役（社外取締役） 
阪神電気鉄道株式会社取締役 

DMG 森精機株式会社監査役 

那 須 規 子 常勤監査役 
独立行政法人自動車事故対策機構監事

（非常勤） 

土 屋 光 章 監査役（社外監査役） 

日本原子力発電株式会社監査役 

合同製鐵株式会社取締役 

日本曹達株式会社取締役 

本 村   彩 監査役（社外監査役） 

稲葉総合法律事務所パートナー弁護士 

イオン・リートマネジメント株式会社コ

ンプライアンス委員会外部委員 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会

社社外取締役 

平和不動産リート投資法人執行役員 

 

－12－

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   12国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   12 2023/09/22   14:18:152023/09/22   14:18:15



12 
 

２２  株株式式にに関関すするる事事項項 

（１）株式数 

発行可能株式総数   5 兆 1,640 億株 

発行済株式の総数     1 兆 9,588 億株 

 

（２）当期末株主数 

１名 

 

（３）大株主  

株主の氏名又は名称 
当 行 へ の 出 資 状 況 

持 株 数 等 持 株 比 率 

財  務  大  臣 1 兆 9,588 億株 100％ 

 

３３  新新株株予予約約権権等等にに関関すするる事事項項  

該当事項はありません。  
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４４  役役員員にに関関すするる事事項項  

（１）取締役及び監査役に関する事項  

2023 年３月 31日現在 

氏  名 地位及び担当 重要な兼職 

林   信 光 代表取締役総裁（監査部） - 

天 川 和 彦 

代表取締役副総裁（資源ファイナンス

部門及びエクイティファイナンス部

門） 

- 

橋 山 重 人 
代表取締役専務取締役（企画部門及び

産業ファイナンス部門） 
- 

大 石 一 郎 

常務取締役（審査・リスク管理部門、米

州地域に係る国別業務方針に関する事

項、国際機関連携、日米豪連携） 

- 

田 中 一 彦 

常務取締役（財務・システム部門、アジ

ア大洋州地域に係る国別業務方針に関

する事項） 

- 

谷 本 正 行 

常務取締役（インフラ・環境ファイナン

ス部門、欧阿中東地域に係る国別業務

方針に関する事項） 

- 

前 田 匡 史 取締役会長 

内閣官房参与（海外ビジネス投資支援） 

株式会社経営共創基盤顧問 

株式会社 SDG インパクトジャパン社外

取締役（非常勤） 

小 泉 愼 一 取締役（社外取締役） 
株式会社ディー・エヌ・エー常勤監査役 

株式会社 Preferred Networks 取締役 

川 村 嘉 則 取締役（社外取締役） 
阪神電気鉄道株式会社取締役 

DMG 森精機株式会社監査役 

那 須 規 子 常勤監査役 
独立行政法人自動車事故対策機構監事

（非常勤） 

土 屋 光 章 監査役（社外監査役） 

日本原子力発電株式会社監査役 

合同製鐵株式会社取締役 

日本曹達株式会社取締役 

本 村   彩 監査役（社外監査役） 

稲葉総合法律事務所パートナー弁護士 

イオン・リートマネジメント株式会社コ

ンプライアンス委員会外部委員 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会

社社外取締役 

平和不動産リート投資法人執行役員 
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（注）１ 代表取締役専務取締役 橋山 重人氏は、2023 年３月 28日付で産業ファイナンス部門長

を兼務しております。 

２ 取締役 小泉 愼一氏及び川村 嘉則氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役で

す。 

３ 監査役 土屋 光章氏及び本村 彩氏は、会社法第２条第 16号に定める社外監査役です。 

４ 監査役 土屋 光章氏は、金融機関における長年の経験を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有する者です。 

５ 監査役 本村 彩氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を

有する者です。  

６ 取締役 小泉 愼一氏、取締役 川村 嘉則氏、監査役 土屋 光章氏、監査役 本村 彩

氏が兼職している法人等と当行との関係については、以下（２）イをご参照ください。 

７ 当期中の役員の地位及び担当の異動の状況は以下のとおりです。 

氏名 新役職（新担当） 旧役職（旧担当） 異動年月日 

林   信 光 

代表取締役総裁（監査部） 代表取締役副総裁（資源フ

ァイナンス部門及びインフ

ラ・環境ファイナンス部門） 

2022年６月22日 

天 川 和 彦 

代表取締役副総裁（資源フ

ァイナンス部門及びエクイ

ティファイナンス部門） 

代表取締役専務取締役（エ

クイティファイナンス部

門） 

2022年６月22日 

橋 山 重 人 

代表取締役専務取締役（企

画部門及び産業ファイナン

ス部門） 

常務取締役（企画部門及び

産業ファイナンス部門、欧

阿中東地域に係る国別業務

方針に関する事項） 

2022年６月22日 

谷 本 正 行 

常務取締役（インフラ・環境

ファイナンス部門、欧阿中

東地域に係る国別業務方針

に関する事項） 

［新任］ 

2022年６月22日 

前 田 匡 史 取締役会長 代表取締役総裁（監査部） 2022年６月22日 

那 須 規 子 常勤監査役 ［新任］ 2022年６月22日 

本 村   彩 監査役（社外監査役） ［新任］ 2022年６月22日 

角 谷 講 治 ［辞任］ 常勤監査役 2022年６月22日 

玉 井 裕 子 ［辞任］ 監査役（社外監査役） 2022年６月22日 

 

（２）社外取締役及び社外監査役に関する事項 

  イ 社外役員の重要な兼職等の状況 

    社外役員の重要な兼職については、上記（１）をご参照ください。 

 取締役 川村 嘉則氏が監査役を務める DMG 森精機株式会社と当行の間には、通常の営業取引

があります。取締役 川村 嘉則氏が取締役を務める阪神電気鉄道株式会社と当行の間には、不動

産賃貸借に関する取引があります。 

15 
 

 監査役 本村 彩氏が社外取締役を務める伊藤忠テクノソリューションズ株式会社と当行との

間には、情報システムに関する取引があります。 

 上記以外には、社外役員の重要な兼職先と当行との間に開示すべき関係はありません。 
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（注）１ 代表取締役専務取締役 橋山 重人氏は、2023 年３月 28日付で産業ファイナンス部門長

を兼務しております。 

２ 取締役 小泉 愼一氏及び川村 嘉則氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役で

す。 

３ 監査役 土屋 光章氏及び本村 彩氏は、会社法第２条第 16号に定める社外監査役です。 

４ 監査役 土屋 光章氏は、金融機関における長年の経験を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有する者です。 

５ 監査役 本村 彩氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を

有する者です。  

６ 取締役 小泉 愼一氏、取締役 川村 嘉則氏、監査役 土屋 光章氏、監査役 本村 彩

氏が兼職している法人等と当行との関係については、以下（２）イをご参照ください。 

７ 当期中の役員の地位及び担当の異動の状況は以下のとおりです。 

氏名 新役職（新担当） 旧役職（旧担当） 異動年月日 

林   信 光 

代表取締役総裁（監査部） 代表取締役副総裁（資源フ

ァイナンス部門及びインフ

ラ・環境ファイナンス部門） 

2022年６月22日 

天 川 和 彦 

代表取締役副総裁（資源フ

ァイナンス部門及びエクイ

ティファイナンス部門） 

代表取締役専務取締役（エ

クイティファイナンス部

門） 

2022年６月22日 

橋 山 重 人 

代表取締役専務取締役（企

画部門及び産業ファイナン

ス部門） 

常務取締役（企画部門及び

産業ファイナンス部門、欧

阿中東地域に係る国別業務

方針に関する事項） 

2022年６月22日 

谷 本 正 行 

常務取締役（インフラ・環境

ファイナンス部門、欧阿中

東地域に係る国別業務方針

に関する事項） 

［新任］ 

2022年６月22日 

前 田 匡 史 取締役会長 代表取締役総裁（監査部） 2022年６月22日 

那 須 規 子 常勤監査役 ［新任］ 2022年６月22日 

本 村   彩 監査役（社外監査役） ［新任］ 2022年６月22日 

角 谷 講 治 ［辞任］ 常勤監査役 2022年６月22日 

玉 井 裕 子 ［辞任］ 監査役（社外監査役） 2022年６月22日 

 

（２）社外取締役及び社外監査役に関する事項 

  イ 社外役員の重要な兼職等の状況 

    社外役員の重要な兼職については、上記（１）をご参照ください。 

 取締役 川村 嘉則氏が監査役を務める DMG 森精機株式会社と当行の間には、通常の営業取引

があります。取締役 川村 嘉則氏が取締役を務める阪神電気鉄道株式会社と当行の間には、不動

産賃貸借に関する取引があります。 
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 監査役 本村 彩氏が社外取締役を務める伊藤忠テクノソリューションズ株式会社と当行との

間には、情報システムに関する取引があります。 

 上記以外には、社外役員の重要な兼職先と当行との間に開示すべき関係はありません。 
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ロ 社外役員の主な活動状況 

氏  名 取締役会等への出席状況及び発言その他の活動状況 

小泉 愼一 

（社外取締役） 

当期に開催された取締役会 20回の全て、内部監査委員会４回の全てに出席。 

社外取締役である小泉氏には、民間企業役員として海外事業展開やクロスボ

ーダーM&A を含めた企業経営に中心的に携わってきた経験、政府委員として

政府方針策定に繋がる議論に参加してきた経験、経団連会長特別アドバイザ

ーとして関与してきた経団連での様々な経験等を通じて得た識見を活かし

て、経営陣から独立した客観的な立場から、取締役会の監督機能の重要な担

い手として、業務執行の監督を行う役割を期待しております。 

当期においては、小泉氏は、取締役会におけるサステナビリティ推進体制の

強化等に関するコーポレート・ガバナンスに係る審議等において、民間企業

での経験を活かして ESG 経営の考え方などに係る意見を積極的に提示したほ

か、内部監査委員会にも構成員として出席し、いずれも客観的な見地から審

議の活発化及び意思決定に貢献しました。また、経営諮問・評価委員会に２

回、委員として出席し、取締役会での議論も踏まえた発言を行い、委員会と

しての審議の活発化と客観性のある意思決定に貢献しました。 

川村 嘉則 

（社外取締役） 

当期に開催された取締役会 20回の全て、内部監査委員会４回のうち３回に出

席。 

社外取締役である川村氏には、民間金融機関役員として国際業務や投資銀行

業務を含めた企業経営に中心的に携わってきた経験や政府委員として政府方

針策定に繋がる議論に参加してきた経験を通じて得た識見を活かして、経営

陣から独立した客観的な立場から、取締役会の監督機能の重要な担い手とし

て、業務執行の監督を行う役割を期待しております。 

当期においては、川村氏は、取締役会におけるサステナビリティ推進体制の

強化等に関するコーポレート・ガバナンスに係る審議等において、民間金融

機関での経験を活かして組織運営の考え方や民間金融のプラクティス、顧客

志向等の観点から意見を積極的に提示したほか、内部監査委員会にも構成員

として出席し、いずれも客観的な見地から審議の活発化及び意思決定に貢献

しました。また、経営諮問・評価委員会に２回、委員として出席し、取締役

会での議論も踏まえた発言を行い、委員会としての審議の活発化と客観性の

ある意思決定に貢献しました。 

土屋 光章 

（社外監査役） 

当期に開催された取締役会 20回の全てに出席。 

当期に開催された監査役会 17回の全てに出席。 

企業経営者としての経験を生かして、議案・審議等につき必要な発言を行い

ました。 

本村 彩 

（社外監査役） 

2022 年 6月 22 日就任後に開催された当期取締役会 14回の全てに出席。 

2022 年 6月 22 日就任後に開催された当期監査役会 12回の全てに出席。 

企業法務の専門家としての観点から、議案・審議等につき必要な発言を行い

ました。 
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ハ 責任限定契約 

氏  名 責任限定契約の内容の概要 

小泉 愼一 
会社法第 427 条第１項及び定款の規定により、同法第 423 条第１項の責任に

ついて、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）がその職務を行うに

つき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第 425 条第１項に定める

最低責任限度額を限度とする旨の契約 
川村 嘉則 

土屋 光章 
会社法第 427 条第１項及び定款の規定により、同法第 423 条第１項の責任に

ついて、社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がな

いときは、同法第 425 条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契

約 
本村 彩 

 

（３）常勤監査役の責任限定契約 

那須 規子 

会社法第 427 条第１項及び定款の規定により、同法第 423 条第１項の責任に

ついて、監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないと

きは、同法第 425 条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約 

 

（４）役員等賠償責任保険契約 

当行は、会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

しています。当該保険契約の内容の概要等は以下のとおりです。 

イ 被保険者の範囲 

当行の取締役、監査役、執行役員（常務執行役員及び取締役会決議によらない執行役員を含む。）、

専任審議役、地域統括、首席駐在員及び管理職従業員、当行が指示又は依頼して株式会社 JBIC IG 

Partners の役員に就任した者並びに当行から出向先（日本の会社法上の会社であって、その株式

がいかなる取引市場においても公開取引されていないもの、又は当行が出資する外国法人のうち

保険契約上で特に指定された会社に限る。）に役員として出向した者（当行が指示又は依頼して職

務執行者に就任した者を含む。）。 

 

ロ 保険契約の内容の概要 

被保険者がイの地位にある者として業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害

賠償請求（株主代表訴訟及び当行からの請求に係るものを含む。）がされ、被保険者が法律上の損

害賠償金又は争訟費用を負担することによって生ずる損害等を当該保険契約により塡補すること

としています。保険料は取締役会の決議を経て全額当行が負担しています。当該保険契約によっ

て被保険者である当行の役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者

が私的な利益若しくは便宜の供与を違法に得たこと、被保険者の犯罪行為又は法令に違反するこ

とを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については塡補対象外としています。 

 

（５）役員の報酬に関する事項 

イ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 
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ロ 社外役員の主な活動状況 

氏  名 取締役会等への出席状況及び発言その他の活動状況 
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（４）役員等賠償責任保険契約 

当行は、会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

しています。当該保険契約の内容の概要等は以下のとおりです。 
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務執行者に就任した者を含む。）。 

 

ロ 保険契約の内容の概要 

被保険者がイの地位にある者として業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害

賠償請求（株主代表訴訟及び当行からの請求に係るものを含む。）がされ、被保険者が法律上の損

害賠償金又は争訟費用を負担することによって生ずる損害等を当該保険契約により塡補すること

としています。保険料は取締役会の決議を経て全額当行が負担しています。当該保険契約によっ

て被保険者である当行の役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者

が私的な利益若しくは便宜の供与を違法に得たこと、被保険者の犯罪行為又は法令に違反するこ

とを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については塡補対象外としています。 

 

（５）役員の報酬に関する事項 

イ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 
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取締役の報酬の額は、2022 年６月 22 日開催の第 10 回定時株主総会において総額で年額 164 百

万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の人数は９名です。 

 監査役の報酬の額は、2012 年３月 30 日開催の創立総会において総額で年額 33 百万円以内と決

議されております。当該時点において当該決議による定めの対象とされていた監査役の人数は３

名です。 
 

ロ 取締役及び監査役の報酬等の総額等 

区   分 人  数 報酬等の総額 

取 締 役 

（うち社外取締役） 

９名 

（２名） 

157 百万円 

（18 百万円） 

監 査 役 

（うち社外監査役） 

５名 

（３名） 

32 百万円 

（16 百万円） 

合 計 14 名 189 百万円 

（注）１ 上記の報酬等の額には、役員賞与引当金繰入額 10 百万円（取締役８百万円、監査

役１百万円）が含まれています。 

   ２ 上記の報酬等の額以外に、社外監査役は、当期において、子会社からの役員報酬

等として、４百万円を受領しています。 

３ 上記の報酬等の額以外に、役員退職慰労引当金繰入額として、９百万円（取締役７

百万円、監査役１百万円）を計上しています。 

４ 上記の報酬等の額以外に、当期において、役員退職慰労金を以下のとおり支給して

います。 

  取締役 １名 22 百万円 

監査役 １名 ３百万円 

（当該金額には、過年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額 22 百万円が含ま

れています） 

５ 取締役及び監査役の報酬等に、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は含まれていない

ことから、報酬等の総額には業績連動報酬等でない金銭報酬の総額を記載していま

す。 

６ 上記の記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

19 
 

５５  会会計計監監査査人人にに関関すするる事事項項  

（１）会計監査人の状況 

氏 名 又 は 名 称 当期に係る報酬等 その他 

EY 新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員 

公認会計士 西田 裕志 

 公認会計士 桒田 俊郎 

公認会計士 橋本 宜幸 

98 百万円 ― 

（注）１ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

２ 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積

りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監

査人の報酬等について同意しております。 

３ 当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できな

いため、当期に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。なお、当行

は上記記載金額とは別に、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務

として、2022 年度分 IFRS 財務諸表に関する監査業務について 50 百万円を対価と

する契約を締結しています。 

４ 当行は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、

米国証券取引委員会への 2022 年度年次更新書類同意書発出業務等についての対価

を支払っています。 

５ 当行及び当行の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合

計額は 164 百万円です。 

６ 当行の重要な子会社のうち、Russia-Japan Investment Fund, L.P.は、当行の会計

監査人以外の監査法人の監査を受けています。 

 

（２）責任限定契約・補償契約 

該当事項はありません。 

 

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に定めるいずれか

の事由に該当した場合に、監査役会において検討いたします。 

また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と認められ

る場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案の内容を監査役会

において検討いたします。 
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157 百万円 

（18 百万円） 

監 査 役 

（うち社外監査役） 

５名 

（３名） 

32 百万円 

（16 百万円） 

合 計 14 名 189 百万円 

（注）１ 上記の報酬等の額には、役員賞与引当金繰入額 10 百万円（取締役８百万円、監査

役１百万円）が含まれています。 

   ２ 上記の報酬等の額以外に、社外監査役は、当期において、子会社からの役員報酬

等として、４百万円を受領しています。 

３ 上記の報酬等の額以外に、役員退職慰労引当金繰入額として、９百万円（取締役７

百万円、監査役１百万円）を計上しています。 

４ 上記の報酬等の額以外に、当期において、役員退職慰労金を以下のとおり支給して

います。 

  取締役 １名 22 百万円 

監査役 １名 ３百万円 

（当該金額には、過年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額 22 百万円が含ま

れています） 

５ 取締役及び監査役の報酬等に、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は含まれていない

ことから、報酬等の総額には業績連動報酬等でない金銭報酬の総額を記載していま

す。 

６ 上記の記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 
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５５  会会計計監監査査人人にに関関すするる事事項項  

（１）会計監査人の状況 

氏 名 又 は 名 称 当期に係る報酬等 その他 

EY 新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員 

公認会計士 西田 裕志 

 公認会計士 桒田 俊郎 

公認会計士 橋本 宜幸 

98 百万円 ― 

（注）１ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

２ 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積

りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監

査人の報酬等について同意しております。 

３ 当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できな

いため、当期に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。なお、当行

は上記記載金額とは別に、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務

として、2022 年度分 IFRS 財務諸表に関する監査業務について 50 百万円を対価と

する契約を締結しています。 

４ 当行は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、

米国証券取引委員会への 2022 年度年次更新書類同意書発出業務等についての対価

を支払っています。 

５ 当行及び当行の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合

計額は 164 百万円です。 

６ 当行の重要な子会社のうち、Russia-Japan Investment Fund, L.P.は、当行の会計

監査人以外の監査法人の監査を受けています。 

 

（２）責任限定契約・補償契約 

該当事項はありません。 

 

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に定めるいずれか

の事由に該当した場合に、監査役会において検討いたします。 

また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と認められ

る場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案の内容を監査役会

において検討いたします。 
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６６  業業務務のの適適正正をを確確保保すするるたためめのの体体制制及及びび当当該該体体制制のの運運用用状状況況のの概概要要  

当行は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」（内部統制基本方

針）を取締役会において決議し、これを実施しています。その内容（2023 年３月 31日時点）及び当期

における運用状況の概要は次のとおりです。 

 

（１）取締役及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ 当行及びその子会社（以下「当行グループ」と総称する。）の取締役及び職員（派遣労働者を含

む。以下同じ。）の職務の執行が法令及び定款（以下「法令等」という。）に適合することを確保す

るため、当行及びその子会社がそれぞれ、企業理念、行動原則、法令等の遵守に関する規程その他

のコンプライアンスに関する内部規程を定め、当行及びその子会社それぞれの取締役及び職員に

周知する。 

ロ 当行グループの取締役及び職員は、コンプライアンスに関する内部規程を遵守する。 

ハ 当行は、コンプライアンスに関する責任者及びコンプライアンスを統括する部署を置き、当行グ

ループの法令等遵守態勢の整備及び強化を図る。 

ニ 当行は、当行グループのコンプライアンスに関する重要事項を審議し、法令等遵守状況のモニタ

リングを行うため、委員会を置く。 

ホ 当行は、当行グループのコンプライアンスに関する重要な事実を早期に発見し必要な是正措置

を講ずることが可能となるよう、有効な内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。 

ヘ 当行は、当行グループとして反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力に対しては、組

織全体として対応し、毅然とした態度で臨むとともに、反社会的勢力からの不当な要求を断固とし

て拒絶する。 

 

（運用状況の概要） 

コンプライアンスを統括する部署である法務・コンプライアンス統括室が、各部署において遵守す

べき法令等・内部規程の制定・改廃状況のフォローや必要な見直しを実施させているほか、コンプラ

イアンス・マニュアルを制定しコンプライアンス研修等を通じて役職員等に周知している。また当行

の子会社においても、子会社のコンプライアンスオフィサーが、役職員等への研修、指導、周知等の

実施を行い、コンプライアンスへの取り組みを推進している。 

また、当行グループの法令等遵守状況等のモニタリングに係る経営会議を５回実施しているほか、

当行グループのコンプライアンスに関する重要事項を審議・決定し、コンプライアンス及び顧客保護

等管理に関する報告を受けるために経営会議から委任を受けたコンプライアンス・顧客保護等管理

委員会の設置、内部通報制度（公益通報者保護法に基づく公益通報に関するものを含む。）の整備・

運営、出融資保証等取引・経費支出等における反社会的勢力並びにマネー・ローンダリング及びテロ

資金供与防止（AML/CFT）への対応関連手続きを整備している。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

イ 当行は、取締役の職務の執行に係る情報、顧客の情報その他の当行が取扱う情報の保存及び管理

を適切に行うため、情報資産管理規程その他の情報の保存及び管理に関する内部規程を定める。 

ロ 当行は、法令又は情報の保存及び管理に関する内部規程に従い、取締役会の議事録のほか、取締

役の職務の執行に係る文書を適切に保存し、管理する。 
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ハ 取締役及び職員は、情報の保存及び管理に関する内部規程に基づき、情報を適切に保存し、管理

する。 

 

（運用状況の概要） 

内部規程に基づき、取締役会の議事録のほか、役職員の職務の執行に係る文書を保存・管理してい

る。 

 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

イ 当行は、当行グループのリスク管理を行うことの重要性を認識し、当行グループの業務遂行上認

識すべきリスクの種類に応じたリスク管理及び統合的リスク管理を行うための組織体制等につい

て、統合リスク管理規程その他のリスク管理に関する内部規程を当行及びその子会社それぞれに

おいて定め、各種リスクに関して適切なリスク管理を行う。 

ロ 当行は、当行グループの各種リスクの管理に関する責任者及びリスク管理を統括する部署を置

くとともに、リスク管理を有効に機能させるための審議、検討等を行うため、委員会を置く。 

ハ 当行は、災害その他の危機事象の発生に備え、あらかじめ危機管理規程その他の当行グループの

危機管理に関する内部規程を当行及びその子会社それぞれにおいて定め、危機管理の態勢整備に

努める。  

ニ 当行は、危機事象が発生し当行グループの正常な業務遂行に支障が生じる場合又はそのおそれ

がある場合には、危機管理に関する内部規程に従い、必要に応じて対策本部を設置して、業務の迅

速かつ効率的な回復に向けた対応を行う。 

 

（運用状況の概要） 

当行グループでは、当行及びその子会社それぞれにおいて各種リスク管理を実施し、経営会議から

の委任を受けて設置している統合リスク管理委員会において統合リスク管理に関する重要な事項の

審議・決定を行っている。統合リスク管理委員会については 11回開催し、各種リスク管理に関する

方針及び重要な事項について審議・決定するとともに、当行グループのリスク管理の状況や統合リス

ク管理態勢整備の状況等についてモニタリングを実施した。情報セキュリティ・ICT 推進委員会につ

いては８回開催し、情報セキュリティ対策やインシデント発生時の緊急時対応計画等の審議を実施

した。 

 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ 取締役会は、経営計画を策定し、適切に当行グループとしての経営管理を行う。 

ロ 当行は、経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、受任事

項の決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会決議事項を事前に審議する。また、経

営会議の諮問機関又は一定の事項の決定を委任する機関として各種委員会等を設置する。 

ハ 当行は、取締役会の決議に基づく職務の執行を効率的に行うため、組織体制等にかかる内部規程

の整備を行い、職務執行を適切に分担する。 

ニ 当行は、意思決定の迅速化を図るため部門制及び執行役員制度を導入し、組織規程、決定権限規

程その他の内部規程に基づき権限委譲を行う。 
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６６  業業務務のの適適正正をを確確保保すするるたためめのの体体制制及及びび当当該該体体制制のの運運用用状状況況のの概概要要  

当行は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」（内部統制基本方

針）を取締役会において決議し、これを実施しています。その内容（2023 年３月 31日時点）及び当期

における運用状況の概要は次のとおりです。 

 

（１）取締役及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ 当行及びその子会社（以下「当行グループ」と総称する。）の取締役及び職員（派遣労働者を含

む。以下同じ。）の職務の執行が法令及び定款（以下「法令等」という。）に適合することを確保す

るため、当行及びその子会社がそれぞれ、企業理念、行動原則、法令等の遵守に関する規程その他

のコンプライアンスに関する内部規程を定め、当行及びその子会社それぞれの取締役及び職員に

周知する。 

ロ 当行グループの取締役及び職員は、コンプライアンスに関する内部規程を遵守する。 

ハ 当行は、コンプライアンスに関する責任者及びコンプライアンスを統括する部署を置き、当行グ

ループの法令等遵守態勢の整備及び強化を図る。 

ニ 当行は、当行グループのコンプライアンスに関する重要事項を審議し、法令等遵守状況のモニタ

リングを行うため、委員会を置く。 

ホ 当行は、当行グループのコンプライアンスに関する重要な事実を早期に発見し必要な是正措置

を講ずることが可能となるよう、有効な内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。 

ヘ 当行は、当行グループとして反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力に対しては、組

織全体として対応し、毅然とした態度で臨むとともに、反社会的勢力からの不当な要求を断固とし

て拒絶する。 

 

（運用状況の概要） 

コンプライアンスを統括する部署である法務・コンプライアンス統括室が、各部署において遵守す

べき法令等・内部規程の制定・改廃状況のフォローや必要な見直しを実施させているほか、コンプラ

イアンス・マニュアルを制定しコンプライアンス研修等を通じて役職員等に周知している。また当行

の子会社においても、子会社のコンプライアンスオフィサーが、役職員等への研修、指導、周知等の

実施を行い、コンプライアンスへの取り組みを推進している。 

また、当行グループの法令等遵守状況等のモニタリングに係る経営会議を５回実施しているほか、

当行グループのコンプライアンスに関する重要事項を審議・決定し、コンプライアンス及び顧客保護

等管理に関する報告を受けるために経営会議から委任を受けたコンプライアンス・顧客保護等管理

委員会の設置、内部通報制度（公益通報者保護法に基づく公益通報に関するものを含む。）の整備・

運営、出融資保証等取引・経費支出等における反社会的勢力並びにマネー・ローンダリング及びテロ

資金供与防止（AML/CFT）への対応関連手続きを整備している。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

イ 当行は、取締役の職務の執行に係る情報、顧客の情報その他の当行が取扱う情報の保存及び管理

を適切に行うため、情報資産管理規程その他の情報の保存及び管理に関する内部規程を定める。 

ロ 当行は、法令又は情報の保存及び管理に関する内部規程に従い、取締役会の議事録のほか、取締

役の職務の執行に係る文書を適切に保存し、管理する。 
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ハ 取締役及び職員は、情報の保存及び管理に関する内部規程に基づき、情報を適切に保存し、管理

する。 

 

（運用状況の概要） 

内部規程に基づき、取締役会の議事録のほか、役職員の職務の執行に係る文書を保存・管理してい

る。 

 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

イ 当行は、当行グループのリスク管理を行うことの重要性を認識し、当行グループの業務遂行上認

識すべきリスクの種類に応じたリスク管理及び統合的リスク管理を行うための組織体制等につい

て、統合リスク管理規程その他のリスク管理に関する内部規程を当行及びその子会社それぞれに

おいて定め、各種リスクに関して適切なリスク管理を行う。 

ロ 当行は、当行グループの各種リスクの管理に関する責任者及びリスク管理を統括する部署を置

くとともに、リスク管理を有効に機能させるための審議、検討等を行うため、委員会を置く。 

ハ 当行は、災害その他の危機事象の発生に備え、あらかじめ危機管理規程その他の当行グループの

危機管理に関する内部規程を当行及びその子会社それぞれにおいて定め、危機管理の態勢整備に

努める。  

ニ 当行は、危機事象が発生し当行グループの正常な業務遂行に支障が生じる場合又はそのおそれ

がある場合には、危機管理に関する内部規程に従い、必要に応じて対策本部を設置して、業務の迅

速かつ効率的な回復に向けた対応を行う。 

 

（運用状況の概要） 

当行グループでは、当行及びその子会社それぞれにおいて各種リスク管理を実施し、経営会議から

の委任を受けて設置している統合リスク管理委員会において統合リスク管理に関する重要な事項の

審議・決定を行っている。統合リスク管理委員会については 11回開催し、各種リスク管理に関する

方針及び重要な事項について審議・決定するとともに、当行グループのリスク管理の状況や統合リス

ク管理態勢整備の状況等についてモニタリングを実施した。情報セキュリティ・ICT 推進委員会につ

いては８回開催し、情報セキュリティ対策やインシデント発生時の緊急時対応計画等の審議を実施

した。 

 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ 取締役会は、経営計画を策定し、適切に当行グループとしての経営管理を行う。 

ロ 当行は、経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、受任事

項の決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会決議事項を事前に審議する。また、経

営会議の諮問機関又は一定の事項の決定を委任する機関として各種委員会等を設置する。 

ハ 当行は、取締役会の決議に基づく職務の執行を効率的に行うため、組織体制等にかかる内部規程

の整備を行い、職務執行を適切に分担する。 

ニ 当行は、意思決定の迅速化を図るため部門制及び執行役員制度を導入し、組織規程、決定権限規

程その他の内部規程に基づき権限委譲を行う。 
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（運用状況の概要） 

第４期中期経営計画（2021～2023 年度）を策定し、当行グループの経営管理を適切に実施してい

る。経営会議は 31回開催し、取締役会からの委任事項の審議・決定を実施するとともに、業務決定

会議や統合リスク管理委員会等各種会議・委員会を複数開催し、経営会議からの委任事項の審議・決

定を実施した。 

 

（５）当行グループにおける業務の適正を確保するための体制 

イ 当行は、当行グループの業務の適正を確保するため、当行の子会社の業務運営の管理に関して適

切な措置を取る。 

ロ 当行は、当行の子会社の取締役の職務の執行に係る重要事項について、当行に対する適切な報告

体制を確立する。 

 

（運用状況の概要） 

当行の子会社の業務執行上の重要事項等は、四半期ごとに当行の取締役会に報告する体制を整備し、

報告を実施している。 

 

（６）業務の適正を確保するための内部監査体制 

イ 当行は、業務の適正性及び健全性を確保するため、内部監査規程その他の内部監査に関する内部

規程を定める。 

ロ 当行は、当行グループに対する内部監査に関する重要な事項を決定又は審議するため、内部監査

委員会を置く。 

ハ 当行は、被監査部門から独立し、内部監査に関する事務をつかさどる監査部を置く。 

ニ 監査部は、内部監査に関する内部規程に基づき当行及び必要に応じて当行の子会社の内部監査

を行い、その結果を内部監査を担当する取締役に報告する。 

ホ 監査部は、定期的に若しくは必要に応じて、又は取締役若しくは監査役の求めに応じて、取締役

会その他の機関又は会議体に対し、内部監査の結果を報告する。 

ヘ 監査部は、監査役及び会計監査人と必要な情報交換及び連携を行い、内部監査の効率的な実施に

努める。 

 

（運用状況の概要） 

当行グループの業務の適正性及び健全性を確保するため、内部監査規程その他の内部監査に関す

る内部規程を定めるとともに、内部監査委員会を４回開催し、年度内部監査計画の審議・決定、監査

結果の報告を実施した。また、年度内部監査計画及び監査結果について、内部監査委員会における審

議・決定、報告を経た上で取締役会への報告を実施するとともに、年度内部監査計画に基づく個別監

査の実施計画及び監査結果について、監査部より、内部監査を担当する取締役に対して報告した。更

に、監査部は、内部監査の効率的な実施のため監査役・会計監査人と情報・意見交換を実施した。 

 

（７）監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項 

イ 当行は、監査役の職務を補助する組織として、監査役室を設置し、職員を置く。 

ロ 前イの職員は、監査役の指示に従いその職務を行う。 
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ハ 監査役は、必要と認めるときは、事前に総裁の承諾を得て、前イの職員以外の職員を臨時に監査

の補助に従事させることができる。 

 

（運用状況の概要） 

監査役の職務を補助する組織として、監査役室を設置し職員を配置している。 

 

（８）監査役の職務を補助する職員に対する指示の実効性確保及び取締役からの独立性に関する事項 

イ 当行は、監査役の職務を補助する職員（以下「監査役室職員」という。）の人事考課、異動その

他の人事に関する事項の決定について、事前に常勤監査役の同意を得る。 

ロ 当行は、監査役による監査役室職員への指示の実効性を確保するため、監査役室職員に対し監査

役の指示にのみ従い職務に従事させる。ただし、監査役室職員が監査役室以外の機構の職員を兼務

する場合には、当行は次の各号の点を明らかにした書面により、兼務について事前に常勤監査役の

同意を得る。  

（イ） 常勤監査役に対し当該監査役室職員が他の機構の職員を兼務しなければならない合理的な理

由を明らかにすること  

（ロ） 当該監査役室職員は、監査役の職務を補助する業務に関しては、監査役の指揮命令に服し、

兼務先の機構の指揮命令を受けないこと 

（ハ） 当該監査役室職員が兼務先で従事し、兼務先の機構の指揮命令を受ける業務の範囲を明示的

に限定すること 

（ニ） 当該監査役室職員は、監査役の職務に関する情報を他の機構と共有しないこと  

（ホ） 当該監査役室職員は、監査役による監査の実効性確保を妨げないよう、兼務先の機構の業務

よりも監査役の職務を補助する業務を常に優先すること 

（ヘ） 常勤監査役は必要と認める場合には兼務の同意を撤回することが可能であること 

 

（運用状況の概要） 

監査役の職務を補助する職員の人事考課その他の人事に関する事項の決定については、常勤監査

役の同意を得る等、当該職員に対する指示の実効性確保及び取締役からの独立性を確保するための

体制を整備している。 

 

（９）取締役及び職員が監査役に報告するための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制 

イ 当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役は、直接又は間接の方法により、随

時、その職務の執行状況等を的確に当行の監査役に報告する。 

ロ 当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役は、当行グループに著しい損害を

及ぼすおそれのある事実、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実を発見したときは、当該事

実について直接又は間接の方法により、当行の監査役に速やかに報告する。 

ハ 当行グループは、前ロに基づき報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由に、不利な取扱

いを一切行わない。 
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（運用状況の概要） 

第４期中期経営計画（2021～2023 年度）を策定し、当行グループの経営管理を適切に実施してい

る。経営会議は 31回開催し、取締役会からの委任事項の審議・決定を実施するとともに、業務決定

会議や統合リスク管理委員会等各種会議・委員会を複数開催し、経営会議からの委任事項の審議・決

定を実施した。 

 

（５）当行グループにおける業務の適正を確保するための体制 

イ 当行は、当行グループの業務の適正を確保するため、当行の子会社の業務運営の管理に関して適

切な措置を取る。 

ロ 当行は、当行の子会社の取締役の職務の執行に係る重要事項について、当行に対する適切な報告

体制を確立する。 

 

（運用状況の概要） 

当行の子会社の業務執行上の重要事項等は、四半期ごとに当行の取締役会に報告する体制を整備し、

報告を実施している。 

 

（６）業務の適正を確保するための内部監査体制 

イ 当行は、業務の適正性及び健全性を確保するため、内部監査規程その他の内部監査に関する内部

規程を定める。 

ロ 当行は、当行グループに対する内部監査に関する重要な事項を決定又は審議するため、内部監査

委員会を置く。 

ハ 当行は、被監査部門から独立し、内部監査に関する事務をつかさどる監査部を置く。 

ニ 監査部は、内部監査に関する内部規程に基づき当行及び必要に応じて当行の子会社の内部監査

を行い、その結果を内部監査を担当する取締役に報告する。 

ホ 監査部は、定期的に若しくは必要に応じて、又は取締役若しくは監査役の求めに応じて、取締役

会その他の機関又は会議体に対し、内部監査の結果を報告する。 

ヘ 監査部は、監査役及び会計監査人と必要な情報交換及び連携を行い、内部監査の効率的な実施に

努める。 

 

（運用状況の概要） 

当行グループの業務の適正性及び健全性を確保するため、内部監査規程その他の内部監査に関す

る内部規程を定めるとともに、内部監査委員会を４回開催し、年度内部監査計画の審議・決定、監査

結果の報告を実施した。また、年度内部監査計画及び監査結果について、内部監査委員会における審

議・決定、報告を経た上で取締役会への報告を実施するとともに、年度内部監査計画に基づく個別監

査の実施計画及び監査結果について、監査部より、内部監査を担当する取締役に対して報告した。更

に、監査部は、内部監査の効率的な実施のため監査役・会計監査人と情報・意見交換を実施した。 

 

（７）監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項 

イ 当行は、監査役の職務を補助する組織として、監査役室を設置し、職員を置く。 

ロ 前イの職員は、監査役の指示に従いその職務を行う。 
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ハ 監査役は、必要と認めるときは、事前に総裁の承諾を得て、前イの職員以外の職員を臨時に監査

の補助に従事させることができる。 

 

（運用状況の概要） 

監査役の職務を補助する組織として、監査役室を設置し職員を配置している。 

 

（８）監査役の職務を補助する職員に対する指示の実効性確保及び取締役からの独立性に関する事項 

イ 当行は、監査役の職務を補助する職員（以下「監査役室職員」という。）の人事考課、異動その

他の人事に関する事項の決定について、事前に常勤監査役の同意を得る。 

ロ 当行は、監査役による監査役室職員への指示の実効性を確保するため、監査役室職員に対し監査

役の指示にのみ従い職務に従事させる。ただし、監査役室職員が監査役室以外の機構の職員を兼務

する場合には、当行は次の各号の点を明らかにした書面により、兼務について事前に常勤監査役の

同意を得る。  

（イ） 常勤監査役に対し当該監査役室職員が他の機構の職員を兼務しなければならない合理的な理

由を明らかにすること  

（ロ） 当該監査役室職員は、監査役の職務を補助する業務に関しては、監査役の指揮命令に服し、

兼務先の機構の指揮命令を受けないこと 

（ハ） 当該監査役室職員が兼務先で従事し、兼務先の機構の指揮命令を受ける業務の範囲を明示的

に限定すること 

（ニ） 当該監査役室職員は、監査役の職務に関する情報を他の機構と共有しないこと  

（ホ） 当該監査役室職員は、監査役による監査の実効性確保を妨げないよう、兼務先の機構の業務

よりも監査役の職務を補助する業務を常に優先すること 

（ヘ） 常勤監査役は必要と認める場合には兼務の同意を撤回することが可能であること 

 

（運用状況の概要） 

監査役の職務を補助する職員の人事考課その他の人事に関する事項の決定については、常勤監査

役の同意を得る等、当該職員に対する指示の実効性確保及び取締役からの独立性を確保するための

体制を整備している。 

 

（９）取締役及び職員が監査役に報告するための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制 

イ 当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役は、直接又は間接の方法により、随

時、その職務の執行状況等を的確に当行の監査役に報告する。 

ロ 当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役は、当行グループに著しい損害を

及ぼすおそれのある事実、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実を発見したときは、当該事

実について直接又は間接の方法により、当行の監査役に速やかに報告する。 

ハ 当行グループは、前ロに基づき報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由に、不利な取扱

いを一切行わない。 

 

 

－23－

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   23国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   23 2023/09/22   14:18:192023/09/22   14:18:19



24 
 

（運用状況の概要） 

代表取締役及び業務を執行する取締役は、担当する出融資保証等業務、資金調達、リスク管理等の

状況について、監査役が出席する取締役会等において適時・的確に報告している。また、当行グルー

プの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役が当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、

不正の行為又は法令等に違反する重大な事実を発見・報告したときは、監査役が出席するコンプライ

アンス・顧客保護等管理委員会において議論される仕組みとなっている。法務・コンプライアンス統

括室長は、当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役が発見・報告した事案のうち

当行としての意思決定又は対外的な説明を直ちに必要とする事案又はそのおそれのある事案につい

ては、直ちに総裁、企画部門担当取締役及び企画部門長に報告するとともに、速やかにその内容を経

営企画部その他関係部室等及び監査役に報告する体制を整備している。 

また、当行グループは、上記に基づき報告を行った当行グループの取締役及び職員並びに当行の子

会社の監査役に対し、報告を行ったことを理由に、不利な取扱いを一切行わないことを内部規程にお

いて定めている。 

 

（１０）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ 監査役は、監査を実効的に行うために必要と判断したときは、当行グループの取締役及び職員並

びに当行の子会社の監査役に職務の執行状況についていつでも報告を求めることができる。報告

を求められた当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役はその求めに応じて速

やかに報告しなければならない。 

ロ 監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、必要な意見を述べることが

できるとともに、議事録その他の関係書類を閲覧することができる。 

ハ 総裁は、監査役と定期的な会合を実施し、意見交換を行う。 

ニ 監査役は、コンプライアンスを統括する部署及び監査部に協力を求めることができる。 

ホ 監査役は、実効的な監査の実施のため必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等から監査業務

に関する助言を求めることができる。 

 

（運用状況の概要） 

監査役は、当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役から適時・的確に職務の執

行状況について報告を受けており、取締役会のほか、経営会議、業務決定会議及び統合リスク管理委

員会等に出席して、必要な意見を述べているほか、総裁、法務・コンプライアンス統括室、監査部、

会計監査人との間でそれぞれ会合を実施し、意見交換を行っている。 

  

（１１）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい

て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

    監査役が、前（１０）の規定に基づき、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を求め

た場合等、監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務は当行が負担する。 

 

（運用状況の概要） 

監査役の職務の執行において生ずる費用については、監査役との協議に基づき、適切に予算を配布

し、監査役の職務の執行について生じた費用又は債務については、当行がすべて負担している。  
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７７  会会社社のの支支配配にに関関すするる基基本本方方針針  

  該当事項はありません。 

以  上 

－24－
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24 
 

（運用状況の概要） 

代表取締役及び業務を執行する取締役は、担当する出融資保証等業務、資金調達、リスク管理等の

状況について、監査役が出席する取締役会等において適時・的確に報告している。また、当行グルー

プの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役が当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、

不正の行為又は法令等に違反する重大な事実を発見・報告したときは、監査役が出席するコンプライ

アンス・顧客保護等管理委員会において議論される仕組みとなっている。法務・コンプライアンス統

括室長は、当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役が発見・報告した事案のうち

当行としての意思決定又は対外的な説明を直ちに必要とする事案又はそのおそれのある事案につい

ては、直ちに総裁、企画部門担当取締役及び企画部門長に報告するとともに、速やかにその内容を経

営企画部その他関係部室等及び監査役に報告する体制を整備している。 

また、当行グループは、上記に基づき報告を行った当行グループの取締役及び職員並びに当行の子

会社の監査役に対し、報告を行ったことを理由に、不利な取扱いを一切行わないことを内部規程にお

いて定めている。 

 

（１０）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ 監査役は、監査を実効的に行うために必要と判断したときは、当行グループの取締役及び職員並

びに当行の子会社の監査役に職務の執行状況についていつでも報告を求めることができる。報告

を求められた当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役はその求めに応じて速

やかに報告しなければならない。 

ロ 監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、必要な意見を述べることが

できるとともに、議事録その他の関係書類を閲覧することができる。 

ハ 総裁は、監査役と定期的な会合を実施し、意見交換を行う。 

ニ 監査役は、コンプライアンスを統括する部署及び監査部に協力を求めることができる。 

ホ 監査役は、実効的な監査の実施のため必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等から監査業務

に関する助言を求めることができる。 

 

（運用状況の概要） 

監査役は、当行グループの取締役及び職員並びに当行の子会社の監査役から適時・的確に職務の執

行状況について報告を受けており、取締役会のほか、経営会議、業務決定会議及び統合リスク管理委

員会等に出席して、必要な意見を述べているほか、総裁、法務・コンプライアンス統括室、監査部、

会計監査人との間でそれぞれ会合を実施し、意見交換を行っている。 

  

（１１）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい

て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

    監査役が、前（１０）の規定に基づき、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を求め

た場合等、監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務は当行が負担する。 

 

（運用状況の概要） 

監査役の職務の執行において生ずる費用については、監査役との協議に基づき、適切に予算を配布

し、監査役の職務の執行について生じた費用又は債務については、当行がすべて負担している。  

25 
 

  

７７  会会社社のの支支配配にに関関すするる基基本本方方針針  

  該当事項はありません。 

以  上 
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26 
 

附附属属明明細細書書（（事事業業報報告告関関係係））  

（（22002222 年年４４月月１１日日かからら 22002233 年年３３月月 3311 日日ままでで））  

 

１. 役員について重要な兼職状況の明細 

  事業報告「４ 役員に関する事項」に記載のとおりです。 

 

２. 事業報告の内容を補足するその他の重要な事項 

  該当事項はありません。 

以  上 
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26 
 

附附属属明明細細書書（（事事業業報報告告関関係係））  

（（22002222 年年４４月月１１日日かからら 22002233 年年３３月月 3311 日日ままでで））  

 

１. 役員について重要な兼職状況の明細 

  事業報告「４ 役員に関する事項」に記載のとおりです。 

 

２. 事業報告の内容を補足するその他の重要な事項 

  該当事項はありません。 

以  上 
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【株式会社国際協力銀行】 

【計算書類】 

１ 株式会社国際協力銀行 

 

第11期末（2023年３月31日現在）貸借対照表 

 
(単位：百万円) 

 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 預 け 金 2,192,966 借 用 金 8,513,677 

現 金 0 借 入 金 8,513,677 

預 け 金 2,192,966 社 債 6,191,755 

有 価 証 券 336,939 そ の 他 負 債 962,159 

株 式 255 未 払 費 用 113,537 

そ の 他 の 証 券 336,684 前 受 収 益 16,002 

貸 出 金 15,587,788 金 融 派 生 商 品 719,364 

証 書 貸 付 15,587,788 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 30,860 

そ の 他 資 産 865,400 そ の 他 の 負 債 82,394 

前 払 費 用 717 賞 与 引 当 金 614 

未 収 収 益 181,611 役 員 賞 与 引 当 金 10 

金 融 派 生 商 品 31,287 退 職 給 付 引 当 金 5,690 

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 651,110 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 37 

そ の 他 の 資 産 673 支 払 承 諾 1,534,258 

有 形 固 定 資 産 30,710 負 債 の 部 合 計 17,208,202 

建 物 3,665 （純資産の部）  

土 地 24,311 資 本 金 2,108,800 

建 設 仮 勘 定 1,869 利 益 剰 余 金 1,126,821 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 863 利 益 準 備 金 966,930 

無 形 固 定 資 産 8,461 そ の 他 利 益 剰 余 金 159,890 

ソ フ ト ウ エ ア 8,461 繰 越 利 益 剰 余 金 159,890 

支 払 承 諾 見 返 1,534,258 株 主 資 本 合 計 3,235,621 

貸 倒 引 当 金 △410,526 その他有価証券評価差額金 25,300 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △323,123 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △297,823 

  純 資 産 の 部 合 計 2,937,797 

資 産 の 部 合 計 20,146,000 負債及び純資産の部合計 20,146,000 
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【株式会社国際協力銀行】 

【計算書類】 

１ 株式会社国際協力銀行 

 

第11期末（2023年３月31日現在）貸借対照表 

 
(単位：百万円) 

 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 預 け 金 2,192,966 借 用 金 8,513,677 

現 金 0 借 入 金 8,513,677 

預 け 金 2,192,966 社 債 6,191,755 

有 価 証 券 336,939 そ の 他 負 債 962,159 

株 式 255 未 払 費 用 113,537 

そ の 他 の 証 券 336,684 前 受 収 益 16,002 

貸 出 金 15,587,788 金 融 派 生 商 品 719,364 

証 書 貸 付 15,587,788 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 30,860 

そ の 他 資 産 865,400 そ の 他 の 負 債 82,394 

前 払 費 用 717 賞 与 引 当 金 614 

未 収 収 益 181,611 役 員 賞 与 引 当 金 10 

金 融 派 生 商 品 31,287 退 職 給 付 引 当 金 5,690 

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 651,110 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 37 

そ の 他 の 資 産 673 支 払 承 諾 1,534,258 

有 形 固 定 資 産 30,710 負 債 の 部 合 計 17,208,202 

建 物 3,665 （純資産の部）  

土 地 24,311 資 本 金 2,108,800 

建 設 仮 勘 定 1,869 利 益 剰 余 金 1,126,821 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 863 利 益 準 備 金 966,930 

無 形 固 定 資 産 8,461 そ の 他 利 益 剰 余 金 159,890 

ソ フ ト ウ エ ア 8,461 繰 越 利 益 剰 余 金 159,890 

支 払 承 諾 見 返 1,534,258 株 主 資 本 合 計 3,235,621 

貸 倒 引 当 金 △410,526 その他有価証券評価差額金 25,300 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △323,123 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △297,823 

  純 資 産 の 部 合 計 2,937,797 

資 産 の 部 合 計 20,146,000 負債及び純資産の部合計 20,146,000 
  

【株式会社国際協力銀行】
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【株式会社国際協力銀行】 

第11期 （ 2022年４月１日から ） 損益計算書 
2023年３月31日まで 

 
(単位：百万円) 

 

科    目 金    額 

経 常 収 益  657,216 

資 金 運 用 収 益 570,011  

貸 出 金 利 息 552,609  

有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,057  

預 け 金 利 息 16,332  

そ の 他 の 受 入 利 息 11  

役 務 取 引 等 収 益 22,648  

そ の 他 の 役 務 収 益 22,648  

そ の 他 業 務 収 益 44,805  

外 国 為 替 売 買 益 38,122  

金 融 派 生 商 品 収 益 6,674  

そ の 他 の 業 務 収 益 7  

そ の 他 経 常 収 益 19,751  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 19,352  

株 式 等 売 却 益 97  

そ の 他 の 経 常 収 益 300  

経 常 費 用  497,339 

資 金 調 達 費 用 460,022  

借 用 金 利 息 186,866  

社 債 利 息 143,229  

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 127,876  

そ の 他 の 支 払 利 息 2,048  

役 務 取 引 等 費 用 3,111  

そ の 他 の 役 務 費 用 3,111  

そ の 他 業 務 費 用 2,111  

社 債 発 行 費 償 却 1,423  

そ の 他 の 業 務 費 用 688  

営 業 経 費 24,083  

そ の 他 経 常 費 用 8,011  

株 式 等 償 却 3,486  

組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益 4,524  

経 常 利 益  159,877 

特 別 利 益  13 

固 定 資 産 処 分 益 13  

当 期 純 利 益  159,890 

 
  

【株式会社国際協力銀行】 

第11期 （
2022年４月１日から 

）株主資本等変動計算書 
2023年３月31日まで 

(単位：百万円) 
 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当 期 首 残 高 2,023,800 959,601 14,658 974,259 2,998,059 

当 期 変 動 額      

新 株 の 発 行 85,000       85,000 

準 備 金 繰 入   7,329 △7,329 － － 

国 庫 納 付     △7,329 △7,329 △7,329 

当 期 純 利 益     159,890 159,890 159,890 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

          

当 期 変 動 額 合 計 85,000 7,329 145,232 152,561 237,561 

当 期 末 残 高 2,108,800 966,930 159,890 1,126,821 3,235,621 

 
(単位：百万円) 

 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

当 期 首 残 高 16,084 △116,730 △100,645 2,897,414 

当 期 変 動 額     

新 株 の 発 行       85,000 

準 備 金 繰 入       － 

国 庫 納 付       △7,329 

当 期 純 利 益       159,890 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

9,215 △206,393 △197,177 △197,177 

当 期 変 動 額 合 計 9,215 △206,393 △197,177 40,383 

当 期 末 残 高 25,300 △323,123 △297,823 2,937,797 
  

【株式会社国際協力銀行】
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【株式会社国際協力銀行】 

第11期 （ 2022年４月１日から ） 損益計算書 
2023年３月31日まで 

 
(単位：百万円) 

 

科    目 金    額 

経 常 収 益  657,216 

資 金 運 用 収 益 570,011  

貸 出 金 利 息 552,609  

有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,057  

預 け 金 利 息 16,332  

そ の 他 の 受 入 利 息 11  

役 務 取 引 等 収 益 22,648  

そ の 他 の 役 務 収 益 22,648  

そ の 他 業 務 収 益 44,805  

外 国 為 替 売 買 益 38,122  

金 融 派 生 商 品 収 益 6,674  

そ の 他 の 業 務 収 益 7  

そ の 他 経 常 収 益 19,751  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 19,352  

株 式 等 売 却 益 97  

そ の 他 の 経 常 収 益 300  

経 常 費 用  497,339 

資 金 調 達 費 用 460,022  

借 用 金 利 息 186,866  

社 債 利 息 143,229  

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 127,876  

そ の 他 の 支 払 利 息 2,048  

役 務 取 引 等 費 用 3,111  

そ の 他 の 役 務 費 用 3,111  

そ の 他 業 務 費 用 2,111  

社 債 発 行 費 償 却 1,423  

そ の 他 の 業 務 費 用 688  

営 業 経 費 24,083  

そ の 他 経 常 費 用 8,011  

株 式 等 償 却 3,486  

組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益 4,524  

経 常 利 益  159,877 

特 別 利 益  13 

固 定 資 産 処 分 益 13  

当 期 純 利 益  159,890 

 
  

【株式会社国際協力銀行】 

第11期 （
2022年４月１日から 

）株主資本等変動計算書 
2023年３月31日まで 

(単位：百万円) 
 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当 期 首 残 高 2,023,800 959,601 14,658 974,259 2,998,059 

当 期 変 動 額      

新 株 の 発 行 85,000       85,000 

準 備 金 繰 入   7,329 △7,329 － － 

国 庫 納 付     △7,329 △7,329 △7,329 

当 期 純 利 益     159,890 159,890 159,890 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

          

当 期 変 動 額 合 計 85,000 7,329 145,232 152,561 237,561 

当 期 末 残 高 2,108,800 966,930 159,890 1,126,821 3,235,621 

 
(単位：百万円) 

 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

当 期 首 残 高 16,084 △116,730 △100,645 2,897,414 

当 期 変 動 額     

新 株 の 発 行       85,000 

準 備 金 繰 入       － 

国 庫 納 付       △7,329 

当 期 純 利 益       159,890 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

9,215 △206,393 △197,177 △197,177 

当 期 変 動 額 合 計 9,215 △206,393 △197,177 40,383 

当 期 末 残 高 25,300 △323,123 △297,823 2,937,797 
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【株式会社国際協力銀行】 

個別注記表 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、子会社株式及び

関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法、ただし市場価

格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。また、その他有価証券の

評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。なお、投資事業組合及びそれに類

する組合への出資（金融商品取引法（1948年法律第25号）第２条第２項の規定により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書等を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 なお、特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎

として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。 

 また、同一相手先とのデリバティブ取引の時価評価による金融資産及び金融負債については、法的

に有効なISDAマスターネッティング契約を有する場合には、取引先毎に金融資産及び金融負債を相殺

した金額を貸借対照表に計上しております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に

取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

 なお、耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ３年～50年

その他 ２年～35年

(2) 無形固定資産 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、

行内における利用可能期間（５年以内）に基づいて償却しております。 

４．繰延資産の処理方法 

 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債

権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者（外国政府等を除く）で与信額が一定額以上

の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見

積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金

額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（以下「キャッシュ・フロー見積法」とい

う。）により計上しております。 
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 上記以外の債権については、貸出金等の平均残存期間等の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、過去の一定期間における倒産実績を基礎とした倒産確率等に基づき算定しておりま

す。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債

権引当勘定として計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しておりますが、当事業年度末は、その金額はありません。 

(2) 賞与引当金 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき必要額を計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支

給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動又はキャッシュ･フロー変動を相殺するヘッジ

について、ヘッジ対象となる貸出金及び社債とヘッジ手段である金利スワップ取引等を特定し、ヘ

ッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額

等を基礎として判断しております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、主に「銀行業に

おける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性

評価の方法については、外貨建の貸出金及び社債等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨ス

ワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建の貸出金及び社債等

に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性

を評価しております。 

 

（会計方針の変更） 

 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下

「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針

第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将

来にわたって適用することといたしました。 

 なお、当該適用指針の適用に伴う、計算書類への影響はありません。 
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【株式会社国際協力銀行】 

個別注記表 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、子会社株式及び

関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法、ただし市場価

格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。また、その他有価証券の

評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。なお、投資事業組合及びそれに類

する組合への出資（金融商品取引法（1948年法律第25号）第２条第２項の規定により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書等を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 なお、特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎

として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。 

 また、同一相手先とのデリバティブ取引の時価評価による金融資産及び金融負債については、法的

に有効なISDAマスターネッティング契約を有する場合には、取引先毎に金融資産及び金融負債を相殺

した金額を貸借対照表に計上しております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に

取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

 なお、耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ３年～50年

その他 ２年～35年

(2) 無形固定資産 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、

行内における利用可能期間（５年以内）に基づいて償却しております。 

４．繰延資産の処理方法 

 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債

権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者（外国政府等を除く）で与信額が一定額以上

の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見

積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金

額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（以下「キャッシュ・フロー見積法」とい

う。）により計上しております。 
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 上記以外の債権については、貸出金等の平均残存期間等の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、過去の一定期間における倒産実績を基礎とした倒産確率等に基づき算定しておりま

す。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債

権引当勘定として計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しておりますが、当事業年度末は、その金額はありません。 

(2) 賞与引当金 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき必要額を計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支

給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動又はキャッシュ･フロー変動を相殺するヘッジ

について、ヘッジ対象となる貸出金及び社債とヘッジ手段である金利スワップ取引等を特定し、ヘ

ッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額

等を基礎として判断しております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、主に「銀行業に

おける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性

評価の方法については、外貨建の貸出金及び社債等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨ス

ワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建の貸出金及び社債等

に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性

を評価しております。 

 

（会計方針の変更） 

 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下

「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針

第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将

来にわたって適用することといたしました。 

 なお、当該適用指針の適用に伴う、計算書類への影響はありません。 
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【株式会社国際協力銀行】 

重要な会計上の見積り 

 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係

る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

・貸倒引当金 

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した額 

貸倒引当金  410,526百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

 ｢連結計算書類 連結注記表 重要な会計上の見積り」に記載した内容をご参照ください。 

 
  

【株式会社国際協力銀行】 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式等及び出資金総額  118,358百万円

２．株式会社国際協力銀行法に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の貸出

金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものでありま

す。 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額  該当事項はありません
 

危険債権額 291,008百万円

３月以上延滞債権額 58百万円

貸出条件緩和債権額 196,908百万円

合計額 487,975百万円

 

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

 ３月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに３月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３．当行には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせず、対象

事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱いがあります。貸借対照表に計上している証書

貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。 

 なお、当事業年度末における未実行残高は、2,347,605百万円であります。 

４．株式会社国際協力銀行法第34条の規定により当行の総財産を当行の発行するすべての社債の一般担

保に供しております。なお、発行する社債は6,191,755百万円であります。 

５．有形固定資産の減価償却累計額  4,380百万円

６. 偶発債務 

 当行は、2012年４月１日に株式会社日本政策金融公庫が承継した株式会社日本政策金融公庫既発債

券60,000百万円について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協力銀行法附則第17

条第２項の規定により当行の総財産を上記連帯債務の一般担保に供しております。 

７．株式会社国際協力銀行法第31条の規定により剰余金の処分に制限を受けております。 

 同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上

した剰余金の額が０を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金

として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終

了後３月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。  

 なお、同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算におい

て計上した剰余金の額が０を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が０となるまで取り崩して整理

しなければならないものとされております。 

 

（損益計算書関係） 

関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額  559百万円 

 関係会社との取引による費用 

その他経常取引に係る費用総額 1,640百万円 
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【株式会社国際協力銀行】 

重要な会計上の見積り 

 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係

る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

・貸倒引当金 

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した額 

貸倒引当金  410,526百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

 ｢連結計算書類 連結注記表 重要な会計上の見積り」に記載した内容をご参照ください。 

 
  

【株式会社国際協力銀行】 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式等及び出資金総額  118,358百万円

２．株式会社国際協力銀行法に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の貸出

金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものでありま

す。 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額  該当事項はありません
 

危険債権額 291,008百万円

３月以上延滞債権額 58百万円

貸出条件緩和債権額 196,908百万円

合計額 487,975百万円

 

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

 ３月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに３月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３．当行には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせず、対象

事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱いがあります。貸借対照表に計上している証書

貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。 

 なお、当事業年度末における未実行残高は、2,347,605百万円であります。 

４．株式会社国際協力銀行法第34条の規定により当行の総財産を当行の発行するすべての社債の一般担

保に供しております。なお、発行する社債は6,191,755百万円であります。 

５．有形固定資産の減価償却累計額  4,380百万円

６. 偶発債務 

 当行は、2012年４月１日に株式会社日本政策金融公庫が承継した株式会社日本政策金融公庫既発債

券60,000百万円について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協力銀行法附則第17

条第２項の規定により当行の総財産を上記連帯債務の一般担保に供しております。 

７．株式会社国際協力銀行法第31条の規定により剰余金の処分に制限を受けております。 

 同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上

した剰余金の額が０を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金

として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終

了後３月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。  

 なお、同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算におい

て計上した剰余金の額が０を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が０となるまで取り崩して整理

しなければならないものとされております。 

 

（損益計算書関係） 

関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額  559百万円 

 関係会社との取引による費用 

その他経常取引に係る費用総額 1,640百万円 
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【株式会社国際協力銀行】 

（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券（2023年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券（2023年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

３．子会社株式及び関連会社株式等（2023年３月31日現在） 

 市場価格のある子会社株式及び関連会社株式等はありません。 

 

(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 

 
 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

子会社株式及び組合出資金 17,098 

関連会社株式等及び組合出資金 101,260 

合  計 118,358 

 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31

号 2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

４．その他有価証券（2023年３月31日現在） 
 

 
種  類 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差  額 
（百万円） 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小計 － － － 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 45,621 47,000 △1,378 

小計 45,621 47,000 △1,378 

合  計 45,621 47,000 △1,378 
 

 

(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額 

 
 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

非上場株式等 84,397 

組合出資金 88,561 

合  計 172,959 
 

 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第31号 2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

【株式会社国際協力銀行】 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） 
 

種  類 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 734 97 － 

合  計 734 97 － 

 

６．減損処理を行った有価証券 

 該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

 当行は、法人税法（1965年法律第34号）第２条第５号の公共法人であり、法人税を納める義務がない

ため、税効果会計は適用しておりません。 
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【株式会社国際協力銀行】 

（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券（2023年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券（2023年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

３．子会社株式及び関連会社株式等（2023年３月31日現在） 

 市場価格のある子会社株式及び関連会社株式等はありません。 

 

(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 

 
 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

子会社株式及び組合出資金 17,098 

関連会社株式等及び組合出資金 101,260 

合  計 118,358 

 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31

号 2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

４．その他有価証券（2023年３月31日現在） 
 

 
種  類 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差  額 
（百万円） 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小計 － － － 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 45,621 47,000 △1,378 

小計 45,621 47,000 △1,378 

合  計 45,621 47,000 △1,378 
 

 

(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額 

 
 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

非上場株式等 84,397 

組合出資金 88,561 

合  計 172,959 
 

 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第31号 2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

【株式会社国際協力銀行】 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） 
 

種  類 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 734 97 － 

合  計 734 97 － 

 

６．減損処理を行った有価証券 

 該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

 当行は、法人税法（1965年法律第34号）第２条第５号の公共法人であり、法人税を納める義務がない

ため、税効果会計は適用しておりません。 
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【株式会社国際協力銀行】 

（関連当事者との取引関係） 

１．親会社及び法人主要株主等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（注４） 

科 目 
期末残高 
（注４） 

主要株主 
財務省 

（財務大臣） 

被所有 
直接 
100％ 

政策金融行政 

増資の引受 
(注１) 

85,000 ― ― 

資金の受入 
(注２) 

3,433,096 

借入金 8,513,677 

借入金の返済 2,999,052 

借入金利息の 
支払(注２) 

186,843 未払費用 68,641 

社債への被保証 
(注３) 

6,171,755 ― ― 

 

(注) １．増資の引受は、当行が行った株主割当増資を１株につき１円で引き受けたものであります。 

２．資金の受入は、財政投融資特別会計及び外国為替資金特別会計からの借入であり、財政融

資資金借入は財政融資資金貸付金利が適用されており、外国為替資金借入は外国為替資金特

別会計との間で取り決めた金利が適用されています。 

３．社債への被保証については、保証料の支払はありません。 

４．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

 

２．兄弟会社等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

主要株主が議決
権の過半数を所
有している会社
等 

独立行政法人 
国際協力機構 

なし 連帯債務関係 連帯債務 

20,000 
(注１、３) 

― ― 

株式会社日本 
政策金融公庫 

60,000 
(注２、３) 

― ― 

 

(注) １．株式会社国際協力銀行法附則第12条第１項の規定により当行が承継した国際協力銀行既発

債券に対し、独立行政法人国際協力機構法（2002年法律第136号）附則第４条第１項の規定に

より独立行政法人国際協力機構が負っている連帯債務であります。なお、同法附則第４条第２

項の規定により独立行政法人国際協力機構の総財産が当該連帯債務の一般担保に供されており

ます。 

２．株式会社国際協力銀行法附則第17条第１項第２号の規定により、株式会社日本政策金融公

庫既発債券に対し、当行が負っている連帯債務であります。なお、同法附則第17条第２項の

規定により当行の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。 

３．連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額  １円49銭

１株当たりの当期純利益金額 ０円08銭
 
  

【株式会社国際協力銀行】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算書類の附属明細書 
 

第11期 
事業年度 

自 2022年４月１日 

至 2023年３月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社国際協力銀行 
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【株式会社国際協力銀行】 

（関連当事者との取引関係） 

１．親会社及び法人主要株主等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（注４） 

科 目 
期末残高 
（注４） 

主要株主 
財務省 

（財務大臣） 

被所有 
直接 
100％ 

政策金融行政 

増資の引受 
(注１) 

85,000 ― ― 

資金の受入 
(注２) 

3,433,096 

借入金 8,513,677 

借入金の返済 2,999,052 

借入金利息の 
支払(注２) 

186,843 未払費用 68,641 

社債への被保証 
(注３) 

6,171,755 ― ― 

 

(注) １．増資の引受は、当行が行った株主割当増資を１株につき１円で引き受けたものであります。 

２．資金の受入は、財政投融資特別会計及び外国為替資金特別会計からの借入であり、財政融

資資金借入は財政融資資金貸付金利が適用されており、外国為替資金借入は外国為替資金特

別会計との間で取り決めた金利が適用されています。 

３．社債への被保証については、保証料の支払はありません。 

４．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

 

２．兄弟会社等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

主要株主が議決
権の過半数を所
有している会社
等 

独立行政法人 
国際協力機構 

なし 連帯債務関係 連帯債務 

20,000 
(注１、３) 

― ― 

株式会社日本 
政策金融公庫 

60,000 
(注２、３) 

― ― 

 

(注) １．株式会社国際協力銀行法附則第12条第１項の規定により当行が承継した国際協力銀行既発

債券に対し、独立行政法人国際協力機構法（2002年法律第136号）附則第４条第１項の規定に

より独立行政法人国際協力機構が負っている連帯債務であります。なお、同法附則第４条第２

項の規定により独立行政法人国際協力機構の総財産が当該連帯債務の一般担保に供されており

ます。 

２．株式会社国際協力銀行法附則第17条第１項第２号の規定により、株式会社日本政策金融公

庫既発債券に対し、当行が負っている連帯債務であります。なお、同法附則第17条第２項の

規定により当行の総財産を当該連帯債務の一般担保に供しております。 

３．連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額  １円49銭

１株当たりの当期純利益金額 ０円08銭
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第11期 
事業年度 
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【株式会社国際協力銀行】 

１．有形固定資産及び無形固定資産明細書 
(単位：百万円、％) 

 

資産の種類 
当期首残高 
(帳簿価額) 

当期増加額 当期減少額 当期償却額 
当期末残高 
(帳簿価額) 

償却累計額 償却累計率 

有 形 固 定 資 産        

建 物 3,696 215 － 245 3,665 2,062 36.00 

土 地 24,311 － － － 24,311 － － 

建 設 仮 勘 定 221 2,163 515 － 1,869 － － 

そ の 他 の 
有形固定資産 

976 331 2 442 863 2,318 72.86 

有形固定資産計 29,206 2,711 518 688 30,710 4,380  

無 形 固 定 資 産        

ソフトウエア 9,169 2,221 176 2,753 8,461 8,371 

 

無形固定資産計 9,169 2,221 176 2,753 8,461 8,371 

 
  

【株式会社国際協力銀行】 

２．引当金明細書 
(単位：百万円) 

 

区  分 当期首残高 当期増加額 

当期減少額 

当期末残高 

目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 470,834 201,270 40,955 220,622 410,526 

一 般 貸 倒 引 当 金 161,843 140,274 － 161,843 140,274 

個 別 貸 倒 引 当 金 268,402 28,070 40,955 18,191 237,326 

特定海外債権引当勘定 40,587 32,925 － 40,587 32,925 

賞 与 引 当 金 597 614 597 － 614 

役 員 賞 与 引 当 金 9 10 9 － 10 

退 職 給 付 引 当 金 6,056 251 617 － 5,690 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 51 9 23 － 37 

計 477,550 202,154 42,204 220,622 416,878 
 

(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。 

一般貸倒引当金…………………  洗替による取崩額 

個別貸倒引当金………………… 回収等による取崩額 

特定海外債権引当勘定………… 洗替による取崩額 
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【株式会社国際協力銀行】 

１．有形固定資産及び無形固定資産明細書 
(単位：百万円、％) 

 

資産の種類 
当期首残高 
(帳簿価額) 

当期増加額 当期減少額 当期償却額 
当期末残高 
(帳簿価額) 

償却累計額 償却累計率 

有 形 固 定 資 産        

建 物 3,696 215 － 245 3,665 2,062 36.00 

土 地 24,311 － － － 24,311 － － 

建 設 仮 勘 定 221 2,163 515 － 1,869 － － 

そ の 他 の 
有形固定資産 

976 331 2 442 863 2,318 72.86 

有形固定資産計 29,206 2,711 518 688 30,710 4,380  

無 形 固 定 資 産        

ソフトウエア 9,169 2,221 176 2,753 8,461 8,371 

 

無形固定資産計 9,169 2,221 176 2,753 8,461 8,371 

 
  

【株式会社国際協力銀行】 

２．引当金明細書 
(単位：百万円) 

 

区  分 当期首残高 当期増加額 

当期減少額 

当期末残高 

目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 470,834 201,270 40,955 220,622 410,526 

一 般 貸 倒 引 当 金 161,843 140,274 － 161,843 140,274 

個 別 貸 倒 引 当 金 268,402 28,070 40,955 18,191 237,326 

特定海外債権引当勘定 40,587 32,925 － 40,587 32,925 

賞 与 引 当 金 597 614 597 － 614 

役 員 賞 与 引 当 金 9 10 9 － 10 

退 職 給 付 引 当 金 6,056 251 617 － 5,690 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 51 9 23 － 37 

計 477,550 202,154 42,204 220,622 416,878 
 

(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。 

一般貸倒引当金…………………  洗替による取崩額 

個別貸倒引当金………………… 回収等による取崩額 

特定海外債権引当勘定………… 洗替による取崩額 
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【株式会社国際協力銀行】 

３．営業経費明細書 
(単位：百万円) 

 

区   分 金   額 

給 料 ・ 手 当 6,360 

退 職 給 付 費 用 279 

福 利 厚 生 費 953 

減 価 償 却 費 3,441 

土 地 建 物 機 械 賃 借 料 527 

営 繕 費 163 

消 耗 品 費 345 

給 水 光 熱 費 100 

旅 費 1,534 

通 信 費 231 

広 告 宣 伝 費 5 

諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費 71 

租 税 公 課 590 

そ の 他 9,476 

計 24,083 

 
  

【一般業務勘定】 

２ 一般業務勘定 

 

第11期末（2023年３月31日現在）貸借対照表 

 
(単位：百万円) 

 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 預 け 金 1,910,138 借 用 金 8,509,477 

現 金 0 借 入 金 8,509,477 

預 け 金 1,910,138 社 債 6,191,755 

有 価 証 券 320,801 そ の 他 負 債 960,530 

株 式 255 未 払 費 用 113,531 

そ の 他 の 証 券 320,546 前 受 収 益 16,002 

貸 出 金 15,556,651 金 融 派 生 商 品 717,846 

証 書 貸 付 15,556,651 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 30,750 

そ の 他 資 産 863,958 そ の 他 の 負 債 82,400 

前 払 費 用 704 賞 与 引 当 金 602 

未 収 収 益 181,561 役 員 賞 与 引 当 金 9 

金 融 派 生 商 品 31,287 退 職 給 付 引 当 金 5,651 

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 649,700 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 37 

そ の 他 の 資 産 704 支 払 承 諾 1,534,258 

有 形 固 定 資 産 30,710 負 債 の 部 合 計 17,202,322 

建 物 3,665 （純資産の部）  

土 地 24,311 資 本 金 1,785,500 

建 設 仮 勘 定 1,869 利 益 剰 余 金 1,125,842 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 863 利 益 準 備 金 966,916 

無 形 固 定 資 産 8,461 そ の 他 利 益 剰 余 金 158,926 

ソ フ ト ウ エ ア 8,461 繰 越 利 益 剰 余 金 158,926 

支 払 承 諾 見 返 1,534,258 株 主 資 本 合 計 2,911,342 

貸 倒 引 当 金 △410,342 その他有価証券評価差額金 24,707 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △323,734 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △299,026 

  純 資 産 の 部 合 計 2,612,316 

資 産 の 部 合 計 19,814,638 負債及び純資産の部合計 19,814,638 
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【株式会社国際協力銀行】 

３．営業経費明細書 
(単位：百万円) 

 

区   分 金   額 

給 料 ・ 手 当 6,360 

退 職 給 付 費 用 279 

福 利 厚 生 費 953 

減 価 償 却 費 3,441 

土 地 建 物 機 械 賃 借 料 527 

営 繕 費 163 

消 耗 品 費 345 

給 水 光 熱 費 100 

旅 費 1,534 

通 信 費 231 

広 告 宣 伝 費 5 

諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費 71 

租 税 公 課 590 

そ の 他 9,476 

計 24,083 

 
  

【一般業務勘定】 

２ 一般業務勘定 

 

第11期末（2023年３月31日現在）貸借対照表 

 
(単位：百万円) 

 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 預 け 金 1,910,138 借 用 金 8,509,477 

現 金 0 借 入 金 8,509,477 

預 け 金 1,910,138 社 債 6,191,755 

有 価 証 券 320,801 そ の 他 負 債 960,530 

株 式 255 未 払 費 用 113,531 

そ の 他 の 証 券 320,546 前 受 収 益 16,002 

貸 出 金 15,556,651 金 融 派 生 商 品 717,846 

証 書 貸 付 15,556,651 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 30,750 

そ の 他 資 産 863,958 そ の 他 の 負 債 82,400 

前 払 費 用 704 賞 与 引 当 金 602 

未 収 収 益 181,561 役 員 賞 与 引 当 金 9 

金 融 派 生 商 品 31,287 退 職 給 付 引 当 金 5,651 

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 649,700 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 37 

そ の 他 の 資 産 704 支 払 承 諾 1,534,258 

有 形 固 定 資 産 30,710 負 債 の 部 合 計 17,202,322 

建 物 3,665 （純資産の部）  

土 地 24,311 資 本 金 1,785,500 

建 設 仮 勘 定 1,869 利 益 剰 余 金 1,125,842 

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 863 利 益 準 備 金 966,916 

無 形 固 定 資 産 8,461 そ の 他 利 益 剰 余 金 158,926 

ソ フ ト ウ エ ア 8,461 繰 越 利 益 剰 余 金 158,926 

支 払 承 諾 見 返 1,534,258 株 主 資 本 合 計 2,911,342 

貸 倒 引 当 金 △410,342 その他有価証券評価差額金 24,707 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △323,734 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △299,026 

  純 資 産 の 部 合 計 2,612,316 

資 産 の 部 合 計 19,814,638 負債及び純資産の部合計 19,814,638 
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【一般業務勘定】 

第11期 （ 2022年４月１日から ） 損益計算書 
2023年３月31日まで 

 
(単位：百万円) 

 

科    目 金    額 

経 常 収 益  655,075 

資 金 運 用 収 益 567,939  

貸 出 金 利 息 550,538  

有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,057  

預 け 金 利 息 16,332  

そ の 他 の 受 入 利 息 11  

役 務 取 引 等 収 益 22,648  

そ の 他 の 役 務 収 益 22,648  

そ の 他 業 務 収 益 44,835  

外 国 為 替 売 買 益 38,153  

金 融 派 生 商 品 収 益 6,674  

そ の 他 の 業 務 収 益 7  

そ の 他 経 常 収 益 19,651  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 19,194  

株 式 等 売 却 益 97  

そ の 他 の 経 常 収 益 358  

経 常 費 用  496,162 

資 金 調 達 費 用 459,290  

借 用 金 利 息 186,866  

社 債 利 息 143,229  

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 127,147  

そ の 他 の 支 払 利 息 2,047  

役 務 取 引 等 費 用 3,055  

そ の 他 の 役 務 費 用 3,055  

そ の 他 業 務 費 用 2,111  

社 債 発 行 費 償 却 1,423  

そ の 他 の 業 務 費 用 688  

営 業 経 費 23,693  

そ の 他 経 常 費 用 8,011  

株 式 等 償 却 3,486  

組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益 4,524  

経 常 利 益  158,912 

特 別 利 益  13 

固 定 資 産 処 分 益 13  

当 期 純 利 益  158,926 

 
  

【一般業務勘定】 

第11期 （2022年４月１日から ）株主資本等変動計算書 
2023年３月31日まで 

(単位：百万円) 
 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当 期 首 残 高 1,710,500 959,601 14,629 974,230 2,684,730 

当 期 変 動 額      

新 株 の 発 行 75,000       75,000 

準 備 金 繰 入   7,314 △7,314 － － 

国 庫 納 付     △7,314 △7,314 △7,314 

当 期 純 利 益     158,926 158,926 158,926 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

          

当 期 変 動 額 合 計 75,000 7,314 144,297 151,611 226,611 

当 期 末 残 高 1,785,500 966,916 158,926 1,125,842 2,911,342 

 
(単位：百万円) 

 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

当 期 首 残 高 15,748 △116,848 △101,100 2,583,630 

当 期 変 動 額     

新 株 の 発 行       75,000 

準 備 金 繰 入       － 

国 庫 納 付       △7,314 

当 期 純 利 益       158,926 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

8,959 △206,885 △197,925 △197,925 

当 期 変 動 額 合 計 8,959 △206,885 △197,925 28,685 

当 期 末 残 高 24,707 △323,734 △299,026 2,612,316 
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【一般業務勘定】 

第11期 （ 2022年４月１日から ） 損益計算書 
2023年３月31日まで 

 
(単位：百万円) 

 

科    目 金    額 

経 常 収 益  655,075 

資 金 運 用 収 益 567,939  

貸 出 金 利 息 550,538  

有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,057  

預 け 金 利 息 16,332  

そ の 他 の 受 入 利 息 11  

役 務 取 引 等 収 益 22,648  

そ の 他 の 役 務 収 益 22,648  

そ の 他 業 務 収 益 44,835  

外 国 為 替 売 買 益 38,153  

金 融 派 生 商 品 収 益 6,674  

そ の 他 の 業 務 収 益 7  

そ の 他 経 常 収 益 19,651  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 19,194  

株 式 等 売 却 益 97  

そ の 他 の 経 常 収 益 358  

経 常 費 用  496,162 

資 金 調 達 費 用 459,290  

借 用 金 利 息 186,866  

社 債 利 息 143,229  

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 127,147  

そ の 他 の 支 払 利 息 2,047  

役 務 取 引 等 費 用 3,055  

そ の 他 の 役 務 費 用 3,055  

そ の 他 業 務 費 用 2,111  

社 債 発 行 費 償 却 1,423  

そ の 他 の 業 務 費 用 688  

営 業 経 費 23,693  

そ の 他 経 常 費 用 8,011  

株 式 等 償 却 3,486  

組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益 4,524  

経 常 利 益  158,912 

特 別 利 益  13 

固 定 資 産 処 分 益 13  

当 期 純 利 益  158,926 

 
  

【一般業務勘定】 

第11期 （2022年４月１日から ）株主資本等変動計算書 
2023年３月31日まで 

(単位：百万円) 
 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当 期 首 残 高 1,710,500 959,601 14,629 974,230 2,684,730 

当 期 変 動 額      

新 株 の 発 行 75,000       75,000 

準 備 金 繰 入   7,314 △7,314 － － 

国 庫 納 付     △7,314 △7,314 △7,314 

当 期 純 利 益     158,926 158,926 158,926 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

          

当 期 変 動 額 合 計 75,000 7,314 144,297 151,611 226,611 

当 期 末 残 高 1,785,500 966,916 158,926 1,125,842 2,911,342 

 
(単位：百万円) 

 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

当 期 首 残 高 15,748 △116,848 △101,100 2,583,630 

当 期 変 動 額     

新 株 の 発 行       75,000 

準 備 金 繰 入       － 

国 庫 納 付       △7,314 

当 期 純 利 益       158,926 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

8,959 △206,885 △197,925 △197,925 

当 期 変 動 額 合 計 8,959 △206,885 △197,925 28,685 

当 期 末 残 高 24,707 △323,734 △299,026 2,612,316 
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【一般業務勘定】 

個別注記表 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、子会社株式及び

関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法、ただし市場価

格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。また、その他有価証券の

評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。なお、投資事業組合及びそれに類

する組合への出資（金融商品取引法（1948年法律第25号）第２条第２項の規定により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書等を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 なお、特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎

として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。 

 また、同一相手先とのデリバティブ取引の時価評価による金融資産及び金融負債については、法的

に有効なISDAマスターネッティング契約を有する場合には、取引先毎に金融資産及び金融負債を相殺

した金額を貸借対照表に計上しております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に

取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

 なお、耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ３年～50年

その他 ２年～35年

(2) 無形固定資産 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、

行内における利用可能期間（５年以内）に基づいて償却しております。 

４．繰延資産の処理方法 

 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債

権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者（外国政府等を除く）で与信額が一定額以上

の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見

積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金

額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（以下「キャッシュ・フロー見積法」とい

う。）により計上しております。 
  

【一般業務勘定】 

 上記以外の債権については、貸出金等の平均残存期間等の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、過去の一定期間における倒産実績を基礎とした倒産確率等に基づき算定しておりま

す。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債

権引当勘定として計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しておりますが、当事業年度末は、その金額はありません。 

(2) 賞与引当金 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき必要額を計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支

給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動又はキャッシュ･フロー変動を相殺するヘッジ

について、ヘッジ対象となる貸出金及び社債とヘッジ手段である金利スワップ取引等を特定し、ヘ

ッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額

等を基礎として判断しております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、主に「銀行業に

おける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性

評価の方法については、外貨建の貸出金及び社債等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨ス

ワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建の貸出金及び社債等

に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性

を評価しております。 

 

（会計方針の変更） 

 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下

「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針

第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将

来にわたって適用することといたしました。 

 なお、当該適用指針の適用に伴う、計算書類への影響はありません。 
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【一般業務勘定】 

個別注記表 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、子会社株式及び

関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法、ただし市場価

格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。また、その他有価証券の

評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。なお、投資事業組合及びそれに類

する組合への出資（金融商品取引法（1948年法律第25号）第２条第２項の規定により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書等を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 なお、特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎

として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。 

 また、同一相手先とのデリバティブ取引の時価評価による金融資産及び金融負債については、法的

に有効なISDAマスターネッティング契約を有する場合には、取引先毎に金融資産及び金融負債を相殺

した金額を貸借対照表に計上しております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に

取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

 なお、耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ３年～50年

その他 ２年～35年

(2) 無形固定資産 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、

行内における利用可能期間（５年以内）に基づいて償却しております。 

４．繰延資産の処理方法 

 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債

権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者（外国政府等を除く）で与信額が一定額以上

の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見

積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金

額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（以下「キャッシュ・フロー見積法」とい

う。）により計上しております。 
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 上記以外の債権については、貸出金等の平均残存期間等の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、過去の一定期間における倒産実績を基礎とした倒産確率等に基づき算定しておりま

す。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債

権引当勘定として計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しておりますが、当事業年度末は、その金額はありません。 

(2) 賞与引当金 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき必要額を計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支

給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動又はキャッシュ･フロー変動を相殺するヘッジ

について、ヘッジ対象となる貸出金及び社債とヘッジ手段である金利スワップ取引等を特定し、ヘ

ッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額

等を基礎として判断しております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、主に「銀行業に

おける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性

評価の方法については、外貨建の貸出金及び社債等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨ス

ワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建の貸出金及び社債等

に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性

を評価しております。 

 

（会計方針の変更） 

 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下

「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針

第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将

来にわたって適用することといたしました。 

 なお、当該適用指針の適用に伴う、計算書類への影響はありません。 
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【一般業務勘定】 

重要な会計上の見積り 

 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係

る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

・貸倒引当金 

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した額 

貸倒引当金 410,342百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

① 算定方法 

 貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「６．引当金の計上基準」「(1) 貸倒引当金」

に記載しております。 

 当行は政策金融機関として政策目的実現のための金融を業務としており、与信先の信用状態の

悪化等により、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。このため、

与信先の財務状況の悪化等により資産の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスクとし

て、将来の貸倒による予想損失額を算出し、貸倒引当金として計上しております。当行が行って

いる対外経済取引の支援等のための金融はその性格上、外国政府・政府機関や外国企業向けのも

のも多く、したがって与信に伴う信用リスクとしてソヴリンリスクあるいはカントリーリスクの

占める割合が比較的大きいことが特徴となっております。 

 貸倒引当金は、当行があらかじめ定めている自己査定基準及び償却・引当基準にしたがって算

定されますが、その算定過程には、債務者の返済状況、財務内容、業績及びこれらの将来見通し

等に基づき、債務者の返済能力を評価して決定される債務者区分の判定や、キャッシュ・フロー

見積法における将来キャッシュ・フローの見積り等が含まれております。 

(注) 当行の与信に伴う信用リスクの詳細については、「（金融商品関係）１．金融商品の状況

に関する事項 (2) 金融商品の内容及びそのリスク イ 信用リスク」の記載をご参照く

ださい。 

② 主要な仮定 

 主要な仮定は、債務者区分の判定における債務者等に関する将来見通し及びキャッシュ・フロ

ー見積法における個別債権の将来キャッシュ・フローであります。 

 上記の仮定は、債務者を取り巻く経営環境の変化や債務者の事業戦略の成否等によって影響を

受けるため、当行の見積り及び判断は、経済環境の変化や新しい情報が利用可能となることによ

り随時評価し、変更しております。 

 そのため、主要な仮定に関する見積り及び判断は、貸倒引当金の金額に重要な影響を及ぼす可

能性があります。 

③ 翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

 新型コロナウイルス感染症の常態化により、与信先である各国・各地域の経済及び個別与信先

の財務状況等につき影響が生じており、また、ロシア及びウクライナをめぐる国際情勢を含む現

時点で見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を考慮して債務者区分を決定しております。 

 新型コロナウイルス感染症の常態化による影響は、各国間の違いがあり、ワクチンの普及度合

いや政策支援動向等による不確実性が残るものの縮小傾向にあり、世界経済は前年から引き続き

一定の成長が見込まれることから、現時点においては、当事業年度末に保有している貸出金等の

当面の信用リスクは過去と同程度という仮定に基づいて、過去の一定期間における倒産実績を基

礎とした倒産確率等に基づいて貸倒引当金を計上しております。 

 また、ロシア及びウクライナをめぐる国際情勢に関し、日本政府を含む各国政府はロシアへの

経済制裁等の各種措置を講じておりますが、当事業年度においては、ロシア関連の与信先につい

て、債務者区分判定の過程で当該措置が与信先の事業や債務履行に与える影響を精査し、個別に

信用リスクへの影響を評価することを通じて、ロシア及びウクライナをめぐる国際情勢の影響を

貸倒引当金に反映しております。 

 これらの事象の今後の見通しには不確実性があるため、上記の仮定と異なり、新型コロナウイ

ルス感染症の状況や経済への影響が想定から大幅に変化した場合や、ロシア及びウクライナをめ

ぐる国際情勢の趨勢に伴い、経済制裁等の措置の対象拡大や長期化等によって与信先の債務者区

分に直接・間接に影響が生じることにより、翌事業年度末の貸倒引当金は増減する可能性があり

ます。 

 また、当事業年度末の貸倒引当金は現時点における最善の見積りでありますが、新型コロナウ

【一般業務勘定】 

イルス感染症の常態化による影響、ロシア及びウクライナをめぐる国際情勢以外にも見積りの不

確実性が高く、見積り時点の想定以上に債務者の業績や財務内容等が変化した場合には、翌事業

年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがあります。 
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重要な会計上の見積り 

 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係

る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

・貸倒引当金 

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した額 

貸倒引当金 410,342百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

① 算定方法 

 貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「６．引当金の計上基準」「(1) 貸倒引当金」

に記載しております。 

 当行は政策金融機関として政策目的実現のための金融を業務としており、与信先の信用状態の

悪化等により、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。このため、

与信先の財務状況の悪化等により資産の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスクとし

て、将来の貸倒による予想損失額を算出し、貸倒引当金として計上しております。当行が行って

いる対外経済取引の支援等のための金融はその性格上、外国政府・政府機関や外国企業向けのも

のも多く、したがって与信に伴う信用リスクとしてソヴリンリスクあるいはカントリーリスクの

占める割合が比較的大きいことが特徴となっております。 

 貸倒引当金は、当行があらかじめ定めている自己査定基準及び償却・引当基準にしたがって算

定されますが、その算定過程には、債務者の返済状況、財務内容、業績及びこれらの将来見通し

等に基づき、債務者の返済能力を評価して決定される債務者区分の判定や、キャッシュ・フロー

見積法における将来キャッシュ・フローの見積り等が含まれております。 

(注) 当行の与信に伴う信用リスクの詳細については、「（金融商品関係）１．金融商品の状況

に関する事項 (2) 金融商品の内容及びそのリスク イ 信用リスク」の記載をご参照く

ださい。 

② 主要な仮定 

 主要な仮定は、債務者区分の判定における債務者等に関する将来見通し及びキャッシュ・フロ

ー見積法における個別債権の将来キャッシュ・フローであります。 

 上記の仮定は、債務者を取り巻く経営環境の変化や債務者の事業戦略の成否等によって影響を

受けるため、当行の見積り及び判断は、経済環境の変化や新しい情報が利用可能となることによ

り随時評価し、変更しております。 

 そのため、主要な仮定に関する見積り及び判断は、貸倒引当金の金額に重要な影響を及ぼす可

能性があります。 

③ 翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

 新型コロナウイルス感染症の常態化により、与信先である各国・各地域の経済及び個別与信先

の財務状況等につき影響が生じており、また、ロシア及びウクライナをめぐる国際情勢を含む現

時点で見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を考慮して債務者区分を決定しております。 

 新型コロナウイルス感染症の常態化による影響は、各国間の違いがあり、ワクチンの普及度合

いや政策支援動向等による不確実性が残るものの縮小傾向にあり、世界経済は前年から引き続き

一定の成長が見込まれることから、現時点においては、当事業年度末に保有している貸出金等の

当面の信用リスクは過去と同程度という仮定に基づいて、過去の一定期間における倒産実績を基

礎とした倒産確率等に基づいて貸倒引当金を計上しております。 

 また、ロシア及びウクライナをめぐる国際情勢に関し、日本政府を含む各国政府はロシアへの

経済制裁等の各種措置を講じておりますが、当事業年度においては、ロシア関連の与信先につい

て、債務者区分判定の過程で当該措置が与信先の事業や債務履行に与える影響を精査し、個別に

信用リスクへの影響を評価することを通じて、ロシア及びウクライナをめぐる国際情勢の影響を

貸倒引当金に反映しております。 

 これらの事象の今後の見通しには不確実性があるため、上記の仮定と異なり、新型コロナウイ

ルス感染症の状況や経済への影響が想定から大幅に変化した場合や、ロシア及びウクライナをめ

ぐる国際情勢の趨勢に伴い、経済制裁等の措置の対象拡大や長期化等によって与信先の債務者区

分に直接・間接に影響が生じることにより、翌事業年度末の貸倒引当金は増減する可能性があり

ます。 

 また、当事業年度末の貸倒引当金は現時点における最善の見積りでありますが、新型コロナウ

【一般業務勘定】 

イルス感染症の常態化による影響、ロシア及びウクライナをめぐる国際情勢以外にも見積りの不

確実性が高く、見積り時点の想定以上に債務者の業績や財務内容等が変化した場合には、翌事業

年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがあります。 

 
  

【一般業務勘定】
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【一般業務勘定】 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式等及び出資金総額  105,291百万円

２．株式会社国際協力銀行法に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の貸出

金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものでありま

す。 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 該当事項はありません
 

危険債権額 291,008百万円

３月以上延滞債権額 58百万円

貸出条件緩和債権額 196,908百万円

合計額 487,975百万円

 

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

 ３月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに３月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３．当行には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせず、対象

事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱いがあります。貸借対照表に計上している証書

貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。 

 なお、当事業年度末における未実行残高は、2,347,574百万円であります。 

４．株式会社国際協力銀行法第34条の規定により当行の総財産を当行の発行するすべての社債の一般担

保に供しております。なお、一般業務勘定が発行する社債は6,191,755百万円であります。 

５．有形固定資産の減価償却累計額 4,380百万円

６．偶発債務 

 一般業務勘定は、2012年４月１日に株式会社日本政策金融公庫が承継した株式会社日本政策金融公

庫既発債券60,000百万円について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協力銀行法

附則第17条第２項の規定により一般業務勘定の総財産を上記連帯債務の一般担保に供しております。 

７．株式会社国際協力銀行法第31条の規定により剰余金の処分に制限を受けております。 

 同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上

した剰余金の額が０を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金

として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終

了後３月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。  

 なお、同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算におい

て計上した剰余金の額が０を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が０となるまで取り崩して整理

しなければならないものとされております。 

 

（損益計算書関係） 

関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 559百万円 

  関係会社との取引による費用 

その他経常取引に係る費用総額 1,640百万円 

 
  

【一般業務勘定】 

（株主資本等変動計算書関係） 

発行済株式の種類及び総数 
(単位：株) 

 

株式の種類 
当事業年度期首 

株式数 
当事業年度増加 

株式数 
当事業年度減少 

株式数 
当事業年度末 

株式数 

普通株式 1,710,500,000,000 75,000,000,000 － 1,785,500,000,000 
 

(注) 変動事由の概要 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

新株の発行による増加 75,000,000,000株 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当行は、株式会社国際協力銀行法に基づき、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とし

つつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争

力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における

事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対

処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的として

設立された政策金融機関であります。 

 上記目的のもと、当行は、「輸出金融」、「輸入金融」、「投資金融」、「事業開発等金融」

（各々保証含む。）及び「出資」等を主要な業務として行っており、これらの業務を行うため、財

政融資資金及び外国為替資金特別会計借入金の借入並びに社債の発行等により資金調達を行ってお

ります。金利変動及び為替変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動及び為替

変動による不利な影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理（ALM）を行って

おります。また、外貨建取引等から生じるリスクを回避する目的から、デリバティブ取引を行って

おります。加えて、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社国際協力銀行法に基づき、

国債等の安全性が高いものに限定されております。 

 なお、政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画及び資金計画

（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金及び貸出金等）についても予算に添付し国会に提出

しております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

 当行が保有する金融資産は、主に国内外の与信先に対する貸出金、有価証券であり、金融負債は、

主に借用金及び社債であり、以下のリスクがあります。 

イ 信用リスク 

 信用リスクとは、与信先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の価値

が減少ないし消滅し、当行が損失を被るリスクであります。 

 当行の信用リスクとしては、ソヴリンリスク、カントリーリスク、コーポレートリスク及びプ

ロジェクトリスクが挙げられます。当行が行っている対外経済取引支援等のための金融は、その

性格上、外国政府・政府機関や外国企業向けのものも多く、したがって、与信に伴う信用リスク

としてソヴリンリスクあるいはカントリーリスクの占める割合が比較的大きいことが特徴となっ

ております。 

 したがって、与信先である各国・各地域の政治・経済等の動向やそれらに伴う個別与信先の財

務状況等が大幅に悪化した場合には、これらに起因して当行の業績及び財務状況に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

(注) ソヴリンリスクとは外国政府等向け与信に伴うリスク、カントリーリスクとは外国企業及

び外国に所在するプロジェクト向け与信に伴うリスク（コーポレートリスク及びプロジェ

クトリスクに付加される企業所在国及びプロジェクト所在国に起因するリスク）、コーポ

レートリスクとは企業向け与信に伴うリスク、プロジェクトリスクとは与信対象プロジェ

クトが生むキャッシュ・フローを主たる返済原資とするプロジェクトファイナンス等の場

合において対象プロジェクトが計画されたキャッシュ・フローを生まないリスクを指して

おります。 

ロ 市場リスク 

【一般業務勘定】
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【一般業務勘定】 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式等及び出資金総額  105,291百万円

２．株式会社国際協力銀行法に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の貸出

金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものでありま

す。 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 該当事項はありません
 

危険債権額 291,008百万円

３月以上延滞債権額 58百万円

貸出条件緩和債権額 196,908百万円

合計額 487,975百万円

 

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

 ３月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに３月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３．当行には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせず、対象

事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱いがあります。貸借対照表に計上している証書

貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。 

 なお、当事業年度末における未実行残高は、2,347,574百万円であります。 

４．株式会社国際協力銀行法第34条の規定により当行の総財産を当行の発行するすべての社債の一般担

保に供しております。なお、一般業務勘定が発行する社債は6,191,755百万円であります。 

５．有形固定資産の減価償却累計額 4,380百万円

６．偶発債務 

 一般業務勘定は、2012年４月１日に株式会社日本政策金融公庫が承継した株式会社日本政策金融公

庫既発債券60,000百万円について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協力銀行法

附則第17条第２項の規定により一般業務勘定の総財産を上記連帯債務の一般担保に供しております。 

７．株式会社国際協力銀行法第31条の規定により剰余金の処分に制限を受けております。 

 同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上

した剰余金の額が０を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金

として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終

了後３月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。  

 なお、同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算におい

て計上した剰余金の額が０を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が０となるまで取り崩して整理

しなければならないものとされております。 

 

（損益計算書関係） 

関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 559百万円 

  関係会社との取引による費用 

その他経常取引に係る費用総額 1,640百万円 

 
  

【一般業務勘定】 

（株主資本等変動計算書関係） 

発行済株式の種類及び総数 
(単位：株) 

 

株式の種類 
当事業年度期首 

株式数 
当事業年度増加 

株式数 
当事業年度減少 

株式数 
当事業年度末 

株式数 

普通株式 1,710,500,000,000 75,000,000,000 － 1,785,500,000,000 
 

(注) 変動事由の概要 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

新株の発行による増加 75,000,000,000株 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当行は、株式会社国際協力銀行法に基づき、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とし

つつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争

力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における

事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対

処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的として

設立された政策金融機関であります。 

 上記目的のもと、当行は、「輸出金融」、「輸入金融」、「投資金融」、「事業開発等金融」

（各々保証含む。）及び「出資」等を主要な業務として行っており、これらの業務を行うため、財

政融資資金及び外国為替資金特別会計借入金の借入並びに社債の発行等により資金調達を行ってお

ります。金利変動及び為替変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動及び為替

変動による不利な影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理（ALM）を行って

おります。また、外貨建取引等から生じるリスクを回避する目的から、デリバティブ取引を行って

おります。加えて、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社国際協力銀行法に基づき、

国債等の安全性が高いものに限定されております。 

 なお、政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画及び資金計画

（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金及び貸出金等）についても予算に添付し国会に提出

しております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

 当行が保有する金融資産は、主に国内外の与信先に対する貸出金、有価証券であり、金融負債は、

主に借用金及び社債であり、以下のリスクがあります。 

イ 信用リスク 

 信用リスクとは、与信先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の価値

が減少ないし消滅し、当行が損失を被るリスクであります。 

 当行の信用リスクとしては、ソヴリンリスク、カントリーリスク、コーポレートリスク及びプ

ロジェクトリスクが挙げられます。当行が行っている対外経済取引支援等のための金融は、その

性格上、外国政府・政府機関や外国企業向けのものも多く、したがって、与信に伴う信用リスク

としてソヴリンリスクあるいはカントリーリスクの占める割合が比較的大きいことが特徴となっ

ております。 

 したがって、与信先である各国・各地域の政治・経済等の動向やそれらに伴う個別与信先の財

務状況等が大幅に悪化した場合には、これらに起因して当行の業績及び財務状況に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

(注) ソヴリンリスクとは外国政府等向け与信に伴うリスク、カントリーリスクとは外国企業及

び外国に所在するプロジェクト向け与信に伴うリスク（コーポレートリスク及びプロジェ

クトリスクに付加される企業所在国及びプロジェクト所在国に起因するリスク）、コーポ

レートリスクとは企業向け与信に伴うリスク、プロジェクトリスクとは与信対象プロジェ

クトが生むキャッシュ・フローを主たる返済原資とするプロジェクトファイナンス等の場

合において対象プロジェクトが計画されたキャッシュ・フローを生まないリスクを指して

おります。 

ロ 市場リスク 

【一般業務勘定】
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【一般業務勘定】 

 市場リスクとは、金利、為替等様々な市場のリスクファクターの変動により、資産・負債（オ

フ・バランスを含む。）の価値が変動し損失を被るリスク及び資産・負債（オフ・バランスを含

む。）から生み出される収益が変動し損失を被るリスクであります。 

 当行が負う市場リスクは、主に為替リスクと金利リスクで構成されており、市場の混乱等、市

場が変動した場合には、当該リスクに起因した損失を被る可能性がありますが、原則として金利

スワップ取引、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約を行うことにより当該リスクを回避して

おります。   

 なお、当行では、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金、借用金及

び社債に係る金利の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。これらに係るヘッジ有

効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金、借

用金及び社債とヘッジ手段である金利スワップ取引を特定し、ヘッジ開始時から有効性判定時ま

での期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額等を基礎として判断してお

ります。 

 また、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段として、ヘッジ対象である外貨建

の貸出金及び社債等に係る金利及び為替の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。

これらに係るヘッジ有効性評価の方法については、外貨建の貸出金及び社債等の為替変動リスク

を減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象で

ある外貨建の貸出金及び社債等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確

認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

ハ 流動性リスク 

 流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金

確保が困難になる又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失

を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができなくなる又は

通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動

性リスク）であります。 

 当行では、預金受入を行っておらず、財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・

安定的な資金調達を実施していることから、流動性リスクは限定的と考えられますが、市場の混

乱又は不測の事態等において資金調達費用が増加する等の可能性があります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

 当行のリスク管理体制は次のとおりです。 

イ 信用リスクの管理 

 当行は、与信決定にあたっての与信先信用力等の評価を通じた個別与信管理を信用リスク管理

の基本としております。 

 新規与信においては、与信担当部門（営業推進部門）及び審査管理部門による与信先に関する

情報の収集・分析に加えて、特に外国政府等あるいは外国企業に関する情報収集には海外駐在員

事務所も関与しております。これらの部門が収集・分析した情報を基に、与信担当部門と審査管

理部門が相互に牽制関係を維持しながら与信の適否に関する検討を行い、最終的にはマネジメン

トによる与信決定の判断がなされる体制をとっております。 

 なお、外国政府等向け融資又は外国企業向け融資に関しては、当行は公的金融機関としての性

格を活用して、相手国政府関係当局や国際通貨基金（IMF）・世界銀行等の国際機関あるいは地

域開発金融機関並びに先進国の類似機関や民間金融機関との意見交換を通じて、与信先となる外

国政府・政府機関や相手国の政治経済に関する情報を幅広く収集し、外国政府等向け与信に伴う

ソヴリンリスクあるいは外国企業向け与信に伴うカントリーリスク（コーポレートリスク及びプ

ロジェクトリスクに付加される企業所在国に起因するリスク）を評価しております。 

 与信管理においては、細分化されたリスクカテゴリーごとの行内信用格付制度及び資産自己査

定制度を設けており、与信担当部門及び審査管理部門が当該制度に基づき適時の与信管理を行う

とともに、定期的に「統合リスク管理委員会」を開催し与信管理の状況をマネジメントに対して

報告を行う体制としております。さらに、与信管理の状況については、独立した内部監査部門が

チェックを行っております。 

 また、当行の有する外国政府等向けの公的債権については、民間金融機関にはない公的債権者

固有の国際的な枠組みによる債権保全メカニズムが存在します。これは、債務国の経済状況等に
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より返済が一時的に困難となった場合において、持続的な債務返済を可能とするために、債権国

会議（パリクラブ）の場における国際的合意により、債務繰延等の国際収支支援が実施されるも

のであります。この国際収支支援の中で、債務国は、IMFとの間で合意された経済改革プログラ

ムを実施し、持続可能な債務返済能力を確保していくことになります。当行は、公的金融機関と

しての立場から、外国政府等向けの公的債権については、本パリクラブの枠組みに基づき債権保

全を行っております。 

 当行では、以上の個別与信管理に加えて、ポートフォリオ全体のリスク量把握のため、信用リ

スクの計量化も行っております。信用リスクの計量化にあたっては、長期の貸出や、ソヴリンリ

スクあるいはカントリーリスクを伴った融資の占める割合が大きいという民間金融機関には例を

見ない当行のローン・ポートフォリオの特徴、さらには公的債権者固有のパリクラブ等国際的支

援の枠組み等による債権保全メカニズムを織り込むことが適切であり、これらの諸要素を考慮し

た当行独自の信用リスク計量化モデルにより、信用リスク量を計測し、与信管理に活用しており

ます。 

ロ 市場リスクの管理 

 当行は、ALMによって為替リスク及び金利リスクを管理しております。市場リスク管理規則等

において、リスク管理方法や手続等の詳細を規定しており、ALM委員会を設置の上、ALMの実施状

況の把握・確認、今後の対応等の審議を行っております。また、金融資産及び負債の金利や期間

を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析、VaRによる市場リスク量計測等によりモニ

タリングを行い、定期的にALM委員会に報告しております。 

 なお、当行における為替リスク及び金利リスクにおけるリスク管理の基本的な方針は、以下の

とおりとなっております。 

(ⅰ) 為替リスク 

 当行で行っている外貨貸付業務に伴う為替変動リスクに関して、当行では原則として外貨

貸付・調達にあたり通貨スワップ及び先物外国為替予約を利用したフルヘッジ方針をとって

おります。 

(ⅱ) 金利リスク 

 市場金利の変動により損失を被る金利リスクに関して、円貨貸付業務、外貨貸付業務それ

ぞれ以下のとおりとなっております。 

ａ 円貨貸付業務 

 円貨貸付業務においては、主に固定金利での資金管理を行っております。ただし、金利

変動リスクの影響が大きいと考えられる部分では、スワップ等により金利リスク・ヘッジ

を行っており、金利リスクは限定的です。 

ｂ 外貨貸付業務 

 外貨貸付業務においては、原則として、貸付・調達ともに金利スワップを利用して変動

金利での資金管理を行うことにより金利リスク・ヘッジを行っております。 

(ⅲ) 市場リスクの状況 

 当行は、金融商品のトレーディング勘定は有しておらず、バンキング勘定のみとなってお

り、更に前述のとおり、ヘッジ対応を原則としておりますが、潜在的リスクの把握等を目的

として、金利リスクと為替リスクの相関を考慮した市場リスク量（VaR）等を計測しており、

当事業年度の一般業務勘定における市場リスク量（VaR）の状況は以下のとおりとなっており

ます。 

ａ 市場リスク量（VaR）の状況（当事業年度末） 

1,602億円 

ｂ 市場リスク量（VaR）の計測手法 

ヒストリカル法（信頼区間99％、保有期間１年、観測期間５年） 

ｃ 市場リスク量（VaR）によるリスク管理 

 VaRとは、①過去の特定期間（「観測期間」）の金利・為替等の市場動向実績を捕捉した

上で、②統計学における確率分布の考え方を援用した一定確率（「信頼区間」）の下で、

③一定期間（「保有期間」）経過後に発生し得る時価損益変動金額の最大値を評価した市

場リスク管理指標です。 

 その計測にあたっては、市場動向実績や確率分布のセオリー等を前提としていますが、

将来に向けた市場推移がこれらの前提を逸脱する可能性を踏まえ、VaRによる市場リスク計

【一般業務勘定】
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【一般業務勘定】 

 市場リスクとは、金利、為替等様々な市場のリスクファクターの変動により、資産・負債（オ

フ・バランスを含む。）の価値が変動し損失を被るリスク及び資産・負債（オフ・バランスを含

む。）から生み出される収益が変動し損失を被るリスクであります。 

 当行が負う市場リスクは、主に為替リスクと金利リスクで構成されており、市場の混乱等、市

場が変動した場合には、当該リスクに起因した損失を被る可能性がありますが、原則として金利

スワップ取引、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約を行うことにより当該リスクを回避して

おります。   

 なお、当行では、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金、借用金及

び社債に係る金利の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。これらに係るヘッジ有

効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金、借

用金及び社債とヘッジ手段である金利スワップ取引を特定し、ヘッジ開始時から有効性判定時ま

での期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額等を基礎として判断してお

ります。 

 また、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段として、ヘッジ対象である外貨建

の貸出金及び社債等に係る金利及び為替の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。

これらに係るヘッジ有効性評価の方法については、外貨建の貸出金及び社債等の為替変動リスク

を減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象で

ある外貨建の貸出金及び社債等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確

認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

ハ 流動性リスク 

 流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金

確保が困難になる又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失

を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができなくなる又は

通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動

性リスク）であります。 

 当行では、預金受入を行っておらず、財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・

安定的な資金調達を実施していることから、流動性リスクは限定的と考えられますが、市場の混

乱又は不測の事態等において資金調達費用が増加する等の可能性があります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

 当行のリスク管理体制は次のとおりです。 

イ 信用リスクの管理 

 当行は、与信決定にあたっての与信先信用力等の評価を通じた個別与信管理を信用リスク管理

の基本としております。 

 新規与信においては、与信担当部門（営業推進部門）及び審査管理部門による与信先に関する

情報の収集・分析に加えて、特に外国政府等あるいは外国企業に関する情報収集には海外駐在員

事務所も関与しております。これらの部門が収集・分析した情報を基に、与信担当部門と審査管

理部門が相互に牽制関係を維持しながら与信の適否に関する検討を行い、最終的にはマネジメン

トによる与信決定の判断がなされる体制をとっております。 

 なお、外国政府等向け融資又は外国企業向け融資に関しては、当行は公的金融機関としての性

格を活用して、相手国政府関係当局や国際通貨基金（IMF）・世界銀行等の国際機関あるいは地

域開発金融機関並びに先進国の類似機関や民間金融機関との意見交換を通じて、与信先となる外

国政府・政府機関や相手国の政治経済に関する情報を幅広く収集し、外国政府等向け与信に伴う

ソヴリンリスクあるいは外国企業向け与信に伴うカントリーリスク（コーポレートリスク及びプ

ロジェクトリスクに付加される企業所在国に起因するリスク）を評価しております。 

 与信管理においては、細分化されたリスクカテゴリーごとの行内信用格付制度及び資産自己査

定制度を設けており、与信担当部門及び審査管理部門が当該制度に基づき適時の与信管理を行う

とともに、定期的に「統合リスク管理委員会」を開催し与信管理の状況をマネジメントに対して

報告を行う体制としております。さらに、与信管理の状況については、独立した内部監査部門が

チェックを行っております。 

 また、当行の有する外国政府等向けの公的債権については、民間金融機関にはない公的債権者

固有の国際的な枠組みによる債権保全メカニズムが存在します。これは、債務国の経済状況等に
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より返済が一時的に困難となった場合において、持続的な債務返済を可能とするために、債権国

会議（パリクラブ）の場における国際的合意により、債務繰延等の国際収支支援が実施されるも

のであります。この国際収支支援の中で、債務国は、IMFとの間で合意された経済改革プログラ

ムを実施し、持続可能な債務返済能力を確保していくことになります。当行は、公的金融機関と

しての立場から、外国政府等向けの公的債権については、本パリクラブの枠組みに基づき債権保

全を行っております。 

 当行では、以上の個別与信管理に加えて、ポートフォリオ全体のリスク量把握のため、信用リ

スクの計量化も行っております。信用リスクの計量化にあたっては、長期の貸出や、ソヴリンリ

スクあるいはカントリーリスクを伴った融資の占める割合が大きいという民間金融機関には例を

見ない当行のローン・ポートフォリオの特徴、さらには公的債権者固有のパリクラブ等国際的支

援の枠組み等による債権保全メカニズムを織り込むことが適切であり、これらの諸要素を考慮し

た当行独自の信用リスク計量化モデルにより、信用リスク量を計測し、与信管理に活用しており

ます。 

ロ 市場リスクの管理 

 当行は、ALMによって為替リスク及び金利リスクを管理しております。市場リスク管理規則等

において、リスク管理方法や手続等の詳細を規定しており、ALM委員会を設置の上、ALMの実施状

況の把握・確認、今後の対応等の審議を行っております。また、金融資産及び負債の金利や期間

を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析、VaRによる市場リスク量計測等によりモニ

タリングを行い、定期的にALM委員会に報告しております。 

 なお、当行における為替リスク及び金利リスクにおけるリスク管理の基本的な方針は、以下の

とおりとなっております。 

(ⅰ) 為替リスク 

 当行で行っている外貨貸付業務に伴う為替変動リスクに関して、当行では原則として外貨

貸付・調達にあたり通貨スワップ及び先物外国為替予約を利用したフルヘッジ方針をとって

おります。 

(ⅱ) 金利リスク 

 市場金利の変動により損失を被る金利リスクに関して、円貨貸付業務、外貨貸付業務それ

ぞれ以下のとおりとなっております。 

ａ 円貨貸付業務 

 円貨貸付業務においては、主に固定金利での資金管理を行っております。ただし、金利

変動リスクの影響が大きいと考えられる部分では、スワップ等により金利リスク・ヘッジ

を行っており、金利リスクは限定的です。 

ｂ 外貨貸付業務 

 外貨貸付業務においては、原則として、貸付・調達ともに金利スワップを利用して変動

金利での資金管理を行うことにより金利リスク・ヘッジを行っております。 

(ⅲ) 市場リスクの状況 

 当行は、金融商品のトレーディング勘定は有しておらず、バンキング勘定のみとなってお

り、更に前述のとおり、ヘッジ対応を原則としておりますが、潜在的リスクの把握等を目的

として、金利リスクと為替リスクの相関を考慮した市場リスク量（VaR）等を計測しており、

当事業年度の一般業務勘定における市場リスク量（VaR）の状況は以下のとおりとなっており

ます。 

ａ 市場リスク量（VaR）の状況（当事業年度末） 

1,602億円 

ｂ 市場リスク量（VaR）の計測手法 

ヒストリカル法（信頼区間99％、保有期間１年、観測期間５年） 

ｃ 市場リスク量（VaR）によるリスク管理 

 VaRとは、①過去の特定期間（「観測期間」）の金利・為替等の市場動向実績を捕捉した

上で、②統計学における確率分布の考え方を援用した一定確率（「信頼区間」）の下で、

③一定期間（「保有期間」）経過後に発生し得る時価損益変動金額の最大値を評価した市

場リスク管理指標です。 

 その計測にあたっては、市場動向実績や確率分布のセオリー等を前提としていますが、

将来に向けた市場推移がこれらの前提を逸脱する可能性を踏まえ、VaRによる市場リスク計
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【一般業務勘定】 

測の有効性を確認するため、VaR計測結果とその後の実績推移を突合するバックテストを行

うとともに、市場変動実績に捉われないストレステストを実施し、多面的にリスク量を捕

捉しております。 

 なお、VaR計測に伴う一般的な留意点は、以下のとおりです。 

・VaR値は、信頼区間・保有期間・観測期間の設定方法等によって異なります。 

・VaR値は、計測時点での時価損益変動金額の最大値ではありますが、保有期間経過中に

おいて市場動向等の前提条件が変化していくことから、計測値が必ずしも将来時点で

実現するものではありません。 

・VaR値は、特定の前提条件に基づく最大値であり、リスク管理指標として実践的に活用

していく上では、当該最大値を超過する可能性を念頭に置くことが肝要です。 

ハ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

 当行では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債な

どの長期・安定的な資金調達を実施しております。 

 また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関との間で短期借入

枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めております。 

ニ デリバティブ取引 

 デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性評価、事務管理に関する部署をそれ

ぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、デリバティブ関連規定に基づき実施しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。 

 
  

【一般業務勘定】 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 2023年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、

現金預け金、金融商品等差入担保金及び金融商品等受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳

簿価額に近似することから、注記を省略しております。 
（単位：百万円） 

 

 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

（１）有価証券    

その他有価証券 45,621 45,621 － 

（２）貸出金 15,556,651   

貸倒引当金（＊１） △383,659   

 15,172,991 15,269,831 96,839 

資産計 15,218,613 15,315,453 96,839 

（１）借用金 8,509,477 8,486,182 △23,294 

（２）社債 6,191,755 5,881,695 △310,059 

負債計 14,701,232 14,367,877 △333,354 

デリバティブ取引（＊２）    

ヘッジ会計が適用されて 
いないもの 

－ － － 

ヘッジ会計が適用されて 
いるもの（＊３） 

(686,558) (686,558) － 

デリバティブ取引計 (686,558) (686,558) － 
 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定を控除しており

ます。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティ

ブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、（ ）で表示しております。 

（＊３）ヘッジ対象である貸出金等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワッ

プ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参

照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号 2022年３月17日）を適用

しております。 
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【一般業務勘定】 

測の有効性を確認するため、VaR計測結果とその後の実績推移を突合するバックテストを行

うとともに、市場変動実績に捉われないストレステストを実施し、多面的にリスク量を捕

捉しております。 

 なお、VaR計測に伴う一般的な留意点は、以下のとおりです。 

・VaR値は、信頼区間・保有期間・観測期間の設定方法等によって異なります。 

・VaR値は、計測時点での時価損益変動金額の最大値ではありますが、保有期間経過中に

おいて市場動向等の前提条件が変化していくことから、計測値が必ずしも将来時点で

実現するものではありません。 

・VaR値は、特定の前提条件に基づく最大値であり、リスク管理指標として実践的に活用

していく上では、当該最大値を超過する可能性を念頭に置くことが肝要です。 

ハ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

 当行では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債な

どの長期・安定的な資金調達を実施しております。 

 また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関との間で短期借入

枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めております。 

ニ デリバティブ取引 

 デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性評価、事務管理に関する部署をそれ

ぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、デリバティブ関連規定に基づき実施しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。 

 
  

【一般業務勘定】 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 2023年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、

現金預け金、金融商品等差入担保金及び金融商品等受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳

簿価額に近似することから、注記を省略しております。 
（単位：百万円） 

 

 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

（１）有価証券    

その他有価証券 45,621 45,621 － 

（２）貸出金 15,556,651   

貸倒引当金（＊１） △383,659   

 15,172,991 15,269,831 96,839 

資産計 15,218,613 15,315,453 96,839 

（１）借用金 8,509,477 8,486,182 △23,294 

（２）社債 6,191,755 5,881,695 △310,059 

負債計 14,701,232 14,367,877 △333,354 

デリバティブ取引（＊２）    

ヘッジ会計が適用されて 
いないもの 

－ － － 

ヘッジ会計が適用されて 
いるもの（＊３） 

(686,558) (686,558) － 

デリバティブ取引計 (686,558) (686,558) － 
 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定を控除しており

ます。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティ

ブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、（ ）で表示しております。 

（＊３）ヘッジ対象である貸出金等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワッ

プ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参

照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号 2022年３月17日）を適用

しております。 
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【一般業務勘定】 

（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時

価情報の「資産（１）有価証券」には含まれておりません。 
（単位：百万円） 

 

区   分 貸借対照表計上額 

① 非上場株式等（子会社・関連会社）（＊１）（＊２） 19,414 

② 非上場株式等（子会社・関連会社以外）（＊１） 81,326 

③  組合出資金（子会社・関連会社）（＊３） 85,876 

④  組合出資金（子会社・関連会社以外）（＊３） 88,561 

合   計 275,179 
 

（＊１）非上場株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当事業年度において、非上場株式等（子会社・関連会社）について3,486百万円減損処理を行

っております。 

（＊３）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第31号 2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 
（注２）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 

３年以内 
３年超 

５年以内 
５年超 

７年以内 
７年超 

10年以内 
10年超 

有価証券       

その他有価証券 － － 200 30,900 6,600 9,300 

貸出金（＊１） 1,876,811 4,003,271 3,148,676 2,571,548 2,174,588 1,490,747 

合  計 1,876,811 4,003,271 3,148,876 2,602,448 2,181,188 1,500,047 
 

（＊１）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない

291,008百万円は含めておりません。 

 
（注３）借用金及び社債の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 

３年以内 
３年超 

５年以内 
５年超 

７年以内 
７年超 

10年以内 
10年超 

借用金 800,832 2,613,241 3,841,703 412,300 617,200 224,200 

社債 1,068,240 2,290,010 1,529,086 713,222 600,885 － 

合  計 1,869,072 4,903,251 5,370,789 1,125,522 1,218,085 224,200 

 
  

【一般業務勘定】 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定し

た時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。 
 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

 

当事業年度（2023年３月31日） 
（単位：百万円） 

 

区 分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合  計 

有価証券     

その他有価証券     

円建外債 － 45,621 － 45,621 

資産計 － 45,621 － 45,621 

デリバティブ取引（＊１）     

金利関連 － (349,509) － (349,509) 

通貨関連 － (337,049) － (337,049) 

デリバティブ取引計 － (686,558) － (686,558) 
 

（＊１）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティ

ブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、（ ）で表示しております。 

 
（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

 

当事業年度（2023年３月31日） 
（単位：百万円） 

 

区 分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合  計 

貸出金 － － 15,269,831 15,269,831 

資産計 － － 15,269,831 15,269,831 

借用金 － 8,486,182 － 8,486,182 

社債 － 5,881,695 － 5,881,695 

負債計 － 14,367,877 － 14,367,877 

 
（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 
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【一般業務勘定】 

（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時

価情報の「資産（１）有価証券」には含まれておりません。 
（単位：百万円） 

 

区   分 貸借対照表計上額 

① 非上場株式等（子会社・関連会社）（＊１）（＊２） 19,414 

② 非上場株式等（子会社・関連会社以外）（＊１） 81,326 

③  組合出資金（子会社・関連会社）（＊３） 85,876 

④  組合出資金（子会社・関連会社以外）（＊３） 88,561 

合   計 275,179 
 

（＊１）非上場株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当事業年度において、非上場株式等（子会社・関連会社）について3,486百万円減損処理を行

っております。 

（＊３）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第31号 2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 
（注２）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 

３年以内 
３年超 

５年以内 
５年超 

７年以内 
７年超 

10年以内 
10年超 

有価証券       

その他有価証券 － － 200 30,900 6,600 9,300 

貸出金（＊１） 1,876,811 4,003,271 3,148,676 2,571,548 2,174,588 1,490,747 

合  計 1,876,811 4,003,271 3,148,876 2,602,448 2,181,188 1,500,047 
 

（＊１）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない

291,008百万円は含めておりません。 

 
（注３）借用金及び社債の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 

３年以内 
３年超 

５年以内 
５年超 

７年以内 
７年超 

10年以内 
10年超 

借用金 800,832 2,613,241 3,841,703 412,300 617,200 224,200 

社債 1,068,240 2,290,010 1,529,086 713,222 600,885 － 

合  計 1,869,072 4,903,251 5,370,789 1,125,522 1,218,085 224,200 

 
  

【一般業務勘定】 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定し

た時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。 
 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

 

当事業年度（2023年３月31日） 
（単位：百万円） 

 

区 分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合  計 

有価証券     

その他有価証券     

円建外債 － 45,621 － 45,621 

資産計 － 45,621 － 45,621 

デリバティブ取引（＊１）     

金利関連 － (349,509) － (349,509) 

通貨関連 － (337,049) － (337,049) 

デリバティブ取引計 － (686,558) － (686,558) 
 

（＊１）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティ

ブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、（ ）で表示しております。 

 
（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

 

当事業年度（2023年３月31日） 
（単位：百万円） 

 

区 分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合  計 

貸出金 － － 15,269,831 15,269,831 

資産計 － － 15,269,831 15,269,831 

借用金 － 8,486,182 － 8,486,182 

社債 － 5,881,695 － 5,881,695 

負債計 － 14,367,877 － 14,367,877 

 
（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

【一般業務勘定】
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【一般業務勘定】 

有価証券 

 公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合や、公表された相場価格は

存在しないが公社債売買参考統計値が入手できる場合にはレベル２の時価に分類しております。

主に円建外債がこれに含まれます。 

 また、円建外債の一部については情報ベンダー等から入手した価格を時価としており、観察

できないインプットを用いていない時価の評価モデルによる検証結果を踏まえ、当該時価はレ

ベル２の時価に分類しております。 

 

貸出金 

 貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、信用リスク等を

反映させた元利金の合計額をリスクフリー・レートで割り引いて時価を算定しております。こ

のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行

後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価とし

ております。 

 また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシ

ュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を

算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額

を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。時価に対して観察できない

インプットによる影響額が重要であると考えられることから、当該時価はレベル３の時価に分

類しております。 

 

負 債 

借用金 

 借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借用金

の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このう

ち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行後大き

く異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額

を時価としております。観察できないインプットを用いていないことから、当該時価はレベル

２の時価に分類しております。 

 

社債 

 当行の発行する社債のうち、財投機関債については公社債売買参考統計値の価格を時価とし

ており、当該時価はレベル２の時価に分類しております。また、政府保証外債については情報

ベンダー等から入手した価格を時価としており、観察できないインプットを用いていない時価

の評価モデルによる検証結果を踏まえ、当該時価はレベル２の時価に分類しております。 

 

デリバティブ取引 

 当行の保有するデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、

取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法等を利用して時価を算定しております。ま

た、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。そ

れらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、クレジットスプレッド等

であります。観察できないインプットを用いていないことからレベル２の時価に分類しており、

プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び為替予約取引等が含まれます。 

 

（注２）時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

 該当事項はありません。 

 
  

【一般業務勘定】 

（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券（2023年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券（2023年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

３．子会社株式及び関連会社株式等（2023年３月31日現在） 

 市場価格のある子会社株式及び関連会社株式等はありません。 

 

４．その他有価証券（2023年３月31日現在） 
 

 
種  類 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差  額 
（百万円） 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小計 － － － 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 45,621 47,000 △1,378 

小計 45,621 47,000 △1,378 

合  計 45,621 47,000 △1,378 

 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） 
 

種  類 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 734 97 － 

合  計 734 97 － 

 

６．減損処理を行った有価証券 

 該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

 当行は、法人税法（1965年法律第34号）第２条第５号の公共法人であり、法人税を納める義務がない

ため、税効果会計は適用しておりません。 

 
  

【一般業務勘定】
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【一般業務勘定】 

有価証券 

 公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合や、公表された相場価格は

存在しないが公社債売買参考統計値が入手できる場合にはレベル２の時価に分類しております。

主に円建外債がこれに含まれます。 

 また、円建外債の一部については情報ベンダー等から入手した価格を時価としており、観察

できないインプットを用いていない時価の評価モデルによる検証結果を踏まえ、当該時価はレ

ベル２の時価に分類しております。 

 

貸出金 

 貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、信用リスク等を

反映させた元利金の合計額をリスクフリー・レートで割り引いて時価を算定しております。こ

のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行

後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価とし

ております。 

 また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシ

ュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を

算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額

を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。時価に対して観察できない

インプットによる影響額が重要であると考えられることから、当該時価はレベル３の時価に分

類しております。 

 

負 債 

借用金 

 借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借用金

の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このう

ち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行後大き

く異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額

を時価としております。観察できないインプットを用いていないことから、当該時価はレベル

２の時価に分類しております。 

 

社債 

 当行の発行する社債のうち、財投機関債については公社債売買参考統計値の価格を時価とし

ており、当該時価はレベル２の時価に分類しております。また、政府保証外債については情報

ベンダー等から入手した価格を時価としており、観察できないインプットを用いていない時価

の評価モデルによる検証結果を踏まえ、当該時価はレベル２の時価に分類しております。 

 

デリバティブ取引 

 当行の保有するデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、

取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法等を利用して時価を算定しております。ま

た、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。そ

れらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、クレジットスプレッド等

であります。観察できないインプットを用いていないことからレベル２の時価に分類しており、

プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び為替予約取引等が含まれます。 

 

（注２）時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

 該当事項はありません。 

 
  

【一般業務勘定】 

（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券（2023年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券（2023年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

３．子会社株式及び関連会社株式等（2023年３月31日現在） 

 市場価格のある子会社株式及び関連会社株式等はありません。 

 

４．その他有価証券（2023年３月31日現在） 
 

 
種  類 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差  額 
（百万円） 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

小計 － － － 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 45,621 47,000 △1,378 

小計 45,621 47,000 △1,378 

合  計 45,621 47,000 △1,378 

 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） 
 

種  類 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 － － － 

債券 － － － 

国債 － － － 

社債 － － － 

その他 734 97 － 

合  計 734 97 － 

 

６．減損処理を行った有価証券 

 該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

 当行は、法人税法（1965年法律第34号）第２条第５号の公共法人であり、法人税を納める義務がない

ため、税効果会計は適用しておりません。 

 
  

【一般業務勘定】
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【一般業務勘定】 

（持分法損益等関係） 

関連会社に対する投資の金額 35,077百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 44,298百万円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,058百万円

(注) 一般業務勘定の関連会社のうち、当業務勘定の損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要

性の乏しい関連会社等については、除外しております。 

 

（関連当事者との取引関係） 

１．親会社及び法人主要株主等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（注４） 

科 目 
期末残高 
（注４） 

主要株主 
財務省 

（財務大臣） 

被所有 
直接 
100％ 

政策金融行政 

増資の引受 
(注１) 

75,000 ― ― 

資金の受入 
(注２) 

3,433,096 

借入金 8,509,477 

借入金の返済 2,999,052 

借入金利息の 
支払(注２) 

186,843 未払費用 68,641 

社債への 
被保証(注３) 

6,171,755 ― ― 

 

(注) １．増資の引受は、当行が行った株主割当増資を１株につき１円で引き受けたものであります。 

２．資金の受入は、財政投融資特別会計及び外国為替資金特別会計からの借入であり、財政融

資資金借入は財政融資資金貸付金利が適用されており、外国為替資金借入は外国為替資金特

別会計との間で取り決めた金利が適用されています。 

３．社債への被保証については、保証料の支払はありません。 

４．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

 

２．兄弟会社等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

主要株主が議決
権の過半数を所
有している会社
等 

独立行政法人 
国際協力機構 

なし 連帯債務関係 連帯債務 

20,000 
(注１、３) 

― ― 

株式会社日本 
政策金融公庫 

60,000 
(注２、３) 

― ― 

 

(注) １．株式会社国際協力銀行法附則第12条第１項の規定により当行が承継した国際協力銀行既発

債券のうち、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律（2016年法律第41号）附則第３条

第１項の規定により当業務勘定に整理されたものに対し、独立行政法人国際協力機構法（2002

年法律第136号）附則第４条第１項の規定により独立行政法人国際協力機構が負っている連帯

債務であります。なお、同法附則第４条第２項の規定により独立行政法人国際協力機構の総財

産が当該連帯債務の一般担保に供されております。 

２．株式会社国際協力銀行法附則第17条第１項第２号の規定により、株式会社日本政策金融公

庫既発債券に対し、当行が負っている連帯債務であります。当該連帯債務は、当行における

各勘定単位ではなく、当行全体で負っているため、当行の連帯債務総額を記載しております。

なお、同法附則第17条第２項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に

供しております。 

３．連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額  １円46銭

１株当たりの当期純利益金額 ０円09銭
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【一般業務勘定】 

（持分法損益等関係） 

関連会社に対する投資の金額 35,077百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 44,298百万円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,058百万円

(注) 一般業務勘定の関連会社のうち、当業務勘定の損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要

性の乏しい関連会社等については、除外しております。 

 

（関連当事者との取引関係） 

１．親会社及び法人主要株主等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（注４） 

科 目 
期末残高 
（注４） 

主要株主 
財務省 

（財務大臣） 

被所有 
直接 
100％ 

政策金融行政 

増資の引受 
(注１) 

75,000 ― ― 

資金の受入 
(注２) 

3,433,096 

借入金 8,509,477 

借入金の返済 2,999,052 

借入金利息の 
支払(注２) 

186,843 未払費用 68,641 

社債への 
被保証(注３) 

6,171,755 ― ― 

 

(注) １．増資の引受は、当行が行った株主割当増資を１株につき１円で引き受けたものであります。 

２．資金の受入は、財政投融資特別会計及び外国為替資金特別会計からの借入であり、財政融

資資金借入は財政融資資金貸付金利が適用されており、外国為替資金借入は外国為替資金特

別会計との間で取り決めた金利が適用されています。 

３．社債への被保証については、保証料の支払はありません。 

４．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

 

２．兄弟会社等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

主要株主が議決
権の過半数を所
有している会社
等 

独立行政法人 
国際協力機構 

なし 連帯債務関係 連帯債務 

20,000 
(注１、３) 

― ― 

株式会社日本 
政策金融公庫 

60,000 
(注２、３) 

― ― 

 

(注) １．株式会社国際協力銀行法附則第12条第１項の規定により当行が承継した国際協力銀行既発

債券のうち、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律（2016年法律第41号）附則第３条

第１項の規定により当業務勘定に整理されたものに対し、独立行政法人国際協力機構法（2002

年法律第136号）附則第４条第１項の規定により独立行政法人国際協力機構が負っている連帯

債務であります。なお、同法附則第４条第２項の規定により独立行政法人国際協力機構の総財

産が当該連帯債務の一般担保に供されております。 

２．株式会社国際協力銀行法附則第17条第１項第２号の規定により、株式会社日本政策金融公

庫既発債券に対し、当行が負っている連帯債務であります。当該連帯債務は、当行における

各勘定単位ではなく、当行全体で負っているため、当行の連帯債務総額を記載しております。

なお、同法附則第17条第２項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に

供しております。 

３．連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額  １円46銭

１株当たりの当期純利益金額 ０円09銭
 
  

【一般業務勘定】 
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【一般業務勘定】 

１．有形固定資産及び無形固定資産明細書 
(単位：百万円、％) 

 

資産の種類 
当期首残高 
(帳簿価額) 

当期増加額 当期減少額 当期償却額 
当期末残高 
(帳簿価額) 

償却累計額 償却累計率 

有 形 固 定 資 産        

建 物 3,696 215 － 245 3,665 2,062 36.00 

土 地 24,311 － － － 24,311 － － 

建 設 仮 勘 定 221 2,163 515 － 1,869 － － 

そ の 他 の 
有形固定資産 

976 331 2 442 863 2,318 72.86 

有形固定資産計 29,206 2,711 518 688 30,710 4,380  

無 形 固 定 資 産        

ソフトウエア 9,169 2,221 176 2,753 8,461 8,371 

 

無形固定資産計 9,169 2,221 176 2,753 8,461 8,371 

 
  

【一般業務勘定】 

２．引当金明細書 
(単位：百万円) 

 

区  分 当期首残高 当期増加額 

当期減少額 

当期末残高 

目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 470,492 201,086 40,955 220,280 410,342 

一 般 貸 倒 引 当 金 161,501 140,090 － 161,501 140,090 

個 別 貸 倒 引 当 金 268,402 28,070 40,955 18,191 237,326 

特定海外債権引当勘定 40,587 32,925 － 40,587 32,925 

賞 与 引 当 金 587 602 587 － 602 

役 員 賞 与 引 当 金 9 9 9 － 9 

退 職 給 付 引 当 金 6,023 239 612 － 5,651 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 51 8 23 － 37 

計 477,164 201,948 42,188 220,280 416,643 
 

(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。 

一般貸倒引当金…………………  洗替による取崩額 

個別貸倒引当金………………… 回収等による取崩額 

特定海外債権引当勘定………… 洗替による取崩額 
  

【一般業務勘定】

－60－

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   60国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   60 2023/09/22   14:18:342023/09/22   14:18:34



【一般業務勘定】 

１．有形固定資産及び無形固定資産明細書 
(単位：百万円、％) 

 

資産の種類 
当期首残高 
(帳簿価額) 

当期増加額 当期減少額 当期償却額 
当期末残高 
(帳簿価額) 

償却累計額 償却累計率 

有 形 固 定 資 産        

建 物 3,696 215 － 245 3,665 2,062 36.00 

土 地 24,311 － － － 24,311 － － 

建 設 仮 勘 定 221 2,163 515 － 1,869 － － 

そ の 他 の 
有形固定資産 

976 331 2 442 863 2,318 72.86 

有形固定資産計 29,206 2,711 518 688 30,710 4,380  

無 形 固 定 資 産        

ソフトウエア 9,169 2,221 176 2,753 8,461 8,371 

 

無形固定資産計 9,169 2,221 176 2,753 8,461 8,371 

 
  

【一般業務勘定】 

２．引当金明細書 
(単位：百万円) 

 

区  分 当期首残高 当期増加額 

当期減少額 

当期末残高 

目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 470,492 201,086 40,955 220,280 410,342 

一 般 貸 倒 引 当 金 161,501 140,090 － 161,501 140,090 

個 別 貸 倒 引 当 金 268,402 28,070 40,955 18,191 237,326 

特定海外債権引当勘定 40,587 32,925 － 40,587 32,925 

賞 与 引 当 金 587 602 587 － 602 

役 員 賞 与 引 当 金 9 9 9 － 9 

退 職 給 付 引 当 金 6,023 239 612 － 5,651 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 51 8 23 － 37 

計 477,164 201,948 42,188 220,280 416,643 
 

(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。 

一般貸倒引当金…………………  洗替による取崩額 

個別貸倒引当金………………… 回収等による取崩額 

特定海外債権引当勘定………… 洗替による取崩額 
  

【一般業務勘定】
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【一般業務勘定】 

３．営業経費明細書 
(単位：百万円) 

 

区   分 金   額 

給 料 ・ 手 当 6,244 

退 職 給 付 費 用 267 

福 利 厚 生 費 936 

減 価 償 却 費 3,441 

土 地 建 物 機 械 賃 借 料 518 

営 繕 費 160 

消 耗 品 費 339 

給 水 光 熱 費 98 

旅 費 1,506 

通 信 費 227 

広 告 宣 伝 費 5 

諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費 70 

租 税 公 課 578 

そ の 他 9,296 

計 23,693 

 
  

【特別業務勘定】 

３ 特別業務勘定 

 

第11期末（2023年３月31日現在）貸借対照表 

 
(単位：百万円) 

 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 預 け 金 282,827 借 用 金 4,200 

預 け 金 282,827 借 入 金 4,200 

有 価 証 券 16,138 そ の 他 負 債 1,666 

そ の 他 の 証 券 16,138 未 払 費 用 6 

貸 出 金 31,137 金 融 派 生 商 品 1,518 

証 書 貸 付 31,137 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 110 

そ の 他 資 産 1,478 そ の 他 の 負 債 31 

前 払 費 用 13 賞 与 引 当 金 11 

未 収 収 益 50 役 員 賞 与 引 当 金 0 

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 1,410 退 職 給 付 引 当 金 39 

そ の 他 の 資 産 5 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 0 

貸 倒 引 当 金 △183 負 債 の 部 合 計 5,917 

  （純資産の部）  

  資 本 金 323,300 

  利 益 剰 余 金 978 

  利 益 準 備 金 14 

  そ の 他 利 益 剰 余 金 964 

  繰 越 利 益 剰 余 金 964 

  株 主 資 本 合 計 324,278 

  その他有価証券評価差額金 592 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 610 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 1,202 

  純 資 産 の 部 合 計 325,481 

資 産 の 部 合 計 331,398 負債及び純資産の部合計 331,398 

 
  

【一般業務勘定】
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【一般業務勘定】 

３．営業経費明細書 
(単位：百万円) 

 

区   分 金   額 

給 料 ・ 手 当 6,244 

退 職 給 付 費 用 267 

福 利 厚 生 費 936 

減 価 償 却 費 3,441 

土 地 建 物 機 械 賃 借 料 518 

営 繕 費 160 

消 耗 品 費 339 

給 水 光 熱 費 98 

旅 費 1,506 

通 信 費 227 

広 告 宣 伝 費 5 

諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費 70 

租 税 公 課 578 

そ の 他 9,296 

計 23,693 

 
  

【特別業務勘定】 

３ 特別業務勘定 

 

第11期末（2023年３月31日現在）貸借対照表 

 
(単位：百万円) 

 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 預 け 金 282,827 借 用 金 4,200 

預 け 金 282,827 借 入 金 4,200 

有 価 証 券 16,138 そ の 他 負 債 1,666 

そ の 他 の 証 券 16,138 未 払 費 用 6 

貸 出 金 31,137 金 融 派 生 商 品 1,518 

証 書 貸 付 31,137 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 110 

そ の 他 資 産 1,478 そ の 他 の 負 債 31 

前 払 費 用 13 賞 与 引 当 金 11 

未 収 収 益 50 役 員 賞 与 引 当 金 0 

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 1,410 退 職 給 付 引 当 金 39 

そ の 他 の 資 産 5 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 0 

貸 倒 引 当 金 △183 負 債 の 部 合 計 5,917 

  （純資産の部）  

  資 本 金 323,300 

  利 益 剰 余 金 978 

  利 益 準 備 金 14 

  そ の 他 利 益 剰 余 金 964 

  繰 越 利 益 剰 余 金 964 

  株 主 資 本 合 計 324,278 

  その他有価証券評価差額金 592 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 610 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 1,202 

  純 資 産 の 部 合 計 325,481 

資 産 の 部 合 計 331,398 負債及び純資産の部合計 331,398 

 
  

【特別業務勘定】
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【特別業務勘定】 

第11期 （ 2022年４月１日から ） 損益計算書 
2023年３月31日まで 

 
(単位：百万円) 

 

科    目 金    額 

経 常 収 益  2,234 

資 金 運 用 収 益 2,071  

貸 出 金 利 息 2,071  

預 け 金 利 息 0  

そ の 他 の 受 入 利 息 0  

そ の 他 経 常 収 益 163  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 158  

そ の 他 の 経 常 収 益 4  

経 常 費 用  1,270 

資 金 調 達 費 用 731  

借 用 金 利 息 0  

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 729  

そ の 他 の 支 払 利 息 1  

役 務 取 引 等 費 用 56  

そ の 他 の 役 務 費 用 56  

そ の 他 業 務 費 用 30  

外 国 為 替 売 買 損 30  

営 業 経 費 452  

経 常 利 益  964 

当 期 純 利 益  964 

 
  

【特別業務勘定】 

第11期 （2022年４月１日から ）株主資本等変動計算書 
2023年３月31日まで 

(単位：百万円) 
 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当 期 首 残 高 313,300 － 28 28 313,328 

当 期 変 動 額      

新 株 の 発 行 10,000       10,000 

準 備 金 繰 入   14 △14 － － 

国 庫 納 付     △14 △14 △14 

当 期 純 利 益     964 964 964 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

          

当 期 変 動 額 合 計 10,000 14 935 949 10,949 

当 期 末 残 高 323,300 14 964 978 324,278 

 
(単位：百万円) 

 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

当 期 首 残 高 336 118 454 313,783 

当 期 変 動 額     

新 株 の 発 行       10,000 

準 備 金 繰 入       － 

国 庫 納 付       △14 

当 期 純 利 益       964 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

256 491 748 748 

当 期 変 動 額 合 計 256 491 748 11,697 

当 期 末 残 高 592 610 1,202 325,481 

 
  

【特別業務勘定】
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【特別業務勘定】 

第11期 （ 2022年４月１日から ） 損益計算書 
2023年３月31日まで 

 
(単位：百万円) 

 

科    目 金    額 

経 常 収 益  2,234 

資 金 運 用 収 益 2,071  

貸 出 金 利 息 2,071  

預 け 金 利 息 0  

そ の 他 の 受 入 利 息 0  

そ の 他 経 常 収 益 163  

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 158  

そ の 他 の 経 常 収 益 4  

経 常 費 用  1,270 

資 金 調 達 費 用 731  

借 用 金 利 息 0  

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 729  

そ の 他 の 支 払 利 息 1  

役 務 取 引 等 費 用 56  

そ の 他 の 役 務 費 用 56  

そ の 他 業 務 費 用 30  

外 国 為 替 売 買 損 30  

営 業 経 費 452  

経 常 利 益  964 

当 期 純 利 益  964 
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第11期 （2022年４月１日から ）株主資本等変動計算書 
2023年３月31日まで 

(単位：百万円) 
 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当 期 首 残 高 313,300 － 28 28 313,328 

当 期 変 動 額      

新 株 の 発 行 10,000       10,000 

準 備 金 繰 入   14 △14 － － 

国 庫 納 付     △14 △14 △14 

当 期 純 利 益     964 964 964 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

          

当 期 変 動 額 合 計 10,000 14 935 949 10,949 

当 期 末 残 高 323,300 14 964 978 324,278 

 
(単位：百万円) 

 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

当 期 首 残 高 336 118 454 313,783 

当 期 変 動 額     

新 株 の 発 行       10,000 

準 備 金 繰 入       － 

国 庫 納 付       △14 

当 期 純 利 益       964 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

256 491 748 748 

当 期 変 動 額 合 計 256 491 748 11,697 

当 期 末 残 高 592 610 1,202 325,481 
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【特別業務勘定】 

個別注記表 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、子会社株式及び

関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法、ただし市場価

格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。また、その他有価証券の

評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。なお、投資事業組合及びそれに類

する組合への出資（金融商品取引法（1948年法律第25号）第２条第２項の規定により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 なお、特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎

として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。 

 また、同一相手先とのデリバティブ取引の時価評価による金融資産及び金融負債については、法的

に有効なISDAマスターネッティング契約を有する場合には、取引先毎に金融資産及び金融負債を相殺

した金額を貸借対照表に計上しております。 

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債

権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者（外国政府等を除く）で与信額が一定額以上

の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見

積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金

額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（以下「キャッシュ・フロー見積法」とい

う。）により計上しております。 

 上記以外の債権については、貸出金等の平均残存期間等の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、過去の一定期間における倒産実績を基礎とした倒産確率等に基づき算定しておりま

す。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債

権引当勘定として計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しておりますが、当事業年度末は、その金額はありません。 

(2) 賞与引当金 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 
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(3) 役員賞与引当金 

 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき必要額を計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支

給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

５．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動又はキャッシュ･フロー変動を相殺するヘッジ

について、ヘッジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引等を特定し、ヘッジ開始

時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累

計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額等を基礎

として判断しております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、主に「銀行業に

おける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性

評価の方法については、外貨建の貸出金等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取

引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建の貸出金等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相

当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

 

（会計方針の変更） 

 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下

「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針

第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将

来にわたって適用することといたしました。 

なお、当該適用指針の適用に伴う、計算書類への影響はありません。 
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【特別業務勘定】 

個別注記表 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、子会社株式及び

関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法、ただし市場価

格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。また、その他有価証券の

評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。なお、投資事業組合及びそれに類

する組合への出資（金融商品取引法（1948年法律第25号）第２条第２項の規定により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 なお、特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎

として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。 

 また、同一相手先とのデリバティブ取引の時価評価による金融資産及び金融負債については、法的

に有効なISDAマスターネッティング契約を有する場合には、取引先毎に金融資産及び金融負債を相殺

した金額を貸借対照表に計上しております。 

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債

権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者（外国政府等を除く）で与信額が一定額以上

の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見

積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金

額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（以下「キャッシュ・フロー見積法」とい

う。）により計上しております。 

 上記以外の債権については、貸出金等の平均残存期間等の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、過去の一定期間における倒産実績を基礎とした倒産確率等に基づき算定しておりま

す。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債

権引当勘定として計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しておりますが、当事業年度末は、その金額はありません。 

(2) 賞与引当金 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 
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(3) 役員賞与引当金 

 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき必要額を計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支

給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

５．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動又はキャッシュ･フロー変動を相殺するヘッジ

について、ヘッジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引等を特定し、ヘッジ開始

時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累

計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額等を基礎

として判断しております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、主に「銀行業に

おける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性

評価の方法については、外貨建の貸出金等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取

引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建の貸出金等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相

当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

 

（会計方針の変更） 

 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下

「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針

第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将

来にわたって適用することといたしました。 

なお、当該適用指針の適用に伴う、計算書類への影響はありません。 
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【特別業務勘定】 

重要な会計上の見積り 

 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係

る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

・貸倒引当金 

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した額 

貸倒引当金 183百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

① 算定方法 

 貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「４．引当金の計上基準」「(1) 貸倒引当金」

に記載しております。 

 当行は政策金融機関として政策目的実現のための金融を業務としており、与信先の信用状態の

悪化等により、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。このため、

与信先の財務状況の悪化等により資産の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスクとし

て、将来の貸倒による予想損失額を算出し、貸倒引当金として計上しております。当行が行って

いる対外経済取引の支援等のための金融はその性格上、外国政府・政府機関や外国企業向けのも

のも多く、したがって与信に伴う信用リスクとしてソヴリンリスクあるいはカントリーリスクの

占める割合が比較的大きいことが特徴となっております。 

 貸倒引当金は、当行があらかじめ定めている自己査定基準及び償却・引当基準にしたがって算

定されますが、その算定過程には、債務者の返済状況、財務内容、業績及びこれらの将来見通し

等に基づき、債務者の返済能力を評価して決定される債務者区分の判定が含まれております。 

(注) 当行の与信に伴う信用リスクの詳細については、「（金融商品関係）１．金融商品の状況

に関する事項 (2) 金融商品の内容及びそのリスク イ 信用リスク」の記載をご参照く

ださい。 

② 主要な仮定 

 主要な仮定は、債務者区分の判定における債務者等に関する将来見通しであります。 

 上記の仮定は、債務者を取り巻く経営環境の変化や債務者の事業戦略の成否等によって影響を

受けるため、当行の見積り及び判断は、経済環境の変化や新しい情報が利用可能となることによ

り随時評価し、変更しております。 

 そのため、主要な仮定に関する見積り及び判断は、貸倒引当金の金額に重要な影響を及ぼす可

能性があります。 

③ 翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

 新型コロナウイルス感染症の常態化により、与信先である各国・各地域の経済及び個別与信先

の財務状況等につき影響が生じており、現時点で見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を考慮し

て債務者区分を決定しております。 

 新型コロナウイルス感染症の常態化による影響は、各国間の違いがあり、ワクチンの普及度合

いや政策支援動向等による不確実性が残るものの縮小傾向にあり、世界経済は前年から引き続き

一定の成長が見込まれることから、現時点においては、当事業年度末に保有している貸出金等の

当面の信用リスクは過去と同程度という仮定に基づいて、過去の一定期間における倒産実績を基

礎とした倒産確率等に基づいて貸倒引当金を計上しております。 

 なお、今後の見通しには不確実性があるため、上記の仮定と異なり、新型コロナウイルス感染

症の状況や経済への影響が想定から大幅に変化した場合には、翌事業年度末の貸倒引当金は増減

する可能性があります。 

 また、当事業年度末の貸倒引当金は現時点における最善の見積りでありますが、新型コロナウ

イルス感染症の常態化による影響以外にも見積りの不確実性が高く、見積り時点の想定以上に債

務者の業績や財務内容等が変化した場合には、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリス

クがあります。 

 
  

【特別業務勘定】 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額  13,067百万円

２．株式会社国際協力銀行法に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の貸出

金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものでありま

す。 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 該当事項はありません

危険債権額 該当事項はありません

３月以上延滞債権額 該当事項はありません

貸出条件緩和債権額 該当事項はありません

 

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

 ３月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに３月以上延滞債権に該当しないものであります。 

３．当行には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせず、対象

事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱いがあります。貸借対照表に計上している証書

貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。 

 なお、当事業年度末における未実行残高は、31百万円であります。 

４．株式会社国際協力銀行法第34条の規定により当行の総財産を当行の発行するすべての社債の一般担

保に供しております。なお、特別業務勘定においては社債は発行しておりません。 

５．偶発債務 

 特別業務勘定は、2012年４月１日に株式会社日本政策金融公庫が承継した株式会社日本政策金融公

庫既発債券60,000百万円について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協力銀行法

附則第17条第２項の規定により特別業務勘定の総財産を上記連帯債務の一般担保に供しております。 

６．株式会社国際協力銀行法第31条の規定により剰余金の処分に制限を受けております。 

 同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上

した剰余金の額が０を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金

として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終

了後３月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。  

 なお、同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算におい

て計上した剰余金の額が０を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が０となるまで取り崩して整理

しなければならないものとされております。 
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【特別業務勘定】 

重要な会計上の見積り 

 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係

る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

・貸倒引当金 

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した額 

貸倒引当金 183百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

① 算定方法 

 貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「４．引当金の計上基準」「(1) 貸倒引当金」

に記載しております。 

 当行は政策金融機関として政策目的実現のための金融を業務としており、与信先の信用状態の

悪化等により、債権の回収が不可能又は困難になり、損失を被る可能性があります。このため、

与信先の財務状況の悪化等により資産の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスクとし

て、将来の貸倒による予想損失額を算出し、貸倒引当金として計上しております。当行が行って

いる対外経済取引の支援等のための金融はその性格上、外国政府・政府機関や外国企業向けのも

のも多く、したがって与信に伴う信用リスクとしてソヴリンリスクあるいはカントリーリスクの

占める割合が比較的大きいことが特徴となっております。 

 貸倒引当金は、当行があらかじめ定めている自己査定基準及び償却・引当基準にしたがって算

定されますが、その算定過程には、債務者の返済状況、財務内容、業績及びこれらの将来見通し

等に基づき、債務者の返済能力を評価して決定される債務者区分の判定が含まれております。 

(注) 当行の与信に伴う信用リスクの詳細については、「（金融商品関係）１．金融商品の状況

に関する事項 (2) 金融商品の内容及びそのリスク イ 信用リスク」の記載をご参照く

ださい。 

② 主要な仮定 

 主要な仮定は、債務者区分の判定における債務者等に関する将来見通しであります。 

 上記の仮定は、債務者を取り巻く経営環境の変化や債務者の事業戦略の成否等によって影響を

受けるため、当行の見積り及び判断は、経済環境の変化や新しい情報が利用可能となることによ

り随時評価し、変更しております。 

 そのため、主要な仮定に関する見積り及び判断は、貸倒引当金の金額に重要な影響を及ぼす可

能性があります。 

③ 翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

 新型コロナウイルス感染症の常態化により、与信先である各国・各地域の経済及び個別与信先

の財務状況等につき影響が生じており、現時点で見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を考慮し

て債務者区分を決定しております。 

 新型コロナウイルス感染症の常態化による影響は、各国間の違いがあり、ワクチンの普及度合

いや政策支援動向等による不確実性が残るものの縮小傾向にあり、世界経済は前年から引き続き

一定の成長が見込まれることから、現時点においては、当事業年度末に保有している貸出金等の

当面の信用リスクは過去と同程度という仮定に基づいて、過去の一定期間における倒産実績を基

礎とした倒産確率等に基づいて貸倒引当金を計上しております。 

 なお、今後の見通しには不確実性があるため、上記の仮定と異なり、新型コロナウイルス感染

症の状況や経済への影響が想定から大幅に変化した場合には、翌事業年度末の貸倒引当金は増減

する可能性があります。 

 また、当事業年度末の貸倒引当金は現時点における最善の見積りでありますが、新型コロナウ

イルス感染症の常態化による影響以外にも見積りの不確実性が高く、見積り時点の想定以上に債

務者の業績や財務内容等が変化した場合には、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリス

クがあります。 

 
  

【特別業務勘定】 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額  13,067百万円

２．株式会社国際協力銀行法に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の貸出

金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものでありま

す。 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 該当事項はありません

危険債権額 該当事項はありません

３月以上延滞債権額 該当事項はありません

貸出条件緩和債権額 該当事項はありません

 

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

 ３月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに３月以上延滞債権に該当しないものであります。 

３．当行には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することはせず、対象

事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱いがあります。貸借対照表に計上している証書

貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。 

 なお、当事業年度末における未実行残高は、31百万円であります。 

４．株式会社国際協力銀行法第34条の規定により当行の総財産を当行の発行するすべての社債の一般担

保に供しております。なお、特別業務勘定においては社債は発行しておりません。 

５．偶発債務 

 特別業務勘定は、2012年４月１日に株式会社日本政策金融公庫が承継した株式会社日本政策金融公

庫既発債券60,000百万円について、連帯して債務を負っております。なお、株式会社国際協力銀行法

附則第17条第２項の規定により特別業務勘定の総財産を上記連帯債務の一般担保に供しております。 

６．株式会社国際協力銀行法第31条の規定により剰余金の処分に制限を受けております。 

 同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上

した剰余金の額が０を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金

として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終

了後３月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。  

 なお、同法第26条の２各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算におい

て計上した剰余金の額が０を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が０となるまで取り崩して整理

しなければならないものとされております。 
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【特別業務勘定】 

（株主資本等変動計算書関係） 

発行済株式の種類及び総数 
(単位：株) 

 

株式の種類 
当事業年度期首 

株式数 
当事業年度増加 

株式数 
当事業年度減少 

株式数 
当事業年度末 

株式数 

普通株式 163,300,000,000 10,000,000,000 － 173,300,000,000 
 

(注) 変動事由の概要 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

新株の発行による増加 10,000,000,000株

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当行は、株式会社国際協力銀行法に基づき、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とし

つつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争

力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における

事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対

処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的として

設立された政策金融機関であります。 

 上記目的のもと、当行は、「輸出金融」、「輸入金融」、「投資金融」、「事業開発等金融」

（各々保証含む。）及び「出資」等を主要な業務として行っており、これらの業務を行うため、財

政融資資金及び外国為替資金特別会計借入金の借入並びに社債の発行等により資金調達を行ってお

ります。金利変動及び為替変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動及び為替

変動による不利な影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理（ALM）を行って

おります。また、外貨建取引等から生じるリスクを回避する目的から、デリバティブ取引を行って

おります。加えて、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社国際協力銀行法に基づき、

国債等の安全性が高いものに限定されております。 

 なお、政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画及び資金計画

（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金及び貸出金等）についても予算に添付し国会に提出

しております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

 当行が保有する金融資産は、主に国内外の与信先に対する貸出金、有価証券であり、金融負債は、

主に借用金及び社債であり、以下のリスクがあります。 

イ 信用リスク 

 信用リスクとは、与信先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の価値

が減少ないし消滅し、当行が損失を被るリスクであります。 

 当行の信用リスクとしては、ソヴリンリスク、カントリーリスク、コーポレートリスク及びプ

ロジェクトリスクが挙げられます。当行が行っている対外経済取引支援等のための金融は、その

性格上、外国政府・政府機関や外国企業向けのものも多く、したがって、与信に伴う信用リスク

としてソヴリンリスクあるいはカントリーリスクの占める割合が比較的大きいことが特徴となっ

ております。 

 したがって、与信先である各国・各地域の政治・経済等の動向やそれらに伴う個別与信先の財

務状況等が大幅に悪化した場合には、これらに起因して当行の業績及び財務状況に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

(注) ソヴリンリスクとは外国政府等向け与信に伴うリスク、カントリーリスクとは外国企業及

び外国に所在するプロジェクト向け与信に伴うリスク（コーポレートリスク及びプロジェ

クトリスクに付加される企業所在国及びプロジェクト所在国に起因するリスク）、コーポ

レートリスクとは企業向け与信に伴うリスク、プロジェクトリスクとは与信対象プロジェ

クトが生むキャッシュ・フローを主たる返済原資とするプロジェクトファイナンス等の場

合において対象プロジェクトが計画されたキャッシュ・フローを生まないリスクを指して

おります。 
  

【特別業務勘定】 

ロ 市場リスク 

 市場リスクとは、金利、為替等様々な市場のリスクファクターの変動により、資産・負債（オ

フ・バランスを含む。）の価値が変動し損失を被るリスク及び資産・負債（オフ・バランスを含

む。）から生み出される収益が変動し損失を被るリスクであります。 

 当行が負う市場リスクは、主に為替リスクと金利リスクで構成されており、市場の混乱等、市

場が変動した場合には、当該リスクに起因した損失を被る可能性がありますが、原則として金利

スワップ取引、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約を行うことにより当該リスクを回避して

おります。   

 なお、当行では、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金、借用金及

び社債に係る金利の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。これらに係るヘッジ有

効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金、借

用金及び社債とヘッジ手段である金利スワップ取引を特定し、ヘッジ開始時から有効性判定時ま

での期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額等を基礎として判断してお

ります。 

 また、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段として、ヘッジ対象である外貨建

の貸出金及び社債等に係る金利及び為替の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。

これらに係るヘッジ有効性評価の方法については、外貨建の貸出金及び社債等の為替変動リスク

を減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象で

ある外貨建の貸出金及び社債等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確

認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

ハ 流動性リスク 

 流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金

確保が困難になる又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失

を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができなくなる又は

通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動

性リスク）であります。 

 当行では、預金受入を行っておらず、財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・

安定的な資金調達を実施していることから、流動性リスクは限定的と考えられますが、市場の混

乱又は不測の事態等において資金調達費用が増加する等の可能性があります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

 当行のリスク管理体制は次のとおりです。 

イ 信用リスクの管理 

 当行は、与信決定にあたっての与信先信用力等の評価を通じた個別与信管理を信用リスク管理

の基本としております。 

 新規与信においては、与信担当部門（営業推進部門）及び審査管理部門による与信先に関する

情報の収集・分析に加えて、特に外国政府等あるいは外国企業に関する情報収集には海外駐在員

事務所も関与しております。これらの部門が収集・分析した情報を基に、与信担当部門と審査管

理部門が相互に牽制関係を維持しながら与信の適否に関する検討を行い、最終的にはマネジメン

トによる与信決定の判断がなされる体制をとっております。 

 なお、外国政府等向け融資又は外国企業向け融資に関しては、当行は公的金融機関としての性

格を活用して、相手国政府関係当局や国際通貨基金（IMF）・世界銀行等の国際機関あるいは地

域開発金融機関並びに先進国の類似機関や民間金融機関との意見交換を通じて、与信先となる外

国政府・政府機関や相手国の政治経済に関する情報を幅広く収集し、外国政府等向け与信に伴う

ソヴリンリスクあるいは外国企業向け与信に伴うカントリーリスク（コーポレートリスク及びプ

ロジェクトリスクに付加される企業所在国に起因するリスク）を評価しております。 

 与信管理においては、細分化されたリスクカテゴリーごとの行内信用格付制度及び資産自己査

定制度を設けており、与信担当部門及び審査管理部門が当該制度に基づき適時の与信管理を行う

とともに、定期的に「統合リスク管理委員会」を開催し与信管理の状況をマネジメントに対して

報告を行う体制としております。さらに、与信管理の状況については、独立した内部監査部門が

チェックを行っております。 
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【特別業務勘定】 

（株主資本等変動計算書関係） 

発行済株式の種類及び総数 
(単位：株) 

 

株式の種類 
当事業年度期首 

株式数 
当事業年度増加 

株式数 
当事業年度減少 

株式数 
当事業年度末 

株式数 

普通株式 163,300,000,000 10,000,000,000 － 173,300,000,000 
 

(注) 変動事由の概要 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

新株の発行による増加 10,000,000,000株

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当行は、株式会社国際協力銀行法に基づき、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とし

つつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争

力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における

事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対

処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的として

設立された政策金融機関であります。 

 上記目的のもと、当行は、「輸出金融」、「輸入金融」、「投資金融」、「事業開発等金融」

（各々保証含む。）及び「出資」等を主要な業務として行っており、これらの業務を行うため、財

政融資資金及び外国為替資金特別会計借入金の借入並びに社債の発行等により資金調達を行ってお

ります。金利変動及び為替変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動及び為替

変動による不利な影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理（ALM）を行って

おります。また、外貨建取引等から生じるリスクを回避する目的から、デリバティブ取引を行って

おります。加えて、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社国際協力銀行法に基づき、

国債等の安全性が高いものに限定されております。 

 なお、政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画及び資金計画

（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金及び貸出金等）についても予算に添付し国会に提出

しております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

 当行が保有する金融資産は、主に国内外の与信先に対する貸出金、有価証券であり、金融負債は、

主に借用金及び社債であり、以下のリスクがあります。 

イ 信用リスク 

 信用リスクとは、与信先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）の価値

が減少ないし消滅し、当行が損失を被るリスクであります。 

 当行の信用リスクとしては、ソヴリンリスク、カントリーリスク、コーポレートリスク及びプ

ロジェクトリスクが挙げられます。当行が行っている対外経済取引支援等のための金融は、その

性格上、外国政府・政府機関や外国企業向けのものも多く、したがって、与信に伴う信用リスク

としてソヴリンリスクあるいはカントリーリスクの占める割合が比較的大きいことが特徴となっ

ております。 

 したがって、与信先である各国・各地域の政治・経済等の動向やそれらに伴う個別与信先の財

務状況等が大幅に悪化した場合には、これらに起因して当行の業績及び財務状況に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

(注) ソヴリンリスクとは外国政府等向け与信に伴うリスク、カントリーリスクとは外国企業及

び外国に所在するプロジェクト向け与信に伴うリスク（コーポレートリスク及びプロジェ

クトリスクに付加される企業所在国及びプロジェクト所在国に起因するリスク）、コーポ

レートリスクとは企業向け与信に伴うリスク、プロジェクトリスクとは与信対象プロジェ

クトが生むキャッシュ・フローを主たる返済原資とするプロジェクトファイナンス等の場

合において対象プロジェクトが計画されたキャッシュ・フローを生まないリスクを指して

おります。 
  

【特別業務勘定】 

ロ 市場リスク 

 市場リスクとは、金利、為替等様々な市場のリスクファクターの変動により、資産・負債（オ

フ・バランスを含む。）の価値が変動し損失を被るリスク及び資産・負債（オフ・バランスを含

む。）から生み出される収益が変動し損失を被るリスクであります。 

 当行が負う市場リスクは、主に為替リスクと金利リスクで構成されており、市場の混乱等、市

場が変動した場合には、当該リスクに起因した損失を被る可能性がありますが、原則として金利

スワップ取引、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約を行うことにより当該リスクを回避して

おります。   

 なお、当行では、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金、借用金及

び社債に係る金利の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。これらに係るヘッジ有

効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金、借

用金及び社債とヘッジ手段である金利スワップ取引を特定し、ヘッジ開始時から有効性判定時ま

での期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額等を基礎として判断してお

ります。 

 また、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段として、ヘッジ対象である外貨建

の貸出金及び社債等に係る金利及び為替の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。

これらに係るヘッジ有効性評価の方法については、外貨建の貸出金及び社債等の為替変動リスク

を減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象で

ある外貨建の貸出金及び社債等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確

認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

ハ 流動性リスク 

 流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金

確保が困難になる又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失

を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができなくなる又は

通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動

性リスク）であります。 

 当行では、預金受入を行っておらず、財政融資資金、政府保証債及び財投機関債などの長期・

安定的な資金調達を実施していることから、流動性リスクは限定的と考えられますが、市場の混

乱又は不測の事態等において資金調達費用が増加する等の可能性があります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

 当行のリスク管理体制は次のとおりです。 

イ 信用リスクの管理 

 当行は、与信決定にあたっての与信先信用力等の評価を通じた個別与信管理を信用リスク管理

の基本としております。 

 新規与信においては、与信担当部門（営業推進部門）及び審査管理部門による与信先に関する

情報の収集・分析に加えて、特に外国政府等あるいは外国企業に関する情報収集には海外駐在員

事務所も関与しております。これらの部門が収集・分析した情報を基に、与信担当部門と審査管

理部門が相互に牽制関係を維持しながら与信の適否に関する検討を行い、最終的にはマネジメン

トによる与信決定の判断がなされる体制をとっております。 

 なお、外国政府等向け融資又は外国企業向け融資に関しては、当行は公的金融機関としての性

格を活用して、相手国政府関係当局や国際通貨基金（IMF）・世界銀行等の国際機関あるいは地

域開発金融機関並びに先進国の類似機関や民間金融機関との意見交換を通じて、与信先となる外

国政府・政府機関や相手国の政治経済に関する情報を幅広く収集し、外国政府等向け与信に伴う

ソヴリンリスクあるいは外国企業向け与信に伴うカントリーリスク（コーポレートリスク及びプ

ロジェクトリスクに付加される企業所在国に起因するリスク）を評価しております。 

 与信管理においては、細分化されたリスクカテゴリーごとの行内信用格付制度及び資産自己査

定制度を設けており、与信担当部門及び審査管理部門が当該制度に基づき適時の与信管理を行う

とともに、定期的に「統合リスク管理委員会」を開催し与信管理の状況をマネジメントに対して

報告を行う体制としております。さらに、与信管理の状況については、独立した内部監査部門が

チェックを行っております。 
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【特別業務勘定】 

 また、当行の有する外国政府等向けの公的債権については、民間金融機関にはない公的債権者

固有の国際的な枠組みによる債権保全メカニズムが存在します。これは、債務国の経済状況等に

より返済が一時的に困難となった場合において、持続的な債務返済を可能とするために、債権国

会議（パリクラブ）の場における国際的合意により、債務繰延等の国際収支支援が実施されるも

のであります。この国際収支支援の中で、債務国は、IMFとの間で合意された経済改革プログラ

ムを実施し、持続可能な債務返済能力を確保していくことになります。当行は、公的金融機関と

しての立場から、外国政府等向けの公的債権については、本パリクラブの枠組みに基づき債権保

全を行っております。 

 当行では、以上の個別与信管理に加えて、ポートフォリオ全体のリスク量把握のため、信用リ

スクの計量化も行っております。信用リスクの計量化にあたっては、長期の貸出や、ソヴリンリ

スクあるいはカントリーリスクを伴った融資の占める割合が大きいという民間金融機関には例を

見ない当行のローン・ポートフォリオの特徴、さらには公的債権者固有のパリクラブ等国際的支

援の枠組み等による債権保全メカニズムを織り込むことが適切であり、これらの諸要素を考慮し

た当行独自の信用リスク計量化モデルにより、信用リスク量を計測し、与信管理に活用しており

ます。 

ロ 市場リスクの管理 

 当行は、ALMによって為替リスク及び金利リスクを管理しております。市場リスク管理規則等

において、リスク管理方法や手続等の詳細を規定しており、ALM委員会を設置の上、ALMの実施状

況の把握・確認、今後の対応等の審議を行っております。また、金融資産及び負債の金利や期間

を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析、VaRによる市場リスク量計測等によりモニ

タリングを行い、定期的にALM委員会に報告しております。 

 なお、当行における為替リスク及び金利リスクにおけるリスク管理の基本的な方針は、以下の

とおりとなっております。 

(ⅰ) 為替リスク 

 当行で行っている外貨貸付業務に伴う為替変動リスクに関して、当行では原則として外貨

貸付・調達にあたり通貨スワップ及び先物外国為替予約を利用したフルヘッジ方針をとって

おります。 

(ⅱ) 金利リスク 

 市場金利の変動により損失を被る金利リスクに関して、円貨貸付業務、外貨貸付業務それ

ぞれ以下のとおりとなっております。 

ａ 円貨貸付業務 

 円貨貸付業務においては、主に固定金利での資金管理を行っております。ただし、金利

変動リスクの影響が大きいと考えられる部分では、スワップ等により金利リスク・ヘッジ

を行っており、金利リスクは限定的です。 

ｂ 外貨貸付業務 

 外貨貸付業務においては、原則として、貸付・調達ともに金利スワップを利用して変動

金利での資金管理を行うことにより金利リスク・ヘッジを行っております。 

(ⅲ) 市場リスクの状況 

 当行は、金融商品のトレーディング勘定は有しておらず、バンキング勘定のみとなってお

り、更に前述のとおり、ヘッジ対応を原則としておりますが、潜在的リスクの把握等を目的

として、金利リスクと為替リスクの相関を考慮した市場リスク量（VaR）等を計測しており、

当事業年度の特別業務勘定における市場リスク量（VaR）の状況は以下のとおりとなっており

ます。 

ａ 市場リスク量（VaR）の状況（当事業年度末） 

44億円 

ｂ 市場リスク量（VaR）の計測手法 

ヒストリカル法（信頼区間99％、保有期間１年、観測期間５年） 

ｃ 市場リスク量（VaR）によるリスク管理 

 VaRとは、①過去の特定期間（「観測期間」）の金利・為替等の市場動向実績を捕捉した

上で、②統計学における確率分布の考え方を援用した一定確率（「信頼区間」）の下で、

③一定期間（「保有期間」）経過後に発生し得る時価損益変動金額の最大値を評価した市

場リスク管理指標です。 

【特別業務勘定】 

 その計測にあたっては、市場動向実績や確率分布のセオリー等を前提としていますが、

将来に向けた市場推移がこれらの前提を逸脱する可能性を踏まえ、VaRによる市場リスク計

測の有効性を確認するため、VaR計測結果とその後の実績推移を突合するバックテストを行

うとともに、市場変動実績に捉われないストレステストを実施し、多面的にリスク量を捕

捉しております。 

 なお、VaR計測に伴う一般的な留意点は、以下のとおりです。 

・VaR値は、信頼区間・保有期間・観測期間の設定方法等によって異なります。 

・VaR値は、計測時点での時価損益変動金額の最大値ではありますが、保有期間経過中に

おいて市場動向等の前提条件が変化していくことから、計測値が必ずしも将来時点で

実現するものではありません。 

・VaR値は、特定の前提条件に基づく最大値であり、リスク管理指標として実践的に活用

していく上では、当該最大値を超過する可能性を念頭に置くことが肝要です。 

ハ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

 当行では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債な

どの長期・安定的な資金調達を実施しております。 

 また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関との間で短期借入

枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めております。 

ニ デリバティブ取引 

 デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性評価、事務管理に関する部署をそれ

ぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、デリバティブ関連規定に基づき実施しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 2023年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預け金、金

融商品等差入担保金及び金融商品等受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

ることから、注記を省略しております。 
（単位：百万円） 

 

 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

（１）貸出金 31,137   

貸倒引当金（＊１） △183   

 30,954 25,151 △5,802 

資産計 30,954 25,151 △5,802 

（１）借用金 4,200 4,180 △19 

負債計 4,200 4,180 △19 

デリバティブ取引（＊２）    

ヘッジ会計が適用されて 
いないもの 

－ － － 

ヘッジ会計が適用されて 
いるもの（＊３） 

(1,518) (1,518) － 

デリバティブ取引計 (1,518) (1,518) － 
 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティ

ブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、（ ）で表示しております。 

（＊３）ヘッジ対象である貸出金等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワッ

プ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参

照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号 2022年３月17日）を適用

【特別業務勘定】
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【特別業務勘定】 

 また、当行の有する外国政府等向けの公的債権については、民間金融機関にはない公的債権者

固有の国際的な枠組みによる債権保全メカニズムが存在します。これは、債務国の経済状況等に

より返済が一時的に困難となった場合において、持続的な債務返済を可能とするために、債権国

会議（パリクラブ）の場における国際的合意により、債務繰延等の国際収支支援が実施されるも

のであります。この国際収支支援の中で、債務国は、IMFとの間で合意された経済改革プログラ

ムを実施し、持続可能な債務返済能力を確保していくことになります。当行は、公的金融機関と

しての立場から、外国政府等向けの公的債権については、本パリクラブの枠組みに基づき債権保

全を行っております。 

 当行では、以上の個別与信管理に加えて、ポートフォリオ全体のリスク量把握のため、信用リ

スクの計量化も行っております。信用リスクの計量化にあたっては、長期の貸出や、ソヴリンリ

スクあるいはカントリーリスクを伴った融資の占める割合が大きいという民間金融機関には例を

見ない当行のローン・ポートフォリオの特徴、さらには公的債権者固有のパリクラブ等国際的支

援の枠組み等による債権保全メカニズムを織り込むことが適切であり、これらの諸要素を考慮し

た当行独自の信用リスク計量化モデルにより、信用リスク量を計測し、与信管理に活用しており

ます。 

ロ 市場リスクの管理 

 当行は、ALMによって為替リスク及び金利リスクを管理しております。市場リスク管理規則等

において、リスク管理方法や手続等の詳細を規定しており、ALM委員会を設置の上、ALMの実施状

況の把握・確認、今後の対応等の審議を行っております。また、金融資産及び負債の金利や期間

を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析、VaRによる市場リスク量計測等によりモニ

タリングを行い、定期的にALM委員会に報告しております。 

 なお、当行における為替リスク及び金利リスクにおけるリスク管理の基本的な方針は、以下の

とおりとなっております。 

(ⅰ) 為替リスク 

 当行で行っている外貨貸付業務に伴う為替変動リスクに関して、当行では原則として外貨

貸付・調達にあたり通貨スワップ及び先物外国為替予約を利用したフルヘッジ方針をとって

おります。 

(ⅱ) 金利リスク 

 市場金利の変動により損失を被る金利リスクに関して、円貨貸付業務、外貨貸付業務それ

ぞれ以下のとおりとなっております。 

ａ 円貨貸付業務 

 円貨貸付業務においては、主に固定金利での資金管理を行っております。ただし、金利

変動リスクの影響が大きいと考えられる部分では、スワップ等により金利リスク・ヘッジ

を行っており、金利リスクは限定的です。 

ｂ 外貨貸付業務 

 外貨貸付業務においては、原則として、貸付・調達ともに金利スワップを利用して変動

金利での資金管理を行うことにより金利リスク・ヘッジを行っております。 

(ⅲ) 市場リスクの状況 

 当行は、金融商品のトレーディング勘定は有しておらず、バンキング勘定のみとなってお

り、更に前述のとおり、ヘッジ対応を原則としておりますが、潜在的リスクの把握等を目的

として、金利リスクと為替リスクの相関を考慮した市場リスク量（VaR）等を計測しており、

当事業年度の特別業務勘定における市場リスク量（VaR）の状況は以下のとおりとなっており

ます。 

ａ 市場リスク量（VaR）の状況（当事業年度末） 

44億円 

ｂ 市場リスク量（VaR）の計測手法 

ヒストリカル法（信頼区間99％、保有期間１年、観測期間５年） 

ｃ 市場リスク量（VaR）によるリスク管理 

 VaRとは、①過去の特定期間（「観測期間」）の金利・為替等の市場動向実績を捕捉した

上で、②統計学における確率分布の考え方を援用した一定確率（「信頼区間」）の下で、

③一定期間（「保有期間」）経過後に発生し得る時価損益変動金額の最大値を評価した市

場リスク管理指標です。 

【特別業務勘定】 

 その計測にあたっては、市場動向実績や確率分布のセオリー等を前提としていますが、

将来に向けた市場推移がこれらの前提を逸脱する可能性を踏まえ、VaRによる市場リスク計

測の有効性を確認するため、VaR計測結果とその後の実績推移を突合するバックテストを行

うとともに、市場変動実績に捉われないストレステストを実施し、多面的にリスク量を捕

捉しております。 

 なお、VaR計測に伴う一般的な留意点は、以下のとおりです。 

・VaR値は、信頼区間・保有期間・観測期間の設定方法等によって異なります。 

・VaR値は、計測時点での時価損益変動金額の最大値ではありますが、保有期間経過中に

おいて市場動向等の前提条件が変化していくことから、計測値が必ずしも将来時点で

実現するものではありません。 

・VaR値は、特定の前提条件に基づく最大値であり、リスク管理指標として実践的に活用

していく上では、当該最大値を超過する可能性を念頭に置くことが肝要です。 

ハ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

 当行では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財投機関債な

どの長期・安定的な資金調達を実施しております。 

 また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関との間で短期借入

枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めております。 

ニ デリバティブ取引 

 デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性評価、事務管理に関する部署をそれ

ぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、デリバティブ関連規定に基づき実施しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 2023年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預け金、金

融商品等差入担保金及び金融商品等受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

ることから、注記を省略しております。 
（単位：百万円） 

 

 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

（１）貸出金 31,137   

貸倒引当金（＊１） △183   

 30,954 25,151 △5,802 

資産計 30,954 25,151 △5,802 

（１）借用金 4,200 4,180 △19 

負債計 4,200 4,180 △19 

デリバティブ取引（＊２）    

ヘッジ会計が適用されて 
いないもの 

－ － － 

ヘッジ会計が適用されて 
いるもの（＊３） 

(1,518) (1,518) － 

デリバティブ取引計 (1,518) (1,518) － 
 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティ

ブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、（ ）で表示しております。 

（＊３）ヘッジ対象である貸出金等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワッ

プ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参

照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号 2022年３月17日）を適用

【特別業務勘定】
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【特別業務勘定】 

しております。 

 

（注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産」
には含まれておりません。 

（単位：百万円） 
 

区   分 貸借対照表計上額 

①  非上場株式等（子会社・関連会社）（＊１） 13,067 

②  非上場株式等（子会社・関連会社以外）（＊１） 3,071 

合   計 16,138 
 

（＊１）非上場株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 
（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 

３年以内 
３年超 

５年以内 
５年超 

７年以内 
７年超 

10年以内 
10年超 

貸出金 9,774 17,267 3,592 201 301 － 

 
（注３）借用金の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 

３年以内 
３年超 

５年以内 
５年超 

７年以内 
７年超 

10年以内 
10年超 

借用金 － 4,200 － － － － 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定し

た時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。 

 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

 

当事業年度（2023年３月31日） 
（単位：百万円） 

 

区 分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合  計 

デリバティブ取引（＊１）     

金利関連 － 618 － 618 

通貨関連 － (2,137) － (2,137) 

デリバティブ取引計 － (1,518) － (1,518) 
 

【特別業務勘定】 

（＊１）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティ

ブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、（ ）で表示しております。 

 

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

 

当事業年度（2023年３月31日） 
（単位：百万円） 

 

区 分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合  計 

貸出金 － － 25,151 25,151 

資産計 － － 25,151 25,151 

借用金 － 4,180 － 4,180 

負債計 － 4,180 － 4,180 

 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

貸出金 

 貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、信用リスク等を

反映させた元利金の合計額をリスクフリー・レートで割り引いて時価を算定しております。こ

のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行

後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価とし

ております。 

 また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシ

ュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を

算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額

を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。時価に対して観察できない

インプットによる影響額が重要であると考えられることから、当該時価はレベル３の時価に分

類しております。 

 

負 債 

借用金 

 借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借用金

の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このう

ち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行信用状態は実行後大きく

異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を

時価としております。観察できないインプットを用いていないことから、当該時価はレベル２

の時価に分類しております。 

 

デリバティブ取引 

 当行の保有するデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、

取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法等を利用して時価を算定しております。ま

た、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。そ

れらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、クレジットスプレッド等

であります。観察できないインプットを用いていないことからレベル２の時価に分類しており、

プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び為替予約取引等が含まれます。 

 

（注２）時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

 該当事項はありません。 
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【特別業務勘定】 

しております。 

 

（注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産」
には含まれておりません。 

（単位：百万円） 
 

区   分 貸借対照表計上額 

①  非上場株式等（子会社・関連会社）（＊１） 13,067 

②  非上場株式等（子会社・関連会社以外）（＊１） 3,071 

合   計 16,138 
 

（＊１）非上場株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 
（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 

３年以内 
３年超 

５年以内 
５年超 

７年以内 
７年超 

10年以内 
10年超 

貸出金 9,774 17,267 3,592 201 301 － 

 
（注３）借用金の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 

３年以内 
３年超 

５年以内 
５年超 

７年以内 
７年超 

10年以内 
10年超 

借用金 － 4,200 － － － － 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定し

た時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。 

 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

 

当事業年度（2023年３月31日） 
（単位：百万円） 

 

区 分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合  計 

デリバティブ取引（＊１）     

金利関連 － 618 － 618 

通貨関連 － (2,137) － (2,137) 

デリバティブ取引計 － (1,518) － (1,518) 
 

【特別業務勘定】 

（＊１）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティ

ブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、（ ）で表示しております。 

 

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

 

当事業年度（2023年３月31日） 
（単位：百万円） 

 

区 分 
時 価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合  計 

貸出金 － － 25,151 25,151 

資産計 － － 25,151 25,151 

借用金 － 4,180 － 4,180 

負債計 － 4,180 － 4,180 

 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

貸出金 

 貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、信用リスク等を

反映させた元利金の合計額をリスクフリー・レートで割り引いて時価を算定しております。こ

のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行

後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価とし

ております。 

 また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシ

ュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を

算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額

を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。時価に対して観察できない

インプットによる影響額が重要であると考えられることから、当該時価はレベル３の時価に分

類しております。 

 

負 債 

借用金 

 借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借用金

の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このう

ち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行信用状態は実行後大きく

異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を

時価としております。観察できないインプットを用いていないことから、当該時価はレベル２

の時価に分類しております。 

 

デリバティブ取引 

 当行の保有するデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、

取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法等を利用して時価を算定しております。ま

た、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。そ

れらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、クレジットスプレッド等

であります。観察できないインプットを用いていないことからレベル２の時価に分類しており、

プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び為替予約取引等が含まれます。 

 

（注２）時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

 該当事項はありません。 
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【特別業務勘定】 

（税効果会計関係） 

 当行は、法人税法（1965年法律第34号）第２条第５号の公共法人であり、法人税を納める義務がない

ため、税効果会計は適用しておりません。 

 

（持分法損益等関係） 

 特別業務勘定の関連会社は、当業務勘定の損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性が乏しい

ため、記載を省略しております。 

 
  

【特別業務勘定】 

（関連当事者との取引関係） 

１．親会社及び法人主要株主等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（注３） 

科 目 
期末残高 
（注３） 

主要株主 
財務省 

（財務大臣） 

被所有 
直接 
100％ 

政策金融行政 

増資の引受 
(注１) 

10,000 ― ― 

借入金利息の 
支払(注２) 

0 未払費用 0 

 

(注) １．増資の引受は、当行が行った株主割当増資を１株につき１円で引き受けたものであります。 

２．借入金利息の支払は、財政融資資金借入に係る利息の支払いであり、財政融資資金貸付金

利が適用されています。 

３．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

 

２．兄弟会社等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

主要株主が議決
権の過半数を所
有している会社
等 

株式会社日本 
政策金融公庫 

なし 連帯債務関係 連帯債務 
60,000 

(注１、２) 
― ― 

 

(注) １．株式会社国際協力銀行法附則第17条第１項第２号の規定により、株式会社日本政策金融公

庫既発債券に対し、当行が負っている連帯債務であります。当該連帯債務は、当行における各

勘定単位ではなく、当行全体で負っているため、当行の連帯債務総額を記載しております。な

お、同法附則第17条第２項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供し

ております。 

２．連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額  １円87銭

１株当たりの当期純利益金額 ０円00銭
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【特別業務勘定】 

（税効果会計関係） 

 当行は、法人税法（1965年法律第34号）第２条第５号の公共法人であり、法人税を納める義務がない

ため、税効果会計は適用しておりません。 

 

（持分法損益等関係） 

 特別業務勘定の関連会社は、当業務勘定の損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性が乏しい

ため、記載を省略しております。 

 
  

【特別業務勘定】 

（関連当事者との取引関係） 

１．親会社及び法人主要株主等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（注３） 

科 目 
期末残高 
（注３） 

主要株主 
財務省 

（財務大臣） 

被所有 
直接 
100％ 

政策金融行政 

増資の引受 
(注１) 

10,000 ― ― 

借入金利息の 
支払(注２) 

0 未払費用 0 

 

(注) １．増資の引受は、当行が行った株主割当増資を１株につき１円で引き受けたものであります。 

２．借入金利息の支払は、財政融資資金借入に係る利息の支払いであり、財政融資資金貸付金

利が適用されています。 

３．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

 

２．兄弟会社等 
(単位：百万円) 

 

種 類 会社等の名称 
議決権等の所有 
(被所有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

主要株主が議決
権の過半数を所
有している会社
等 

株式会社日本 
政策金融公庫 

なし 連帯債務関係 連帯債務 
60,000 

(注１、２) 
― ― 

 

(注) １．株式会社国際協力銀行法附則第17条第１項第２号の規定により、株式会社日本政策金融公

庫既発債券に対し、当行が負っている連帯債務であります。当該連帯債務は、当行における各

勘定単位ではなく、当行全体で負っているため、当行の連帯債務総額を記載しております。な

お、同法附則第17条第２項の規定により当業務勘定の総財産を当該連帯債務の一般担保に供し

ております。 

２．連帯債務に関して収益及び費用として計上している取引はありません。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額  １円87銭

１株当たりの当期純利益金額 ０円00銭
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【特別業務勘定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算書類の附属明細書 
 

第11期 
事業年度 

自 2022年４月１日 

至 2023年３月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社国際協力銀行 
 

（特別業務勘定） 
 
  

【特別業務勘定】 

１．引当金明細書 
(単位：百万円) 

 

区  分 当期首残高 当期増加額 

当期減少額 

当期末残高 

目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 342 183 － 342 183 

一 般 貸 倒 引 当 金 342 183 － 342 183 

賞 与 引 当 金 10 11 10 － 11 

役 員 賞 与 引 当 金 0 0 0 － 0 

退 職 給 付 引 当 金 32 11 5 － 39 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 0 0 0 － 0 

計 385 206 16 342 234 
 

(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。 

一般貸倒引当金…………………  洗替による取崩額 
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【特別業務勘定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算書類の附属明細書 
 

第11期 
事業年度 

自 2022年４月１日 

至 2023年３月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社国際協力銀行 
 

（特別業務勘定） 
 
  

【特別業務勘定】 

１．引当金明細書 
(単位：百万円) 

 

区  分 当期首残高 当期増加額 

当期減少額 

当期末残高 

目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 342 183 － 342 183 

一 般 貸 倒 引 当 金 342 183 － 342 183 

賞 与 引 当 金 10 11 10 － 11 

役 員 賞 与 引 当 金 0 0 0 － 0 

退 職 給 付 引 当 金 32 11 5 － 39 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 0 0 0 － 0 

計 385 206 16 342 234 
 

(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。 

一般貸倒引当金…………………  洗替による取崩額 
  

【特別業務勘定】
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【特別業務勘定】 

２．営業経費明細書 
(単位：百万円) 

 

区   分 金   額 

給 料 ・ 手 当 115 

退 職 給 付 費 用 12 

福 利 厚 生 費 17 

土 地 建 物 機 械 賃 借 料 72 

営 繕 費 2 

消 耗 品 費 6 

給 水 光 熱 費 1 

旅 費 27 

通 信 費 4 

広 告 宣 伝 費 0 

諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費 1 

租 税 公 課 11 

そ の 他 179 

計 452 

 

【特別業務勘定】
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【特別業務勘定】 

２．営業経費明細書 
(単位：百万円) 

 

区   分 金   額 

給 料 ・ 手 当 115 

退 職 給 付 費 用 12 

福 利 厚 生 費 17 

土 地 建 物 機 械 賃 借 料 72 

営 繕 費 2 

消 耗 品 費 6 

給 水 光 熱 費 1 

旅 費 27 

通 信 費 4 

広 告 宣 伝 費 0 

諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費 1 

租 税 公 課 11 

そ の 他 179 

計 452 
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独立監査人の監査報告書 

２０２３年５月２６日 

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 

取 締 役 会  御 中  

 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 西 田 裕 志 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 桒 田 俊 郎 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 橋 本 宜 幸 

監査意見 
 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社国際協力銀行の
２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日までの第１１期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。 
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

EY新新日日本本有有限限責責任任監監査査法法人人

1　独立監査人の監査報告書謄本
【監査報告】
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。 
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。 

計算書類等の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容に
ついて報告を行う。 

利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。 

以  上 
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独立監査人の監査報告書 

２０２３年５月２６日 

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 

取 締 役 会  御 中  

 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 西 田 裕 志 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 桒 田 俊 郎 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 橋 本 宜 幸 

監査意見 
 当監査法人は、株式会社国際協力銀行法第２６条の３が準用する会社法第４３６条第２項
第１号の規定に基づき、株式会社国際協力銀行の一般業務勘定の２０２２年４月１日から
２０２３年３月３１日までの第１１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」と
いう。）について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。 
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

EY新新日日本本有有限限責責任任監監査査法法人人
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。 
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。 

計算書類等の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容に
ついて報告を行う。 

利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。 

以  上 
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独立監査人の監査報告書 

２０２３年５月２６日 

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 

取 締 役 会  御 中  

 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 西 田 裕 志 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 桒 田 俊 郎 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 橋 本 宜 幸 

監査意見 
 当監査法人は、株式会社国際協力銀行法第２６条の３が準用する会社法第４３６条第２項
第１号の規定に基づき、株式会社国際協力銀行の特別業務勘定の２０２２年４月１日から
２０２３年３月３１日までの第１１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」と
いう。）について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。 
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

EY新新日日本本有有限限責責任任監監査査法法人人
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。 
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。 

計算書類等の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容に
ついて報告を行う。 

利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。 

以  上 
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監査報告書 

 
当監査役会は、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの第 11 期事業年

度の株式会社国際協力銀行、株式会社国際協力銀行法第 26 条の 2 第 1 号に規定

された一般業務及び同法第 13 条の 2 第 1 項に規定された特別業務に係る取締

役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、

本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を

図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監

査を実施しました。 
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類

等を閲覧し、本店等において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま

た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報

の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企

業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則

第 100 条第 1 項及び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の

内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ

いて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に

報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の執行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005 年 10
月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要

に応じて説明を求めました。 

2　監査役会の監査報告書謄本

－87－

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   87国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   87 2023/09/22   14:18:462023/09/22   14:18:46



以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
 
２．監査の結果 
（１）事業報告等の監査結果 

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、株式会社国際協力

銀行、一般業務及び特別業務の状況を正しく示しているものと認めます。 
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。 
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 
（２）株式会社国際協力銀行、一般業務に係る一般業務勘定及び特別業務に係る

特別業務勘定の計算書類及びその附属明細書の監査結果 
会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 
（３）連結計算書類の監査結果 
 会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 
 
 

2023 年 5 月 30 日 
 
株式会社国際協力銀行 監査役会 

 

常 勤 監 査 役 那須 規子 ㊞ 

 

監査役（社外監査役） 土屋 光章 ㊞ 

 

監査役（社外監査役） 本村 彩 ㊞  
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監査報告書 

 
2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの第 11 期事業年度の株式会社国

際協力銀行、株式会社国際協力銀行法第 26 条の 2 第 1 号に規定された一般業務

及び同法第 13 条の 2 第 1 項に規定された特別業務に係る取締役の職務の執行

に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査の方法及びその内容 

私は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収

集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等

を閲覧し、本店等において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集

団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100
条第 1 項及び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び

当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締

役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の

遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第 131 条

各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005 年 10 月 28 日

企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説

明を求めました。 
 
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及び

その附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株

主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

3　監査役の監査報告書謄本
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２．監査の結果 
（１）事業報告等の監査結果 

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、株式会社国際協力

銀行、一般業務及び特別業務の状況を正しく示しているものと認めます。 
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。 
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 
（２）株式会社国際協力銀行、一般業務に係る一般業務勘定及び特別業務に係る

特別業務勘定の計算書類及びその附属明細書の監査結果 
会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 
（３）連結計算書類の監査結果 
 会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 
 
 

2023 年 5 月 30 日 
 

株式会社国際協力銀行 
 

常勤監査役 那須 規子 ㊞ 
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監査報告書 
 

2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの第 11 期事業年度の株式会社国

際協力銀行、株式会社国際協力銀行法第 26 条の 2 第 1 号に規定された一般業務

及び同法第 13 条の 2 第 1 項に規定された特別業務に係る取締役の職務の執行

に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査の方法及びその内容 

私は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収

集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 
① 取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けました。 
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集

団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100
条第 1 項及び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び

当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締

役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の

遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第 131 条

各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005 年 10 月 28 日

企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説

明を求めました。 
 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
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２．監査の結果 
（１）事業報告等の監査結果 

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、株式会社国際協力

銀行、一般業務及び特別業務の状況を正しく示しているものと認めます。 
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。 
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 
（２）株式会社国際協力銀行、一般業務に係る一般業務勘定及び特別業務に係る

特別業務勘定の計算書類及びその附属明細書の監査結果 
会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 
（３）連結計算書類の監査結果 
 会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 
 
 

2023 年 5 月 30 日 
 

株式会社国際協力銀行 
 

監査役（社外監査役） 土屋 光章 ㊞ 
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監査報告書 
 

2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの第 11 期事業年度の株式会社国

際協力銀行、株式会社国際協力銀行法第 26 条の 2 第 1 号に規定された一般業務

及び同法第 13 条の 2 第 1 項に規定された特別業務に係る取締役の職務の執行

に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査の方法及びその内容 

私は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収

集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 
① 取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けました。 
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集

団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100
条第 1 項及び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び

当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締

役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の

遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第 131 条

各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005 年 10 月 28 日

企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説

明を求めました。 
 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
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２．監査の結果 
（１）事業報告等の監査結果 

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、株式会社国際協力

銀行、一般業務及び特別業務の状況を正しく示しているものと認めます。 
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。 
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 
（２）株式会社国際協力銀行、一般業務に係る一般業務勘定及び特別業務に係る

特別業務勘定の計算書類及びその附属明細書の監査結果 
会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 
（３）連結計算書類の監査結果 
 会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 
 
 

2023 年 5 月 30 日 
 

株式会社国際協力銀行 
 

監査役（社外監査役） 本村 彩 ㊞ 
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令
和

年
度

株
式

会
社

国
際

協
力

銀
行

決
算

報
告

書

　
令
和
 
4
 
年
度
に
お
け
る

　
　
収
入
済
額
は

円

で
あ
っ
て

　
　
　
支
出
済
額
は

円

で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
収
入
が
支
出
を
超
過
す
る
こ
と

円

で
あ
る
。

ま
た
、
一
般
業
務
勘
定
の
決
算
に
お
い
て
計
上
し
た
株
式
会
社
国
際
協

力
銀

行
法

(
平

成
2
3
年

法
律

第
3
9
号
)
第
2
6
条
の
3
第
1
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
(
平

成
1
7
年

法
律

第
8
6
号

）
第

4
4
6
条
の
剰
余
金
の
額
は

円

で
あ
っ
た
の
で
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
第
3
1
条
第
1
項
並
び
に
株

式
会

社
国

際
協

力
銀

行
法

施

行
令
（
平
成
2
3
年
政
令
第
2
2
1
号
）
第
6
条
第
1
項
第
1
号
及
び
第
2
項
第
1
号
の

規
定

に
よ

り

円

を
同
勘
定
の
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
、
残
余
の
額

円

を
国
庫
に
納
付
す
る
こ
と
と
し
て
、
決
算
を
結
了
し
た
。

特
別
業
務
勘
定
の
決
算
に
お
い
て
計
上
し
た
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行

法
第

2
6
条

の
3
第

1
項

に
お

い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
4
4
6
条
の
剰
余
金
の
額
は

円

で
あ
っ
た
の
で
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
第
3
1
条
第
1
項
並
び
に
株

式
会

社
国

際
協

力
銀

行
法

施

行
令
第
6
条
第
1
項
第
2
号
及
び
第
2
項
第
2
号
の
規
定
に
よ
り

円

を
同
勘
定
の
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
、
残
余
の
額

円

を
国
庫
に
納
付
す
る
こ
と
と
し
て
、
決
算
を
結
了
し
た
。

次
に
、
収
入
支
出
決
算
に
係
る
各
事
項
の
総
額
を
示
せ
ば
、
下
表
の
と
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り

で
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る
。
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由
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入
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円
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0
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目
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42
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52
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業

益
金

事
業

益
金
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収

入

保
証

料

配
当

金
収

入

受
入

雑
利

息
の

収
入

が
予

定
よ

り
少

な
か

っ
た

こ
と

等
の

た
め
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16
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5
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28
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0
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預
け

金
の

残
高
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予

定
よ

り
多

か
っ

た
こ

と
等

の
た

め
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人

当
た

り
保

険
料

が
予

定
よ

り
少

な
か

っ
た

こ
と

等
の

た
め

出
資

先
か

ら
の

配
当

が
あ

っ
た

た
め

貸
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金
の

貸
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利
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が

予
定
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の
た

め

支
払

承
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が
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た

め

　
２

　
支

　
　

　
出

前
年

度
予

備
費

翌
年

度

支
出

予
算

額
繰

越
額

使
用

額
支

出
予

算
現

額
支

出
済

額
繰

越
額

不
用

額
備

考

01
 
事

　
　

業
　

　
損

　
　

金

1-
01

役
員

給

1-
02

職
員

基
本

給

1-
03

職
員

諸
手

当

1-
04

超
過

勤
務

手
当

5-
07

諸
支

出
金

2-
08

旅
費

3-
09

業
務

諸
費

9-
10

交
際

費

9-
11

債
権

保
全

費

3-
12

税
金

5-
13

業
務

委
託

費

9-
14

支
払

利
息

3-
15

社
債

発
行

諸
費

09
 
予

 
　

　
　

備
　

　
　

 
費

　
  
（
9
-
･･

）

0 00 0

0
6
90

,1
47

,0
0
0

50
8,

89
1,

29
2

18
1,

2
55

,7
08

0 0

0 0 0 0 0 0

3,
36

4,
01

0
,6

03
2,

16
6,

26
0
,3

97

退
職

手
当

69
0,

14
7,

00
0

0

0 0

32
5,

51
1,

11
5,

77
8

47
7,

13
9,

79
9,

22
2

0 0 0

33
1,

43
5,

75
3,

45
5

0
0

5,
53

0,
27

1
,0

00

50
2,

91
7,

76
2,

54
50

23
3
,5

91
,0

00

83
4,

35
3,

51
6,

00
0

0
23

3,
59

1,
00

0
0

83
4,

35
3,

51
6,

00
0

0

0

00

5,
53

0,
27

1
,0

00
0

80
2,

65
0,

91
5,

00
0

00

00 00 000 0 0

項
　

　
　

　
　

　
　

　
目

96
,7

40
,0

0
0

32
9,

31
9,

00
0

11
,9

89
,3

5
5,

00
0

40
5,

00
0

1-
06

1,
05

7,
26

0
,0

00

1,
91

6,
70

9
,0

00

（
円

）

83
4,

11
9,

92
5,

00
0

19
1,

11
1,

00
0

3,
41

2,
02

6
,0

00

42
2,

34
9,

00
0

37
7,

61
4,

80
7

1,
91

6,
70

9
,0

00

00 00 0

96
,7

40
,0

0
0

0

11
6,

74
3,

43
2

93
,2

01
,4

4
2

2,
02

3,
70

7
,7

64

47
,9

88
,8

4
9

46
,7

18
,0

0
3

94
,8

12
,2

5
0

57
,5

99
,0

4
6

0 0

22
,3

11
,1

6
8

62
,6

58
,8

3
2

85
,3

96
,5

7
0

1,
16

1,
17

5
,2

36

25
7,

16
0

（
円

）

50
2,

91
7,

76
2,

54
5

18
9,

49
6,

26
1

50
4,

36
0,

15
1

3,
29

5,
28

2
,5

68

2,
34

0,
26

3
,5

58

97
1,

86
3,

43
0

28
2,

60
0,

99
7

1,
53

9,
09

4
,1

93

1,
92

7,
75

0

11
,9

31
,7

5
5,

95
4

14
7,

84
0

0 00
1,

05
7
,2

60
,0

00

0 0

32
9,

31
9,

00
0

11
,9

89
,3

5
5,

00
0

40
5,

00
0

3,
18

4,
88

3
,0

00

超
過

勤
務

手
当

に
不

足
を

生
じ

た
た

め
（

目
）

職
員

諸
手

当
か

ら
1
3
0
,
0
0
0
,
0
0
0
円

流
用

不
用

額
を

生
じ

た
の

は
、

金
利

の
低

下
に

伴
い

支
払

雑
利

息
及

び
社

債
利

息
が

減
少

し
た

こ
と

等
に

よ
り

、
支

払
利

息
を

要
す

る
こ

と
が

少
な

か
っ

た
こ

と
等

の
た

め

55
2,

34
9,

00
0

2,
43

3,
46

5
,0

00

3,
41

2,
02

6
,0

00

0

0

83
4,

11
9,

92
5,

00
0

0

19
1,

11
1,

00
0

0 0

0 0

0

支支
　　

    
　　

出出
　　

    
　　

合合
  　　

  　　
計計

0 00

1-
05

休
職

者
給

与

0
2,

56
3,

46
5
,0

00

84
,9

70
,0

0
0

80
2,

65
0,

91
5,

00
0

3,
18

4,
88

3
,0

00

23
3,

59
1,

00
0

0 00 0 0 00

予
算

総
則

の
規

定
に

よ
る

経
費

増
額

（
円

）

0 0 0 0

0

00 0 0 0

0

（
円

）

0 0

増
△

減
額

（
円

）

流
用

等

0

（
円

）
（

円
）

0

△
 1

3
0
,0

0
0
,0

0
0

13
0,

00
0,

00
0

84
,9

70
,0

0
0

（
円

）

33
1,

20
2,

16
2,

45
5

1,
61

4,
73

9

（
円

）

0 0

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   98国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   98 2023/09/22   14:18:492023/09/22   14:18:49



－99－

　
〔

収
入

支
出

決
算

額
〕

　
１

　
収

　
　

　
入

01
00

-0
0

01
01

-0
0

△

01
01

-0
1

△

01
01

-0
2

△

01
01

-0
3

02
00

-0
0

△

02
0
1-

00

02
0
1-

01

02
0
2-

00
△

労
働

保
険

料
被

保
険

者
負

担
金

02
0
2-

01
△ △

18
7,
11
4,
27
4,
96
0

62
,1
62
,1
18
,7
61

5,
72
5,
96
7
,0
00

0
2
37
,2
96
,1
25

23
7,
29
6,
12
5

貸
付

金
利

息
60
5,
39
4,
02
2,
00
0

27
4,
50
7,
47
0,
00
0

41
8,
27
9,
74
7,
04
0

21
2,
34
5,
35
1,
23
9

雑
収

入

運
用

収
入

運
用

収
入

雑
収

入

02
0
2-

02

72
,1
92
,8
26
,2
13

72
,2
04
,8
07
,3
13

11
,9
81
,1
00

34
,3
79
,0
00

3,
84
1,
20
3
,0
00

収収
　　

    
　　
入入
　　

    
　　
合合
　　

    
　　
計計

増
減

理
由

収
入

予
算

額
収

入
済

額
（

円
）

（
円

）

88
5,
62
7,
45
9,
00
0

2
49
,5
98
,4
19
,3
68

63
6,
02
9,
03
9,
63
2

22
,3
97
,9
00

△

款
・

項
・

目

10
,0
42
,6
88
,5
52

事
業

益
金

事
業

益
金

雑
収

入

保
証

料

配
当

金
収

入

受
入

雑
利

息
の

収
入

が
予

定
よ

り
少

な
か

っ
た

こ
と

等
の

た
め

5,
16
6,
64
5
,2
28

5
59
,3
21
,7
72

61
1,
11
9,
98
9,
00
0

42
3,
68
3
,6
88
,3
93

1
87
,4
36
,3
00
,6
07

27
0,
63
1,
88
8,
00
0

13
,8
83
,8
91
,5
52

19
8,
46
1,
45
9,
68
7

27
0,
66
6,
26
7,
00
0

19
8,
43
9,
06
1,
78
7

収
入

予
算

額
と

収
入

済
額

と
の

差
(
△

は
減

)
（

円
）

預
け

金
の

残
高

が
予

定
よ

り
多

か
っ

た
こ

と
等

の
た

め

１
人

当
た

り
保

険
料

が
予

定
よ

り
少

な
か

っ
た

こ
と

等
の

た
め

出
資

先
か

ら
の

配
当

が
あ

っ
た

た
め

貸
付

金
の

貸
付

利
回

り
が

予
定

を
下

回
っ

た
こ

と
等

の
た

め

支
払

承
諾

に
係

る
収

入
が

予
定

よ
り

少
な

か
っ

た
た

め

　
２

　
支

　
　

　
出

前
年

度
予

備
費

翌
年

度

支
出

予
算

額
繰

越
額

使
用

額
支

出
予

算
現

額
支

出
済

額
繰

越
額

不
用

額
備

考

01
 
事

　
　

業
　

　
損

　
　

金

1-
01

役
員

給

1-
02

職
員

基
本

給

1-
03

職
員

諸
手

当

1-
04

超
過

勤
務

手
当

5-
07

諸
支

出
金

2-
08

旅
費

3-
09

業
務

諸
費

9-
10

交
際

費

9-
11

債
権

保
全

費

3-
12

税
金

5-
13

業
務

委
託

費

9-
14

支
払

利
息

3-
15

社
債

発
行

諸
費

09
 
予

 
　

　
　

備
　

　
　

 
費

　
  
（
9
-
･･

）

0 00 0

0
6
90

,1
47

,0
0
0

50
8,

89
1,

29
2

18
1,

2
55

,7
08

0 0

0 0 0 0 0 0

3,
36

4,
01

0
,6

03
2,

16
6,

26
0
,3

97

退
職

手
当

69
0,

14
7,

00
0

0

0 0

32
5,

51
1,

11
5,

77
8

47
7,

13
9,

79
9,

22
2

0 0 0

33
1,

43
5,

75
3,

45
5

0
0

5,
53

0,
27

1
,0

00

50
2,

91
7,

76
2,

54
50

23
3
,5

91
,0

00

83
4,

35
3,

51
6,

00
0

0
23

3,
59

1,
00

0
0

83
4,

35
3,

51
6,

00
0

0

0

00

5,
53

0,
27

1
,0

00
0

80
2,

65
0,

91
5,

00
0

00

00 00 000 0 0

項
　

　
　

　
　

　
　

　
目

96
,7

40
,0

0
0

32
9,

31
9,

00
0

11
,9

89
,3

5
5,

00
0

40
5,

00
0

1-
06

1,
05

7,
26

0
,0

00

1,
91

6,
70

9
,0

00

（
円

）

83
4,

11
9,

92
5,

00
0

19
1,

11
1,

00
0

3,
41

2,
02

6
,0

00

42
2,

34
9,

00
0

37
7,

61
4,

80
7

1,
91

6,
70

9
,0

00

00 00 0

96
,7

40
,0

0
0

0

11
6,

74
3,

43
2

93
,2

01
,4

4
2

2,
02

3,
70

7
,7

64

47
,9

88
,8

4
9

46
,7

18
,0

0
3

94
,8

12
,2

5
0

57
,5

99
,0

4
6

0 0

22
,3

11
,1

6
8

62
,6

58
,8

3
2

85
,3

96
,5

7
0

1,
16

1,
17

5
,2

36

25
7,

16
0

（
円

）

50
2,

91
7,

76
2,

54
5

18
9,

49
6,

26
1

50
4,

36
0,

15
1

3,
29

5,
28

2
,5

68

2,
34

0,
26

3
,5

58

97
1,

86
3,

43
0

28
2,

60
0,

99
7

1,
53

9,
09

4
,1

93

1,
92

7,
75

0

11
,9

31
,7

5
5,

95
4

14
7,

84
0

0 00
1,

05
7
,2

60
,0

00

0 0

32
9,

31
9,

00
0

11
,9

89
,3

5
5,

00
0

40
5,

00
0

3,
18

4,
88

3
,0

00

超
過

勤
務

手
当

に
不

足
を

生
じ

た
た

め
（

目
）

職
員

諸
手

当
か

ら
1
3
0
,
0
0
0
,
0
0
0
円

流
用

不
用

額
を

生
じ

た
の

は
、

金
利

の
低

下
に

伴
い

支
払

雑
利

息
及

び
社

債
利

息
が

減
少

し
た

こ
と

等
に

よ
り

、
支

払
利

息
を

要
す

る
こ

と
が

少
な

か
っ

た
こ

と
等

の
た

め

55
2,

34
9,

00
0

2,
43

3,
46

5
,0

00

3,
41

2,
02

6
,0

00

0

0

83
4,

11
9,

92
5,

00
0

0

19
1,

11
1,

00
0

0 0

0 0

0

支支
　　

    
　　

出出
　　

    
　　

合合
  　　

  　　
計計

0 00

1-
05

休
職

者
給

与

0
2,

56
3,

46
5
,0

00

84
,9

70
,0

0
0

80
2,

65
0,

91
5,

00
0

3,
18

4,
88

3
,0

00

23
3,

59
1,

00
0

0 00 0 0 00

予
算

総
則

の
規

定
に

よ
る

経
費

増
額

（
円

）

0 0 0 0

0

00 0 0 0

0

（
円

）

0 0

増
△

減
額

（
円

）

流
用

等

0

（
円

）
（

円
）

0

△
 1

3
0
,0

0
0
,0

0
0

13
0,

00
0,

00
0

84
,9

70
,0

0
0

（
円

）

33
1,

20
2,

16
2,

45
5

1,
61

4,
73

9

（
円

）

0 0

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   99国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   99 2023/09/22   14:18:492023/09/22   14:18:49



－100－

  

株
式
会
社
国
際
協
力
銀

行
法

（
平

成
23

年
法

律
第

39
号
）

第
27

条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
役
の
意
見

 

  

令
和

4
年

度
決
算

報
告

書
は

、
適

正
な
も
の
と
認
め
ま
す
。

 

 

令
和

5
年

5
月

30
日

 

 

株
式
会

社
国

際
協
力
銀

行
監

査
役

那
須

 規
子

㊞
 

 

監
査

役
土

 屋
 光

 章
㊞

 

 

監
査

役
本

村
 彩

 ㊞
 

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   100国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   100 2023/09/22   14:18:492023/09/22   14:18:49



  

株
式
会
社
国
際
協
力
銀

行
法

（
平

成
23

年
法

律
第

39
号
）

第
27

条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
役
の
意
見

 

  

令
和

4
年

度
決
算

報
告

書
は

、
適

正
な
も
の
と
認
め
ま
す
。

 

 

令
和

5
年

5
月

30
日

 

 

株
式
会

社
国

際
協
力
銀

行
監

査
役

那
須

 規
子

㊞
 

 

監
査

役
土

 屋
 光

 章
㊞

 

 

監
査

役
本

村
 彩

 ㊞
 

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   101国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   101 2023/09/22   14:18:492023/09/22   14:18:49



【
財

産
目

録
】
一

般
業

務
勘

定
 

1
,9

1
0
,1

3
8
,8

5
4
,9

5
5

  
  

 
3
0
,7

1
0
,7

4
9
,2

4
4

  
  
  
  

 

3
0
,0

0
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
㎡

1
,9

1
0
,1

3
8
,8

2
4
,9

5
5

  
  

 
2
1
棟

　
　

　
延

2
8,

0
89

  
  
  
  
  
  

3
,6

6
5
,9

7
8
,2

9
9

  
  
  
  
  

 

銀
行

等
預

け
金

日
本

銀
行

外
3
行

9
4
3
,1

3
4
,5

5
2
,2

3
3

  
  
  
  

1
2
筆

2
4,

9
65

  
  
  
  
  
  

2
4
,3

1
1
,8

2
7
,9

6
2

  
  
  
  

 

外
貨

預
け

金
三

菱
U

F
J銀

行
外

8
行

9
6
7
,0

0
4
,2

7
2
,7

2
2

  
  
  
  

1
,8

6
9
,7

1
7
,5

0
6

  
  
  
  
  

 

口

3
2
0
,8

0
1
,1

9
6
,4

3
0

  
  
  
  

事
業

用
動

産
什

器
5
,8

4
7
点

8
6
3
,2

2
5
,4

7
7

  
  
  
  
  
  

 

1
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

2
5
5
,0

0
0
,0

0
0

  
  
  
  
  
  

 

5
2

  
  
  
  
  
  
  
 
 

3
2
0
,5

4
6
,1

9
6
,4

3
0

  
  
  
  

8
,4

6
1
,6

8
8
,0

1
6

  
  
  
  
  

 

出
資

金
1

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

8
,1

1
1
,8

7
4
,7

5
0

  
  
  
  
  

 
1
,5

3
4
,2

5
8
,0

8
1
,6

4
3

  
  

 

外
貨

出
資

金
2
2

  
  
  
  
  
  
  
 
 

1
7
4
,4

3
8
,3

0
2
,1

6
2

  
  
  
  

△
4
1
0
,3

4
2
,5

4
6
,8

2
2

  
  

外
貨

株
式

出
資

金
1
9

  
  
  
  
  
  
  
 
 

9
2
,3

7
4
,1

4
2
,5

1
6

  
  
  
  

 
資資
　　
　　
産産
　　
　　
合合
　　
　　
計計

1
9
,8

1
4
,6

3
8
,5

8
9
,5

7
1

  
 

外
国

債
券

1
0

  
  
  
  
  
  
  
 
 

4
5
,6

2
1
,8

7
7
,0

0
2

  
  
  
  

 

1
,3

0
3

  
  
  
  
  
  

1
5
,5

5
6
,6

5
1
,6

1
8
,5

8
5

  
 

8
6
3
,9

5
8
,9

4
7
,5

2
0

  
  
  
  

7
0
4
,9

2
5
,4

7
5

  
  
  
  
  
  

 

1
8
1
,5

6
1
,3

8
0
,8

3
9

  
  
  
  

未
収

貸
付

金
利

息
1
7
4
,3

1
2
,0

7
8
,6

1
1

  
  
  
  

未
収

保
証

料
1
,2

2
1
,3

5
2
,6

9
9

  
  
  
  
  

 

未
収

受
入

手
数

料
1
,1

6
5
,8

3
9
,6

3
9

  
  
  
  
  

 

未
収

融
資

取
扱

手
数

料
1
,0

8
0
,7

0
2
,5

8
0

  
  
  
  
  

 

未
収

預
け

金
利

息
2
,7

0
6
,7

4
4
,2

2
5

  
  
  
  
  

 

未
収

受
取

配
当

金
3
2
2
,5

4
8
,9

1
6

  
  
  
  
  
  

 

未
収

そ
の

他
の

受
入

利
息

5
0
4
,3

4
7

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

未
収

外
国

債
券

利
息

7
4
,1

9
8
,5

7
2

  
  
  
  
  
  
  

 

そ
の

他
の

未
収

収
益

6
7
7
,4

1
1
,2

5
0

  
  
  
  
  
  

 

3
1
,2

8
7
,9

5
6
,5

5
6

  
  
  
  

 6
4
9
,7

0
0
,0

0
0
,0

0
0

  
  
  
  

7
0
4
,6

8
4
,6

5
0

  
  
  
  
  
  

 

仮
払

金
1
8
9
,6

8
4
,9

0
2

  
  
  
  
  
  

 

未
収

金
3
1
,5

4
7
,7

9
0

  
  
  
  
  
  
  

 

保
証

金
そ

の
他

4
8
3
,4

5
1
,9

5
8

  
  
  
  
  
  

 

金
融

派
生

商
品

金
融

商
品

等
差

入
担

保
金

そ
の

他
の

資
産

そ
の

他
資

産

前
払

費
用

未
収

収
益

有
形

固
定

資
産

建
物

土
地

建
設

仮
勘

定

そ
の

他
の

有
形

固
定

資
産

無
形

固
定

資
産

ソ
フ

ト
ウ

エ
ア

そ
の

他
の

証
券

貸
出

金

証
書

貸
付

株
式

支
払

承
諾

見
返

貸
倒

引
当

金

（（
資資

産産
のの

部部
））

現
金

預
け

金

現
金

預
け

金

有
価

証
券

財
  
  

  
  

  
 産

  
  
  

  
  

 目
  

  
  

  
  

 録
  
  

  
（
令

和
５

年
３

月
3
1
日

現
在

）

摘
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

要
  

  
  

  
 金

  
  

  
  

額
  

 （
円

）
摘

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
要

  
  

  
  

 金
  

  
  

  
額

  
 （

円
）

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   102国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   102 2023/09/22   14:18:502023/09/22   14:18:50



－101－

【
財

産
目

録
】
一

般
業

務
勘

定
 

1
,9

1
0
,1

3
8
,8

5
4
,9

5
5

  
  

 
3
0
,7

1
0
,7

4
9
,2

4
4

  
  
  
  

 

3
0
,0

0
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
㎡

1
,9

1
0
,1

3
8
,8

2
4
,9

5
5

  
  

 
2
1
棟

　
　

　
延

2
8,

0
89

  
  
  
  
  
  

3
,6

6
5
,9

7
8
,2

9
9

  
  
  
  
  

 

銀
行

等
預

け
金

日
本

銀
行

外
3
行

9
4
3
,1

3
4
,5

5
2
,2

3
3

  
  
  
  

1
2
筆

2
4,

9
65

  
  
  
  
  
  

2
4
,3

1
1
,8

2
7
,9

6
2

  
  
  
  

 

外
貨

預
け

金
三

菱
U

F
J銀

行
外

8
行

9
6
7
,0

0
4
,2

7
2
,7

2
2

  
  
  
  

1
,8

6
9
,7

1
7
,5

0
6

  
  
  
  
  

 

口

3
2
0
,8

0
1
,1

9
6
,4

3
0

  
  
  
  

事
業

用
動

産
什

器
5
,8

4
7
点

8
6
3
,2

2
5
,4

7
7

  
  
  
  
  
  

 

1
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

2
5
5
,0

0
0
,0

0
0

  
  
  
  
  
  

 

5
2

  
  
  
  
  
  
  
 
 

3
2
0
,5

4
6
,1

9
6
,4

3
0

  
  
  
  

8
,4

6
1
,6

8
8
,0

1
6

  
  
  
  
  

 

出
資

金
1

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

8
,1

1
1
,8

7
4
,7

5
0

  
  
  
  
  

 
1
,5

3
4
,2

5
8
,0

8
1
,6

4
3

  
  

 

外
貨

出
資

金
2
2

  
  
  
  
  
  
  
 
 

1
7
4
,4

3
8
,3

0
2
,1

6
2

  
  
  
  

△
4
1
0
,3

4
2
,5

4
6
,8

2
2

  
  

外
貨

株
式

出
資

金
1
9

  
  
  
  
  
  
  
 
 

9
2
,3

7
4
,1

4
2
,5

1
6

  
  
  
  

 
資資
　　
　　
産産
　　
　　
合合
　　
　　
計計

1
9
,8

1
4
,6

3
8
,5

8
9
,5

7
1

  
 

外
国

債
券

1
0

  
  
  
  
  
  
  
 
 

4
5
,6

2
1
,8

7
7
,0

0
2

  
  
  
  

 

1
,3

0
3

  
  
  
  
  
  

1
5
,5

5
6
,6

5
1
,6

1
8
,5

8
5

  
 

8
6
3
,9

5
8
,9

4
7
,5

2
0

  
  
  
  

7
0
4
,9

2
5
,4

7
5

  
  
  
  
  
  

 

1
8
1
,5

6
1
,3

8
0
,8

3
9

  
  
  
  

未
収

貸
付

金
利

息
1
7
4
,3

1
2
,0

7
8
,6

1
1

  
  
  
  

未
収

保
証

料
1
,2

2
1
,3

5
2
,6

9
9

  
  
  
  
  

 

未
収

受
入

手
数

料
1
,1

6
5
,8

3
9
,6

3
9

  
  
  
  
  

 

未
収

融
資

取
扱

手
数

料
1
,0

8
0
,7

0
2
,5

8
0

  
  
  
  
  

 

未
収

預
け

金
利

息
2
,7

0
6
,7

4
4
,2

2
5

  
  
  
  
  

 

未
収

受
取

配
当

金
3
2
2
,5

4
8
,9

1
6

  
  
  
  
  
  

 

未
収

そ
の

他
の

受
入

利
息

5
0
4
,3

4
7

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

未
収

外
国

債
券

利
息

7
4
,1

9
8
,5

7
2

  
  
  
  
  
  
  

 

そ
の

他
の

未
収

収
益

6
7
7
,4

1
1
,2

5
0

  
  
  
  
  
  

 

3
1
,2

8
7
,9

5
6
,5

5
6

  
  
  
  

 6
4
9
,7

0
0
,0

0
0
,0

0
0

  
  
  
  

7
0
4
,6

8
4
,6

5
0

  
  
  
  
  
  

 

仮
払

金
1
8
9
,6

8
4
,9

0
2

  
  
  
  
  
  

 

未
収

金
3
1
,5

4
7
,7

9
0

  
  
  
  
  
  
  

 

保
証

金
そ

の
他

4
8
3
,4

5
1
,9

5
8

  
  
  
  
  
  

 

金
融

派
生

商
品

金
融

商
品

等
差

入
担

保
金

そ
の

他
の

資
産

そ
の

他
資

産

前
払

費
用

未
収

収
益

有
形

固
定

資
産

建
物

土
地

建
設

仮
勘

定

そ
の

他
の

有
形

固
定

資
産

無
形

固
定

資
産

ソ
フ

ト
ウ

エ
ア

そ
の

他
の

証
券

貸
出

金

証
書

貸
付

株
式

支
払

承
諾

見
返

貸
倒

引
当

金

（（
資資

産産
のの

部部
））

現
金

預
け

金

現
金

預
け

金

有
価

証
券

財
  
  

  
  

  
 産

  
  
  

  
  

 目
  

  
  

  
  

 録
  
  

  
（
令

和
５

年
３

月
3
1
日

現
在

）

摘
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

要
  

  
  

  
 金

  
  

  
  

額
  

 （
円

）
摘

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
要

  
  

  
  

 金
  

  
  

  
額

  
 （

円
）

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   101国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   101 2023/09/22   14:18:502023/09/22   14:18:50



－102－

 

【
一

般
業

務
勘

定
】

口

2
4
8

  
  

  
  

  
  

  
8
,5

0
9
,4

7
7
,0

2
8
,1

0
1

  
  

外
国

為
替

資
金

借
入

金
2
0
7

  
  

  
  

  
  

  
6
,0

3
8
,7

7
7
,0

2
8
,1

0
1

  
  

財
政

融
資

資
金

借
入

金
4
1

  
  

  
  

  
  

  
  

2
,4

7
0
,7

0
0
,0

0
0
,0

0
0

  
  

3
4

  
  

  
  

  
  

  
  

6
,1

9
1
,7

5
5
,3

6
6
,4

1
9

  
  

9
6
0
,5

3
0
,7

0
3
,6

9
2

  
  

  
 1
1
3
,5

3
1
,4

0
0
,4

3
5

  
  

  
 

未
払

借
用

金
利

息
6
8
,6

4
1
,0

4
2
,2

7
7

  
  

  
  

 

未
払

社
債

利
息

4
3
,6

3
8
,4

0
3
,5

5
0

  
  

  
  

 

未
払

そ
の

他
支

払
利

息
6
7
1
,8

9
2
,1

1
2

  
  

  
  

  
  

 

そ
の

他
未

払
費

用
5
8
0
,0

6
2
,4

9
6

  
  

  
  

  
  

 

1
6
,0

0
2
,7

9
0
,0

6
9

  
  

  
  

 

7
1
7
,8

4
6
,0

5
9
,3

9
6

  
  

  
 

3
0
,7

5
0
,0

0
0
,0

0
0

  
  

  
  

 8
2
,4

0
0
,4

5
3
,7

9
2

  
  

  
  

 

仮
受

金
8
2
,3

8
0
,5

9
2
,8

1
4

  
  

  
  

 

未
払

金
1
9
,0

8
6
,4

3
6

  
  

  
  

  
  

  

資
産

取
得

未
払

金
7
7
4
,5

4
2

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

6
0
2
,9

2
1
,8

8
0

  
  

  
  

  
  

 

9
,9

3
0
,2

1
7

  
  

  
  

  
  

  
  

5
,6

5
1
,3

0
9
,5

0
9

  
  

  
  

  

3
7
,0

0
4
,6

2
0

  
  

  
  

  
  

  

1
7
9
件

1
,5

3
4
,2

5
8
,0

8
1
,6

4
3

  
  

負負
　　
　　
債債
　　
　　
合合
　　
　　
計計

1
7
,2

0
2
,3

2
2
,3

4
6
,0

8
1

  
 

正 正
　　
　　
味味
　　
　　
財財
　　
　　
産産

2
,6

1
2
,3

1
6
,2

4
3
,4

9
0

  
  

役
員

退
職

慰
労

引
当

金

支
払

承
諾

金
融

派
生

商
品

金
融

商
品

等
受

入
担

保
金

そ
の

他
の

負
債

賞
与

引
当

金

役
員

賞
与

引
当

金

退
職

給
付

引
当

金

前
受

収
益

摘
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

要
  
  

  
  

 金
  
  

  
  

額
  
 （

円
）

摘
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

要
  
  

  
  

 金
  
  

  
  

額
  
 （

円
）

（（
負負

債債
のの

部部
））

借
用

金

借
入

金

社
債

そ
の

他
負

債

未
払

費
用

【
財

産
目

録
】
特

別
業

務
勘

定
 

28
2
,8

27
,4

43
,7

59
  

  
  

 

銀
行

等
預

け
金

日
本

銀
行

外
1
行

27
8
,8

26
,9

39
,8

98
  

  
  

 

外
貨

預
け

金
三

菱
U

F
J銀

行
4,

00
0
,5

03
,8

61
  

  
  

  
  

口 3
  

  
  

  
  

  
  

  
  

16
,1

38
,6

39
,9

44
  

  
  

  
 

外
貨

出
資

金
1

  
  

  
  

  
  

  
  

  
12

,7
42

,6
11

,5
45

  
  

  
  

 

外
貨

株
式

出
資

金
2

  
  

  
  

  
  

  
  

  
3,

39
6
,0

28
,3

99
  

  
  

  
  

4
  

  
  

  
  

  
  

  
  

31
,1

37
,3

66
,3

46
  

  
  

  
 1,

47
8
,9

78
,9

91
  

  
  

  
  

13
,0

3
8,

22
2

  
  

  
  

  
  

  
 50

,0
7
1,

03
9

  
  

  
  

  
  

  
 

未
収

貸
付

金
利

息
36

,1
0
1,

17
9

  
  

  
  

  
  

  
 

未
収

預
け

金
利

息
7,

25
3

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

未
収

そ
の

他
の

受
入

利
息

1,
37

5
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

そ
の

他
の

未
収

収
益

13
,9

6
1,

23
2

  
  

  
  

  
  

  
 

1,
41

0
,0

00
,0

00
  

  
  

  
  

未
収

金
5,

86
9
,7

30
  

  
  

  
  

  
  

  

△
1
8
3
,4

9
5
,1

9
0

  
  

  
  

  

資資
　　

　　
産産

　　
　　

合合
　　

　　
計計

33
1
,3

98
,9

33
,8

50
  

  
  

 

貸
倒

引
当

金

証
書

貸
付

そ
の

他
資

産

前
払

費
用

未
収

収
益

金
融

商
品

等
差

入
担

保
金

そ
の

他
の

資
産

貸
出

金

財
  

  
  
  

  
 産

  
  
  

  
  

 目
  

  
  

  
  

 録
  

  
  

（
令

和
５

年
３

月
3
1
日

現
在

）

摘
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

要
  

  
  

  
 金

  
  

  
  

額
  

 （
円

）
摘

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
要

  
  

  
  

 金
  

  
  

  
額

  
 （

円
）

（（
資資

産産
のの

部部
））

現
金

預
け

金

預
け

金

有
価

証
券

そ
の

他
の

証
券

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   102国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   102 2023/09/22   14:18:502023/09/22   14:18:50



－103－

 

【
一

般
業

務
勘

定
】

口

2
4
8

  
  

  
  

  
  

  
8
,5

0
9
,4

7
7
,0

2
8
,1

0
1

  
  

外
国

為
替

資
金

借
入

金
2
0
7

  
  

  
  

  
  

  
6
,0

3
8
,7

7
7
,0

2
8
,1

0
1

  
  

財
政

融
資

資
金

借
入

金
4
1

  
  

  
  

  
  

  
  

2
,4

7
0
,7

0
0
,0

0
0
,0

0
0

  
  

3
4

  
  

  
  

  
  

  
  

6
,1

9
1
,7

5
5
,3

6
6
,4

1
9

  
  

9
6
0
,5

3
0
,7

0
3
,6

9
2

  
  

  
 1
1
3
,5

3
1
,4

0
0
,4

3
5

  
  

  
 

未
払

借
用

金
利

息
6
8
,6

4
1
,0

4
2
,2

7
7

  
  

  
  

 

未
払

社
債

利
息

4
3
,6

3
8
,4

0
3
,5

5
0

  
  

  
  

 

未
払

そ
の

他
支

払
利

息
6
7
1
,8

9
2
,1

1
2

  
  

  
  

  
  

 

そ
の

他
未

払
費

用
5
8
0
,0

6
2
,4

9
6

  
  

  
  

  
  

 

1
6
,0

0
2
,7

9
0
,0

6
9

  
  

  
  

 

7
1
7
,8

4
6
,0

5
9
,3

9
6

  
  

  
 

3
0
,7

5
0
,0

0
0
,0

0
0

  
  

  
  

 8
2
,4

0
0
,4

5
3
,7

9
2

  
  

  
  

 

仮
受

金
8
2
,3

8
0
,5

9
2
,8

1
4

  
  

  
  

 

未
払

金
1
9
,0

8
6
,4

3
6

  
  

  
  

  
  

  

資
産

取
得

未
払

金
7
7
4
,5

4
2

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

6
0
2
,9

2
1
,8

8
0

  
  

  
  

  
  

 

9
,9

3
0
,2

1
7

  
  

  
  

  
  

  
  

5
,6

5
1
,3

0
9
,5

0
9

  
  

  
  

  

3
7
,0

0
4
,6

2
0

  
  

  
  

  
  

  

1
7
9
件

1
,5

3
4
,2

5
8
,0

8
1
,6

4
3

  
  

負負
　　
　　
債債
　　
　　
合合
　　
　　
計計

1
7
,2

0
2
,3

2
2
,3

4
6
,0

8
1

  
 

正正
　　
　　
味味
　　
　　
財財
　　
　　
産産

2
,6

1
2
,3

1
6
,2

4
3
,4

9
0

  
  

役
員

退
職

慰
労

引
当

金

支
払

承
諾

金
融

派
生

商
品

金
融

商
品

等
受

入
担

保
金

そ
の

他
の

負
債

賞
与

引
当

金

役
員

賞
与

引
当

金

退
職

給
付

引
当

金

前
受

収
益

摘
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

要
  
  

  
  

 金
  
  

  
  

額
  
 （

円
）

摘
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

要
  
  

  
  

 金
  
  

  
  

額
  
 （

円
）

（（
負負

債債
のの

部部
））

借
用

金

借
入

金

社
債

そ
の

他
負

債

未
払

費
用

【
財

産
目

録
】
特

別
業

務
勘

定
 

28
2
,8

27
,4

43
,7

59
  

  
  

 

銀
行

等
預

け
金

日
本

銀
行

外
1
行

27
8
,8

26
,9

39
,8

98
  

  
  

 

外
貨

預
け

金
三

菱
U

F
J銀

行
4,

00
0
,5

03
,8

61
  

  
  

  
  

口 3
  

  
  

  
  

  
  

  
  

16
,1

38
,6

39
,9

44
  

  
  

  
 

外
貨

出
資

金
1

  
  

  
  

  
  

  
  

  
12

,7
42

,6
11

,5
45

  
  

  
  

 

外
貨

株
式

出
資

金
2

  
  

  
  

  
  

  
  

  
3,

39
6
,0

28
,3

99
  

  
  

  
  

4
  

  
  

  
  

  
  

  
  

31
,1

37
,3

66
,3

46
  

  
  

  
 1,

47
8
,9

78
,9

91
  

  
  

  
  

13
,0

3
8,

22
2

  
  

  
  

  
  

  
 50

,0
7
1,

03
9

  
  

  
  

  
  

  
 

未
収

貸
付

金
利

息
36

,1
0
1,

17
9

  
  

  
  

  
  

  
 

未
収

預
け

金
利

息
7,

25
3

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

未
収

そ
の

他
の

受
入

利
息

1,
37

5
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

そ
の

他
の

未
収

収
益

13
,9

6
1,

23
2

  
  

  
  

  
  

  
 

1,
41

0
,0

00
,0

00
  

  
  

  
  

未
収

金
5,

86
9
,7

30
  

  
  

  
  

  
  

  

△
1
8
3
,4

9
5
,1

9
0

  
  

  
  

  

資資
　　

　　
産産

　　
　　

合合
　　

　　
計計

33
1
,3

98
,9

33
,8

50
  

  
  

 

貸
倒

引
当

金

証
書

貸
付

そ
の

他
資

産

前
払

費
用

未
収

収
益

金
融

商
品

等
差

入
担

保
金

そ
の

他
の

資
産

貸
出

金

財
  

  
  
  

  
 産

  
  
  

  
  

 目
  

  
  

  
  

 録
  

  
  

（
令

和
５

年
３

月
3
1
日

現
在

）

摘
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

要
  

  
  

  
 金

  
  

  
  

額
  

 （
円

）
摘

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
要

  
  

  
  

 金
  

  
  

  
額

  
 （

円
）

（ （
資資

産産
のの

部部
））

現
金

預
け

金

預
け

金

有
価

証
券

そ
の

他
の

証
券

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   103国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   103 2023/09/22   14:18:502023/09/22   14:18:50



－104－

 

【
特

別
業

務
勘

定
】

口

財
政

融
資

資
金

借
入

金
1

  
  

  
  

  
  

  
  

  
4,

20
0
,0

00
,0

00
  

  
  

  
  1,

66
6
,3

02
,2

72
  

  
  

  
  

6,
05

7
,0

75
  

  
  

  
  

  
  

  

未
払

借
用

金
利

息
1,

26
5

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

未
払

そ
の

他
支

払
利

息
23

,2
5
1

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

そ
の

他
未

払
費

用
6,

03
2
,5

59
  

  
  

  
  

  
  

  

1,
51

8
,4

52
,9

53
  

  
  

  
  

11
0
,0

00
,0

00
  

  
  

  
  

  
 

未
払

金
31

,7
9
2,

24
4

  
  

  
  

  
  

  
 11

,1
5
1,

57
4

  
  

  
  

  
  

  
 

18
3
,6

68
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

39
,1

1
6,

43
0

  
  

  
  

  
  

  
 

54
9
,3

58
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

負負
　　

　　
債債

　　
　　

合合
　　

　　
計計

5,
91

7
,3

03
,3

02
  

  
  

  
  

正正
　　

　　
味味

　　
　　

財財
　　

　　
産産

32
5
,4

81
,6

30
,5

48
  

  
  

 

そ
の

他
の

負
債

賞
与

引
当

金

役
員

賞
与

引
当

金

退
職

給
付

引
当

金

役
員

退
職

慰
労

引
当

金

金
融

商
品

等
受

入
担

保
金

摘
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

要
  

  
  

  
 金

  
  

  
  

額
  

 （
円

）
摘

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
要

  
  

  
  

 金
  

  
  

  
額

  
 （

円
）

（（
負負

債債
のの

部部
））

借
用

金

借
入

金

そ
の

他
負

債

未
払

費
用

金
融

派
生

商
品

国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   104国際協力銀行_2023年度事業報告及び計算書類等_本文.indd   104 2023/09/22   14:18:502023/09/22   14:18:50



事
業
報
告
及
び
計
算
書
類
等	

２
０
２
２
年
度

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行

国際協力銀行_2023年度事業報告及�計算書類等_表紙（4.2mm）.indd   1国際協力銀行_2023年度事業報告及�計算書類等_表紙（4.2mm）.indd   1 2023/10/10   10:492023/10/10   10:49


